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原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

第1199回 議事録 

 

１．日時 

 令和５年１０月２０日（金）１０：３０～１６：２４ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 石渡 明   原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁 

 大島 俊之  原子力規制部長 

 内藤 浩行  安全規制管理官（地震・津波審査担当） 

 名倉 繁樹  安全規制調整官 

 岩田 順一  安全管理調査官 

 三井 勝仁  安全管理調査官 

 野田 智輝  安全管理調査官 

 佐口 浩一郎 上席安全審査官 

 佐藤 秀幸  主任安全審査官 

 海田 孝明  主任安全審査官 

 谷 尚幸   主任安全審査官 

 岩崎 拓弥  安全審査官 

 藤川 和志  安全審査官 

 宮脇 昌弘  安全審査専門職 

 原田 智也  安全審査専門職 

 大井 剛志  安全審査専門職 

 井清 広騎  係員 

 松末 和之  技術参与 
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 呉 長江   上席技術研究調査官 

北陸電力株式会社 

 小田 満広  常務執行役員 原子力本部副本部長 

 藤田 久之  執行役員 土木建築部長 

 吉田 進   土木建築部 部長 

 藤井 淳一  土木建築部 副部長 

 徳田 将人  土木建築部 耐震建築技術チーム 統括課長 

 大田 俊一郎 土木建築部 耐震建築技術チーム 副課長 

 山田 泰洋  土木建築部 耐震建築技術チーム 副課長 

 野原 幸嗣  土木建築部 調査技術チーム 統括課長 

 木村 慎吾  土木建築部 調査技術チーム 副課長 

 西本 真也  土木建築部 耐震土木技術チーム 副課長 

電源開発株式会社 

 杉山 弘泰  代表取締役副社長執行役員 

 井下 一郎  原子力事業本部 原子力技術部長代理 

 持田 裕之  原子力事業本部 原子力技術部 主管技師長 

 川真田 桂  原子力事業本部 原子力技術部 原子力土木室長代理 

 中村 智   原子力事業本部 原子力技術部 原子力土木室(土木技術)統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 宮田 智博  原子力事業本部 原子力技術部 原子力土木室(土木地質)統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 熊崎 直樹  原子力事業本部 原子力技術部 原子力土木室 上席課長 

 三宮 真由子 原子力事業本部 原子力技術部 原子力土木室 課長代理 

北海道電力株式会社 

 原田 憲朗  取締役 常務執行役員 

 松村 瑞哉  執行役員 原子力事業統括部 原子力土木部長 

 斎藤 久和  原子力事業統括部 部長(土木建築担当) 

 武田 佳也  原子力事業統括部 部長(サイクル担当) 

 松浦 正典  原子力事業統括部 原子力土木第１グループ主幹 

 室田 哲平  原子力事業統括部 原子力土木第１グループ副主幹 

 青木 悟   原子力事業統括部 原子力土木第１グループ 

 金岡 秀徳  原子力事業統括部 原子力安全推進グループ(担当課長) 
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 岩崎 具久  東京支社 技術グループ 

 

４．議題 

 （１）北陸電力（株）志賀原子力発電所２号炉の地下構造評価について 

 （２）電源開発（株）大間原子力発電所の敷地の地質・地質構造について 

 （３）北海道電力（株）泊発電所３号炉の津波評価について 

 （４）その他 

 

５．配布資料  

 資料１    志賀原子力発電所２号炉 地下構造評価について 

 資料２－１  大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造（コメント回答 その15） 

（シームS-11の評価方針） 

 資料２－２  大間原子力発電所 地震・津波関係に係る検討状況及び今後の工程につ

いて 

 資料３－１  泊発電所３号炉 基準津波に関するコメント回答  

（地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の組合せ）  

（水位上昇側に係るコメント回答）  

 資料３－２  泊発電所３号炉 基準津波に関するコメント回答  

（地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の組合せ）  

（補足説明資料）  

 資料３－３  泊発電所３号炉 残されている論点とその作業方針および作業スケジュ

ールについて  

 机上配布資料 志賀原子力発電所２号炉 地下構造評価について データ集  

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから原子力発電所の新規制基準適合性に関

わる審査会合、第1199回会合を開催します。 

 本日は、事業者から、地震等に対する新規制基準への適合性について説明をしていただ

く予定ですので、担当である私、石渡が出席をしております。 

 それでは、本会合の進め方等について、事務局から説明をお願いします。 
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○内藤管理官 事務局の内藤です。 

 本日の会合につきましては、対面での会合を実施をしております。本会合の審査案件で

すけれども3件でして、志賀原子力発電所、大間原子力発電所、泊発電所を対象に行いま

す。 

 内容ですけれども、午前中につきましては、北陸電力の志賀原子力発電所2号炉を対象

に、地下構造についてという形で審議を行います。昼を挟みまして、午後は電源開発の大

間原子力発電所の敷地の地質・地質構造。次に、北海道電力株式会社の泊発電所3号炉を

対象に、津波の組合せについての質疑を予定しております。 

 進め方につきましては、事業者のほうで用意していただいた資料を説明いただき、その

内容について質疑応答を行うことを予定をしております。ただ、議題2の電源開発につき

ましては、敷地の地質・地質構造の資料について説明いただき、それについて質疑応答を

した後に、事業者における検討状況及び今後の工程について説明いただき、その内容につ

いて質疑応答するという形を予定をしております。 

 事務局からは以上です。 

○石渡委員 よろしければ、このように進めたいと思います。 

 それでは、議事に入ります。 

 北陸電力から、志賀原子力発電所2号炉の地下構造評価について説明をお願いします。 

 御発言、御説明の際は、挙手をしていただいて、お名前をおっしゃってから御発言、御

説明ください。 

 どうぞ。 

○北陸電力（小田） 北陸電力の小田でございます。 

 本日は、今ほどお話がございましたとおり、志賀2号炉の地下構造評価について御説明

をさせていただきます。 

 地下構造評価の審査会合につきましては、今回が初回でございまして、申請以降の調査

検討結果を踏まえまして、敷地内の地下構造モデルを設定しまして、その妥当性を検討し

てまいりましたので、御説明をさせていただきます。あわせまして、敷地周辺の地震発生

層の上端深さ、下端深さにつきましても、最新の震源データ等を用いて検討してまいりま

したので、説明をさせていただきます。 

 それでは、担当から説明しますので、よろしくお願いいたします。 

○石渡委員 どうぞ。 
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○北陸電力（藤井） 北陸電力の藤井です。本日はよろしくお願いいたします。 

 まず、資料の確認をさせていただきます。資料は2種類ございます。資料1が本資料、机

上配付資料がデータ集となっております。 

 それでは、地下構造評価としまして資料1に基づいて御説明いたします。説明は約45分

を予定しております。 

 本資料の3ページを御覧ください。今回御説明する内容は、大きく二つございます。地

下構造評価、そして地震発生層の設定についてでございます。これらについて、申請時以

降の調査及び検討も踏まえた評価を御説明いたします。 

 まず、私のほうから資料の冒頭にお付けしておりますそれぞれの評価の概要をまとめて

おりますので、この内容を御説明した後に、本章で詳細に御説明する流れとさせていただ

きます。 

 それでは、4ページを御覧ください。ここには規則や審査ガイドの要求事項と、それを

踏まえた地下構造評価の流れを示しております。1章で、地下構造の成層性と均質性の評

価を行い、成層かつ均質であることを確認した後に、2章で詳細な地下構造モデルを設定

しております。次に、3章で設定した地下構造モデルの妥当性について、観測記録等で確

認するといった流れとなります。 

 5ページには、審査ガイドで要求されている調査について、敷地近傍での精査と広域で

の概査について、それぞれの具体的な調査の手法とその範囲について整理しております。 

 続きまして、6ページと7ページには、各調査の目的とその対象及び手法を整理しており

ます。 

 8ページを御覧ください。ここからは地下構造の評価結果の概要となります。まず、地

下構造の成層性及び均一性の評価として、敷地周辺から敷地内にかけての地質・地質構造

の観点から評価しております。敷地周辺から近傍エリアの評価概要を8ページ、そして敷

地の評価概要を9ページ及び10ページにまとめております。結論としましては、敷地は別

所岳安山岩類が広く分布し、また速度構造は概ね水平な層構造を呈することを確認してお

ります。 

 続きまして、11ページ及び12ページには、物理探査による地下構造の検討結果を示して

おります。敷地周辺エリアでは、重力探査、地震波トモグラフィー、屈折法地震探査、微

動アレー探査、VSP探査など、各種の物理探査データを取得しております。そしてこれら

の結果から、敷地周辺の地震基盤面は深さ1km程度で、概ね水平であり、その深部の速度
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構造にも顕著な不整形はないと評価しております。 

 続きまして、13ページには観測記録による地下構造の検討結果を示しております。この

検討におきましても、敷地の地震基盤以浅の速度構造に特異な構造はないと評価しており

ます。 

 以上から、1章の結論としましては、敷地の地下構造は成層かつ均質と評価できると判

断しております。 

 14ページを御覧ください。ここでは2章の地下構造モデルの設定結果を示しております。

地下構造モデルとしましては、表に記載したとおり、解放基盤表面をEL-10m、そして地震

基盤面をEL-1.19kmとし、1次元の地下構造モデルを設定しました。この内容についてはこ

の後、本文の中で詳細に御説明いたします。 

 続いて、3章ではこのモデルの妥当性確認を行っており、その結果を15ページに示して

おります。妥当性の確認としましては、申請時以降に得られた知見や地震観測記録等を用

いた検討を実施して確認をしております。3.1章で、地盤増幅特性、3.2章で減衰構造、そ

して3.3章で速度構造の妥当性をそれぞれ確認しております。結果としましては、地下構

造モデルは適切に設定されていることを確認しております。なお、設定した地下構造モデ

ルは申請時から変更はございません。 

 続きまして、16ページを御覧ください。ここからは二つ目の項目である地震発生層の設

定に関しての概要となります。本文では4章となります。先ほどの地下構造の評価と同様

に、審査ガイドにおける要求事項を踏まえた設定フローを16ページに、調査の手法等の概

要を17ページに示しております。 

 評価結果を18ページ及び19ページに記載しておりますので、御覧ください。地震発生層

の設定につきましては、広域的な地震の震源分布を確認した上で、敷地周辺における地震

の震源分布や速度構造、また地震調査研究推進本部の主要活断層帯に係る知見や、2007年

能登半島地震に係る知見などの調査により、地震発生層の上端深さ及び下端深さを検討し

ております。 

 結論を19ページ下の黄色の枠に示してございますが、地震発生層の上端深さは3km、下

端深さは18kmと設定しております。ただし、2007年能登半島地震の震源域の上端深さにつ

きましては、震源域周辺における臨時地震観測や反射法地震探査等の詳細なデータに基づ

く知見を踏まえ、2kmと設定し、申請時の敷地周辺全域を3kmとする設定から変更しており

ます。 
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 以上が評価結果の概要でございます。 

 引き続きまして、本文の内容について、山田から御説明します。よろしくお願いいたし

ます。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（山田） 北陸電力の山田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは説明をさせていただきます。22ページをお願いいたします。初めに、解釈別記

2及び審査ガイドの要求事項を整理した上で、地下構造評価及び地震発生層の設定の流れ

を項目ごとに示しております。なお、当資料において設定する地下構造モデルは、敷地ご

とに震源を特定して策定する地震動及び震源を特定せず策定する地震動の両者で用います。 

 23ページからは、地下構造評価の流れになります。23ページは解釈別記2について、24

ページは審査ガイドについて、それぞれ下表に要求事項を整理し、把握すべき事項を丸で

記載しております。 

 25ページに評価の流れを記載しております。先ほど藤井が説明しましたとおり、下に示

すフロー図に沿って地下構造評価を行います。 

 26ページからは、地震発生層の設定の流れになります。このページは審査ガイドについ

て下表に要求事項を整理し、把握すべき事項を赤丸で記載しております。 

 27ページに評価の流れを記載しております。こちらも同様に、下に示すフロー図に沿っ

て地震発生層の設定を行います。以降、これらのフローに沿った評価結果をお示しいたし

ます。 

 28ページからは、1章の地下構造の成層性及び均質性の評価になります。 

 30ページに、実施した調査の手法及び範囲を、31ページから32ページに調査の目的と各

調査の対象及び手法を示しております。 

 33ページには、調査の手順を示しております。左側の手順①では、地層の傾斜等の地質

構造や地震基盤の位置等を把握することを目的として、敷地及び敷地周辺の地質・地質構

造等の調査結果を確認しております。また、真ん中の手順②では、地震基盤の位置及び形

状、それから地震基盤面より深部の速度構造等を把握することを目的として、物理探査に

よる検討を行っております。また、右側の手順③では、敷地の地震基盤以浅の速度構造の

把握を目的として、観測記録による検討を行っております。一番下の手順④ですが、手順

①～③までの調査検討の結果を踏まえ、地下構造の成層性及び均質性を評価しております。
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以降、詳細を御説明いたします。 

 34ページからは、地質・地質構造の調査になります。この節につきましては、地質・地

質構造の審査と内容が重複する部分がほとんどでございますので、主立った点を御説明い

たします。 

 35ページをお願いします。敷地周辺陸域の地質は、新第三紀以降の地層が基盤である花

崗岩類を直接覆っており、また敷地を含む邑知潟平野北側では大きな褶曲構造は認められ

ません。 

 39ページをお願いします。敷地近傍に分布する新第三紀から第四紀の地層は、概ね水平

ないし非常に緩く傾斜して分布しております。 

 45ページをお願いします。原子炉設置位置付近の地質は、別所岳安山岩類の安山岩(均

質)、安山岩(角礫質)及び凝灰角礫岩からなります。 

 54ページをお願いします。こちらは2号原子炉建屋底盤の岩級区分図になります。主にB

級の岩級区分を示す安山岩が広く分布していることが分かります。 

 55ページをお願いします。原子炉設置位置付近のEL-200m以浅の速度構造を把握するた

め、26孔の浅層ボーリングでPS検査を実施しました。 

 56ページには、2号原子炉建屋を通る東西断面であるR断面の速度層断面図を示します。

上位から埋土速度層、第1、第2、第3、第4速度層に区分し、第3速度層中において、周囲

と異なる速度特性を示す範囲を第3’速度層といたしました。なお、速度層境界は各孔で

得られた速度層境界標高を滑らかに結ぶことを基本とし、図中のアスタリスクで示す第3’

速度層の範囲は、局所的に厚く分布する安山岩(均質)の地質分布を参考に設定しておりま

す。 

 57ページには、1号原子炉建屋を通る東西断面であるI断面の速度層断面図を示します。

第4速度層中において、周囲と異なる速度特性を示す範囲を第4’速度層とし、局所的に厚

く分布する凝灰角礫岩の地質分布を参考に設定いたしました。 

 58ページには、南北断面である9断面の速度層断面図を示します。 

 以上、EL-200m以浅の速度構造は、概ね水平な層構造を呈するものの、周囲と異なる速

度特性を示す範囲として、第3’速度層、第4’速度層が認められます。 

 63ページをお願いします。ここでは二次元FEMモデルを用いた地震動シミュレーション

により、第3’速度層、第4’速度層が地震動へ与える影響を確認しました。検討は第3’

速度層または第4’速度層を、モデル化したモデルとモデル化しないモデルに、それぞれ
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地震波を入力し、解放基盤表面として設定したEL-10mにおける応答波形を比較しました。

地震波は中心周期0.2秒及び1秒のリッカー波を用い、鉛直入射及び斜め入射した場合の検

討を行いました。 

 64ページは、第3’速度層の鉛直入射の結果になります。左側が中心周期0.2秒、右側が

中心周期1秒の結果になります。中段の波形図及び下段のグラフのとおり、第3’速度層を

モデル化したものと、モデル化しないものに顕著な違いは見られません。 

 以降、同様に結果をお示ししておりますが、69ページの下段に記載してございますが、

いずれのケースにつきましても、地震動シミュレーションによる応答波形において顕著な

違いが見られないことから、第3’速度層、第4’速度層が対応基盤表面での地震動に与え

る影響は小さいものと考えます。 

 70ページをお願いします。原子炉設置位置付近の地震基盤以浅の速度構造等を把握する

ため、大深度ボーリング調査を実施しました。 

 71ページは、敷地北側のD-8.6孔、72ページは、敷地東側のK-13.6孔の結果になります。

地震基盤以浅の地質は、下位から先第三紀の花崗岩、古第三紀の楡原階、新第三紀の岩稲

階からなります。また、花崗岩以浅のP波速度及びS波速度は、それぞれ4km/s及び2km/s程

度。花崗岩以深のP波速度及びS波速度は、それぞれ5km/s及び3km/s程度であり、密度につ

きましては、概ね2～3t/m3の範囲を示します。また、敷地の地震基盤面はS波速度が3km/s

程度以上となる花崗岩上面、深さ1km程度に位置しております。 

 73ページをお願いします。原子炉設置位置付近の減衰特性を把握するため、Q値測定を

実施しました。比較的浅部につきましては、10程度。また、それより深部につきましては、

深さ方向に大きくなる傾向が見られます。 

 74ページには、これらのまとめを記載してございます。 

 続きまして、物理探査による検討について御説明します。76ページからは重力異常にな

ります。敷地周辺では山の周辺や邑知潟平野の境界などで、高重力異常や重力異常急変部

が認められますが、敷地が位置する能登半島中部には、規模が大きく直線的に連続するよ

うな重力異常急変部は認められません。 

 77ページには、敷地近傍の重力異常図を示しており、顕著な重力異常急変部は認められ

ません。このことから敷地近傍の地震基盤面に顕著な不整形はないものと考えます。 

 78ページからは、地震波トモグラフィーによる検討として、敷地周辺の速度構造断面を

確認いたしました。 
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 79ページに結果を示しておりますが、敷地から10km程度の範囲においては、深さ5km程

度以深の速度構造に顕著な不整形は見られません。 

 80ページからは、屈折法地震探査による検討として、P波速度構造を確認しました。 

 81ページでは、Iidaka et al. (2003) 、82ページではIidaka et al. (2008)、83ペー

ジでは、当社の屈折法地震探査の結果を示しております。これらより、敷地周辺の地震基

盤面は、深さ1km程度に概ね水平に分布しており、また敷地から10km程度の範囲において、

新基盤面より深部の速度構造に顕著な不整形は見られません。 

 84ページからは、微動アレー探査による検討として、地震基盤深さを複数の地点で比較

しました。 

 85ページに結果を示しておりますが、地震基盤に相当するS波速度3km/s程度の層の上面

は、深さ1km程度の位置で概ね水平に分布しております。 

 86ページには、敷地で行った反射法VSP探査の結果を示しております。 

 89ページに深度断面を示しておりますが、地震基盤面に当たる花崗岩上面は深さ1km程

度で、概ね水平に分布しております。 

 90ページでは、広域微動探査による検討として、微動観測記録を用いて評価した群速度

を複数の観測点ペアで比較しました。 

 91ページに評価方法を、92ページに結果を示しておりますが、評価した群速度は、いず

れも同様の分散性を示しており、敷地周辺の地震基盤より深部の速度構造に顕著な不整形

はないものと考えます。 

 94ページからは、単点微動探査による検討として、敷地の微動観測記録に基づくH/Vス

ペクトル比を複数の観測点で比較しました。また、解放基盤表面を設定している第3速度

層の上面の形状を把握する目的で、H/Vスペクトル比を用いた逆解析により、第3速度層上

面の標高を推定いたしました。 

 95ページに、微動H/Vスペクトル比の比較結果を示しておりますが、地震基盤面の位置

を反映している周期2秒程度において、顕著な違いはないことから、敷地の地震基盤面の

形状に顕著な不整形はないものと考えます。 

 また、96ページに逆解析により推定した第3速度層上面の標高を示しておりますが、原

子炉設置位置周辺の第3速度層上面はEL-10m以浅に位置しており、顕著な不整形は見られ

ません。 

 99ページ～100ページは、物理探査による検討のまとめになります。 
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 次に、観測記録による検討について御説明します。102ページをお願いします。ここで

は主な地震観測点の位置を示しております。左図中の自由地盤では、2019年7月より大深

度地震観測を実施しております。 

 103ページでは、自由地盤で観測された主な地震を、104ページでは、No.1の地震につい

て、鉛直アレーにおける震度別の応答スペクトルを示しております。周期0.2秒程度より

短周期側では、EL-10m～EL+19.5mの表層地盤で応答が大きく増幅する傾向にありますが、

EL-10m以深の岩盤中では、ほとんど増幅が見られません。 

 105ページ～114ページでは、その他No.2～No.11の地震について示しておりますが、同

様の傾向が見られます。 

 115ページですが、こちら、地表の水平アレー地震観測記録を用いた検討として、左下

の図に示す4観測点間の応答スペクトル比を地震波の到来方向ごとに比較しました。 

 116ページ～117ページは、対象とした地震を、118ページでは観測点4に対する観測点1

の結果を示しております。対象とした周期帯では、応答スペクトル比に到来方向による顕

著な違いはなく、概ね1程度となっております。 

 119ページと220ページでは、観測点4に対する観測点2または観測点3の結果を示してお

り、同様の傾向となっておりますので、表層を除く地震基盤以浅の速度構造に顕著な違い

はないと考えます。 

 121ページでは、地中の水平アレー地震観測記録を用いた検討として、右下の図に示す2

号原子炉建屋直下と自由地盤のEL-200mの応答スペクトル比を、地震波の到来方向ごとに

比較しました。 

 122ページと123ページは、対象とした地震を、124ページに結果を示しておりますが、

応答スペクトル比に到来方向による顕著な違いはなく、概ね1程度となっておりますので、

EL-200mから地震基盤の速度構造に顕著な違いはないと考えます。 

 125ページでは、鉛直アレー地震観測記録を用いた検討といたしまして、右下の図に示

す自由地盤のEL-200mとEL-10mの応答スペクトル比を、地震波の到来方向ごとに比較しま

した。 

 126ページと127ページは、対象とした地震を、128ページに結果を示しておりますが、

応答スペクトル比に到来方向による顕著な違いはありませんので、EL-10mからEL-200mに

地震動へ影響を及ぼすような特異な速度構造はないと考えます。 

 129ページでは、原子炉建屋基礎版上の地震観測記録を用いた検討として、下図に示す
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観測点の波形等とスペクトルを1号と2号で比較しました。 

 130ページは、対象とした8地震を示しております。8地震いずれについても波形と応答

スペクトルに、1号と2号で顕著な違いはなく、138ページに記載してございますが、地震

基盤以浅の速度構造に顕著な違いはないと考えます。 

 139ページは、観測記録による検討のまとめになります。 

 140ページですが、こちら1章のまとめを記載しております。1.1節から1.3節までの検討

結果より、敷地の地下構造は成層かつ均質と評価できるものと判断いたしました。 

 続きまして、地下構造モデルの設定について御説明します。142ページ、お願いします。

ここでは敷地の速度構造、減衰特性を踏まえ、解放基盤表面及び一次元の地下構造モデル

を設定いたします。 

 143ページをお願いします。敷地の地下構造は成層かつ均質と評価できることから、自

由地盤位置において一次元の地下構造モデルを設定します。左の図には、地下構造モデル

の設定に用いた敷地における調査の種別及び範囲を、右図には、地下構造モデルの設定手

順を示しております。設定の概要を右の図で御説明します。 

 設定手順1ですが、EL-200m以浅は、浅層ボーリング調査結果が多数あり、これらに基づ

き評価した速度構造及び密度構造は、EL-200m以浅の物性値として信頼性が高いと考えら

れることから、この速度構造及び密度構造に基づき設定いたしました。 

 手順2ですが、EL-200m～EL-1.5kmの速度及び密度は、大深度ボーリング調査により直接

物性を確認できていることから、この調査結果に基づき設定いたしました。 

 設定手順3ですが、EL-1.19km以浅の減衰は、浅層ボーリング及び大深度ボーリング調査

結果によるQ値測定結果を下回らないよう安全側に設定いたしました。 

 手順4ですが、EL-1.5kmより深部につきましては、EL-3kmまでは微動アレー探査結果に

基づき設定をすることとし、EL-3kmより深部の速度構造は、文献に基づき設定することと

いたしました。 

 設定手順5ですが、EL-1.19km～EL-3kmのS波速度構造は、設定手順4までに設定したS波

速度構造を拘束条件として、微動アレー探査結果に基づき同定いたしました。 

 最後に手順6ですが、深部の密度及び減衰は文献に基づき設定いたしました。 

 以上が、地下構造モデルの設定手順になります。 

 144ページですが、解放基盤表面につきましては、解釈別記2の要求事項を踏まえ設定い

たしました。敷地地盤は安山岩を主体とした別所岳安山岩類が広く分布し、せん断波速度
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が1.5km/sである第3速度層において著しい風化を受けていないと判断されるEL-10mの位置

を解放基盤表面として設定しました。 

 145ページからは、地下構造モデルの設定の詳細になります。145ページ～147ページに

は、EL-200m以浅の速度及び密度の設定について、148ページは、EL-200m～EL-1. 5kmの速

度及び密度の設定について記載しております。大深度ボーリング調査は2孔で実施してお

りますが、2孔の物性値は同程度の値を示すことから、自由地盤1において、より深部まで

物性を把握できているD-8.6孔のPS検層ダウンホール法の速度値及び密度検層による密度

値に基づき設定しました。また、上段の箱書き二つ目のマルになりますが、D-8.6孔のPS

検層結果より、S波速度が3km/s程度以上となる地震基盤面が、深さ1.19kmに位置すること

等を踏まえ、敷地の地震基盤面はEL-1.19kmと設定しました。 

 149ページには、EL-1.19km以浅の減衰の設定について。 

 150ページ～152ページには、EL-3km以深の速度の設定について。 

 153ページ～154ページには、EL-1.19kmからEL-3kmのS波速度構造の設定について記載を

しております。S波速度構造の同定は、微動アレー探査による分散曲線に整合する理論分

散曲線を与える速度構造を探索することにより行いました。 

 155ページは、EL-1.79km以浅の密度及びEL-1.19km以深の減衰について記載しておりま

す。 

 以上により設定した地下構造モデルを、156ページに示しております。 

 続きまして、設定した地下構造モデルの妥当性確認について御説明します。159ページ

には、妥当性確認の手法等の概要を示しております。妥当性の確認におきましては、右図

の赤枠の地震基盤面から解放基盤表面までの地盤増幅特性、青枠の地震基盤面から解放基

盤表面までの減衰構造、また緑枠の速度構造について検討しております。詳細は次ページ

以降で説明いたします。 

 160ページからは地盤増幅特性の妥当性確認になります。 

 161ページを御覧ください。ここでは敷地の鉛直アレー地震観測記録を用いた逆解析に

より推定した地下構造モデルと設定した地下構造モデルによる地盤増幅率を比較しました。 

 162ページに初期モデル及び探索範囲を、163ページに対象とした地震を、164ページ～

165ページに、逆解析結果を、166ページに地盤増幅特性に係る検討結果を示しております。

設定した地下構造モデルの地盤増幅率は、逆解析により推定した地下構造モデルの地盤増

幅率を上回ることから、設定した地下構造モデルは安全側に設定されていると考えます。 
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 続きまして、167ページをお願いします。ここでは敷地の鉛直アレー地震観測記録を用

いて設定した地下構造モデルによる地震動シミュレーションを行い、シミュレーション解

析結果と観測記録を比較しました。地震動シミュレーションはEL-10mの観測記録を用いて、

設定した地下構造モデルの解放基盤表面における地震動を評価いたしました。また、解放

基盤表面での地震動の比較を行うため、EL-10mの観測記録については、逆解析により推定

した地下構造モデルを用いて、EL-10mにおけるはぎとり波を評価しました。対象とした地

震は、先ほどの逆解析の検討と同じ7地震になります。 

 169ページが結果になります。シミュレーション解析結果は、観測記録を上回ることか

ら、設定した地下構造モデルは安全側に設定されていると考えます。 

 170ページからは減衰構造の妥当性確認になります。 

 171ページからは地震波干渉法を用いた検討になります。EL-10m～EL-200mの減衰構造に

ついて、Fukushima et al.(2016)に倣い、地震波干渉法を敷地の鉛直アレー地震観測記録

に適用することにより減衰を推定し、設定した地下構造モデルの減衰と比較しました。 

 172ページに減衰の推定方法を、173ページ～176ページに対象とした地震を、179ページ

に結果を示しております。推定したQ値は、設定した地下構造モデルのQ値を下回ることか

ら、EL-10m～EL-200mの減衰構造は安全側に設定されていると考えます。 

 180ページからは岩石コアを用いた検討になります。EL-200m～EL-990mの減衰構造につ

いて、佐藤・岡田（2012）に倣い、敷地で得られた岩石コアを用いて超音波試験により減

衰を推定し、設定した地下構造モデルの減衰と比較しました。 

 181ページに減衰の推定方法、182ページに用いた岩石コアを、183ページに結果を示し

ております。推定したQ値は設定した地下構造モデルのQ値を下回ることから、EL-200m～

EL-990mの減衰構造は安全側に設定されていると考えます。 

 184ページからは、S波直達上昇波を用いた検討になります。EL-200m～EL-1.19kmの減衰

構造について佐藤 (2012)に倣い、敷地の鉛直アレー地震観測記録のS波直達上昇波を用い

て減衰を推定し、設定した地下構造モデルの減衰と比較しました。 

 185ページに減衰の推定方法を、186ページに対象とした地震を、187ページに結果を示

しております。推定したQ値は設定した地下構造モデルのQ値を下回ることから、EL-200m

～EL-1.19kmの減衰構造は安全側に設定されていると考えます。 

 188ページからは速度構造の妥当性確認になります。 

 189ページは位相速度を用いた検討になります。EL-1.19km以浅の速度構造を確認するた
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め、微動アレー探査による位相速度と設定した地下構造モデルの理論位相速度を比較しま

した。両者の位相速度は調和的であることから、EL-1.19km以浅の速度構造は適切に設定

されていると考えます。 

 190ページは群速度を用いた検討になります。地震基盤より深部の速度構造を確認する

ため、敷地周辺の微動観測記録による群速度と設定した地下構造モデルの理論群速度を比

較しました。両者の群速度は調和的であることから、地震基盤より深部の速度構造は適切

に設定されていると考えます。 

 191ページは知見を用いた検討になります。地震基盤面より深部の速度構造を確認する

ため、申請時以降に得られた知見による速度構造と、設定した地下構造モデルの速度構造

を比較しました。両者の速度構造は調和的であることから、地震基盤面より深部の速度構

造は適切に設定されていると考えます。 

 以上のまとめを、192ページ～193ページに示しておりますが、地下構造モデルの地盤増

幅特性、減衰構造、速度構造が適切に設定されていることを確認しました。 

 以上が、地下構造モデルの設定についての説明となります。 

 続きまして194ページからは、地震発生層の設定について御説明します。 

 195ページは、27ページの再掲でございます。4.1節で広域的な震源分布の調査、4.2節

では地震発生層の上端深さ及び下端深さの検討、4.3節では、4.2節の検討結果を踏まえた

地震発生層の設定について説明します。 

 196ページには、実施した調査の手法の概要を示しております。表中の赤丸で示す項目

を把握するため、各種の調査を実施いたしました。 

 197ページには、地震発生層の設定手順を示しております。まず手順①ですが、敷地が

立地する能登半島周辺の広域的な震源分布の調査を行いました。手順②ですが、敷地周辺

の震源分布、速度構造、コンラッド面深さ及びキュリー点深度に基づき、敷地周辺の地震

発生層を検討しております。手順③ですが、地震本部による主要活断層帯の地震発生層の

設定値を整理し、手順②の検討結果と整合性を確認しております。手順④ですが、敷地周

辺で発生した2007年能登半島地震について、詳細なデータによる震源域の上端深さに係る

知見を整理しております。最後に手順⑤ですが、手順②、③の検討結果に対して、敷地周

辺の地震発生層を安全側に設定しております。ただし、2007年能登半島地震の震源域の上

端深さについては、手順④の詳細なデータによる検討結果を踏まえて設定しております。

この手順に基づいた調査の結果を以降、御説明いたします。 
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 198ページからは、広域的な震源分布の調査になります。 

 201ページは、能登半島周辺の震央分布を示しております。能登半島周辺においては、

2007年能登半島地震や2020年12月頃から活発化している能登地方群発地震、また1993年能

登半島沖の地震の集中が見られ、能登半島北岸に沿って北東、南西方向の走向に分布して

おります。 

 202ページには、深さ別の震央分布を示しております。敷地周辺では能登半島地震の震

源域において地震が比較的浅く、概ねN50°Eの走向で集中して見られます。この傾向を震

源深さ分布でも確認するため、203ページの図に示す矢視方向の震源深さ分布を確認して

おります。 

 204ページをお願いします。震源深さ分布を右上図に示します。図中の黄色の矢印で示

す範囲に能登半島地震の震源域が見られ、この震源域の震源深さは周辺に比べて浅い傾向

が認められます。また、この傾向を定量的に確認するため、D10%及びD90%の結果を右下図

に示します。この結果からも、能登半島地震の震源域が周辺に比べて浅い傾向が認められ

ます。 

 205ページをお願いします。先ほどの傾向が能登半島地震発生日より前においても認め

られるかを確認するため、地震発生日より前の震源深さ分布についても確認しました。震

源データは少ないものの、全ページで確認した傾向と概ね同様の傾向が認められます。 

 206ページをお願いします。ここでは能登半島周辺の浅い地震の分布と、地形及び地質

構造の対応を確認しました。 

 207ページでは地形、208ページでは地質構造との対応を確認しております。208ページ

の下の箱書きに確認した結果を記載しておりますが、能登半島地震の震源域の浅い地震の

分布は、能登半島北部に偏在する低山・丘陵の稜線及びその延長方向、並びに能登半島の

北東沖から南西沖までの第四紀ひずみ集中帯の一部区間と対応しております。 

 209ページをお願いします。こちらは広域的な調査のまとめになりますが、下の点線箱

書きに記載のとおり、広域的な調査の結果を踏まえ、地震発生層の設定では、能登半島地

震の震源域の震源深さが周辺に比べて浅い傾向が認められることを考慮することとし、具

体的には能登半島地震の震源域の上端深さについては、震源域周辺における臨時地震観測

や反射法地震探査等の詳細なデータに基づく知見を踏まえ設定することといたしました。 

 210ページからは、上端深さ及び下端深さに係る各種の検討結果を示しております。な

お検討結果は、最後に表に一覧としてまとめておりますので、ここではポイントのみ御説
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明いたします。 

 213ページ～215ページは、震源分布による検討として上端深さ及び下端深さの目安とな

るD10%及びD90%の結果を。 

 216ページ～220ページは、速度構造による検討として上端深さの目安となるP波速度

5.8km/sの層の上端深さの結果を。 

 221ページ～225ページは、コンラッド面深さによる検討として、下端深さの目安となる

コンラッド面深さの結果を。 

 226ページ～227ページは、キュリー点深度による検討として、下端深さの目安となるキ

ュリー点深度の結果を示しております。 

 続きまして、228ページをお願いします。ここでは敷地周辺の主要活断層帯を対象に、

地震本部による地震発生層の設定値を整理し、前項までに検討した敷地周辺の上端深さ及

び下端深さとの整合性を確認いたしました。前項までの検討結果を左下表に示しており、

検討結果から推定される上端深さは3～4.8km、下端深さは9～18kmとなっております。ま

た、主要活断層帯の地震発生層の設定値を右表に整理しております。整合性を確認した結

果、前項までに検討した上端深さ及び下端深さの範囲から外れる場合は、断層帯周辺にお

ける最新の震源分布や地盤構造に係る詳細な知見についても整理し、断層帯の地震発生層

を総合的に判断しております。 

 結論から申しますと、上から二つ目の箱書きのとおり、邑知潟断層帯の上端深さ2kmと

砺波平野断層帯・呉羽山断層帯の下端深さ20kmが、前項までの検討結果を外れることから

追加検討を行っており、以降この点を簡単に御説明します。 

 229ページは、邑知潟断層帯の地震本部による設定値を示しております。設定された上

端深さ2kmは、前項までの検討結果を外れることから、8ページ以降で追加の検討を行って

おります。 

 230ページは、最新の震源分布になります。断層帯周辺のD10%は4.4kmになります。 

 231ページは、断層帯を通る詳細な地盤構造であるIidaka et al.（2008）を確認してお

ります。断層帯周辺において、P波速度が5.8km/sの層の上端深さは3kmよりも深いところ

に位置しております。 

 続きまして、232ページは、砺波平野断層帯・呉羽山断層帯の地震本部による設定値を

示しております。設定された下端深さ20kmは、前項までの検討結果を外れることから、次

ページ以降で追加の検討を行っております。 
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 233ページは、最新の震源分布になります。断層帯周辺のD90%は16.1kmとなります。 

 234ページは、断層帯周辺を通る詳細な地盤構造であるIidaka et al.（2003）を確認し

ております。断層帯周辺において、コンラッド面深さは18km程度であります。 

 これらのまとめを237ページに示しております。邑知潟断層帯の上葉深さ及び砺波平野

断層帯・呉羽山断層帯の下端深さは、最新の震源分布及び詳細な地盤構造データを重視し、

邑知潟断層帯の上端深さについては3～4.4km、砺波平野断層帯・呉羽山断層帯の下端深さ

については16.1～18kmと判断いたしました。 

 238ページは、森本・富樫断層帯、魚津断層帯も含めた主要活断層帯の検討結果を整理

しております。 

 続きまして、239ページからは能登半島地震に係る知見による検討結果を示しておりま

す。能登半島地震の震源域の上端深さについては、各知見の震源域の上端深さ及び評価に

用いたデータを整理し、総合的に判断いたしました。 

 240ページをお願いします。佐藤ほかは、反射法地震探査の結果と陸域及び海域の臨時

地震観測網による余震分布を対応させることで深さ2～10km程度までが断層傾斜角が60°

であるとしています。また、余震分布や反射法地震探査等の対応から既存の高角約60°の

断層が逆断層を行うことによって発生したとしております。 

 241ページをお願いします。Sakai et al.（2008）は、震源域周辺の陸域において臨時

地震観測を実施し、余震分布を決定しております。 

 242ページをお願いします。Yamada et al.（2008）は、震源域周辺の海域において臨時

地震観測を実施、余震分布を決定しております。また、前ページの陸域の震源分布と統合

されております。 

 243ページをお願いします。地域地盤環境研究所は、臨時地震観測網による余震分布か

らD10%を求めております。 

 244ページにこれらの検討結果を整理しております。下の黄色の箱書きに結論を記載し

ておりますが、知見を整理した結果、佐藤ほかは陸域・海域の余震データ及び反射法地震

探査データを組み合わせて震源域の形状を求めており、最も重視すべき知見と考え、能登

半島地震の震源域の上端深さを2kmと判断いたしました。 

 最後に、247ページをお願いします。左上の表に4.2.1～4.2.4項までの敷地周辺の検討

結果を、その下に4.2.5項の地震本部の主要活断層帯の検討結果を整理しております。表

中緑色で示す検討結果に対して、安全側に上端深さは最も浅い値を、下端深さは最も深い
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値を採用し、敷地周辺の上端深さを3km、下端深さを18kmと設定いたしました。ただし、

右下の表のとおり、能登半島地震の震源域については、震源域周辺における臨時地震観測

や反射法地震探査等の詳細なデータに基づく知見を踏まえ、2kmと設定いたしました。 

 以上、資料1の説明になります。 

 また、机上配布資料につきましては、資料1の評価に用いたデータ集として、ボーリン

グ調査結果や地震観測記録等のデータを取りまとめておりますので、必要に応じて御覧い

ただければと思います。 

 説明、以上でございます。 

○石渡委員 それでは、質疑に入ります。 

 御発言の際は、挙手をしていただいて、お名前をおっしゃってから御発言ください。ど

なたからでもどうぞ。 

 野田さん。 

○野田調査官 原子力規制庁の野田です。 

 御説明ありがとうございました。 

 今回は、地下構造評価の初回会合ということでございますので、少し総論的なところに

まず触れさせていただこうと思います。資料4ページお願いします。ありがとうございま

す。 

 評価の大枠、これにつきましては、評価の全体の流れ、それを踏まえて調査検討、あと

は評価、これにつきましては概ね基準ガイドに沿ってなされているものと考えています。 

 それを踏まえた各検討についてですが、地下構造の成層性、均質性の評価でありますと

か、あとはその後の地下構造モデルの設定妥当性の確認ですね、こういったところにつき

ましては、御社、大深度ボーリングによる調査、あとは観測データ、敷地内の多数の観測

記録、こういったものを収集した上でそれらを用いて網羅的に検討、あとは妥当性の確認

が行われているものと理解しております。 

 あと加えて、最後に御説明いただきました地震発生層の設定に当たっても、先行サイト

の評価事例、こういったものを参照しながら地震本部の知見、こういったものも踏まえて

行われていると理解しております。 

 本日は、こういったことを踏まえた上で、これから審査チームのほうから指摘させてい

ただきますが、地下構造モデルの設定とあと妥当性の確認につきましては、これは1章の

地下構造の成層性かつ均質性、ここの確認というのが前提となりますので、今日は地下構
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造の成層性、均質性の評価、あとは地震発生層の設定、ここを中心にコメントさせていた

だくのと、あとは初回会合ということでありますので、少し今日御説明あった各章での結

論の記載の方法でありますとか、資料の構成についても少し、最後コメントさせていただ

ければと思います。 

 冒頭、私からは以上でございます。 

○石渡委員 特に回答は必要ないですね。 

 ほかにございますか。 

 どうぞ。 

○原田専門職 規制庁、原田です。 

 私からは、まずは地下構造の成層及び均質性の評価について、数点コメントいたします。 

 まずは、地震基盤の構造の評価に関連しまして、Matsubara et al.（2022）地震波トモ

グラフィーの使い方についてコメントします。79ページをお示しください。 

 御社は79ページでMatsubara et al. (2022)のトモグラフィーP波の記録とかS波の記録

から、敷地周辺10kmの範囲で、5km以深では水平成層といっています。他方で、217ページ

を示してください。 

 217ページになると、同じMatsubara et al. (2022) のトモグラフィーを使って、その

2007年能登半島沖地震の震源域では、P波の速い層が浅くなるとか、そういうことは言っ

ていまして、同じ結果からちょっと相反する、片一方では成層で片一方はそうではないと

いう結果になっているので、まずはそういう矛盾があるので、まずは79ページで成層であ

るという結論にするのであれば、もう少し東西と南北の断面しかないのですけど、それを

例えば217ページのような、ちょっと斜めになった断面を取るなどして、ちゃんと敷地の

周辺の構造が成層・均質であるということを示していただきたいと思うのですが、いかが

ですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 ただいまの御質問、コメントに対してですけれども、まず79ページ、こちらの地下構造

の評価のところで用いているMatsubara et al.（2022）に対する評価になります。こちら

のほうにつきましては、目的には敷地の地下構造の成層性、均質性を確認するという目的

でこの知見を用いていますので、その対象範囲としましては、79ページに記載させていた

だいていますとおり、敷地から半径10km程度のところを対象にスコープをしまして、その
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辺りでは5kmより深いところにつきましては、記載のとおり水平な層構造を呈していると

いうふうには評価をしてございます。 

 一方で、217ページ、こちらのほうにつきましては、今度地震発生層の検討というとこ

ろになりまして、地下構造で評価している範囲に対して、それよりももう少し広範囲なと

ころを見ているという。しかもこちらにつきましては、前段としまして、2007年能登半島

地震の震源域で発生した地震というのが、やや浅いという特徴が得られていますので、そ

の浅いといった特徴、それがその辺りの周辺の地形との何か関連性があるのだろうか、そ

ういう観点で見たものになりますので、この辺りにつきましては、敷地よりも10km、それ

よりももっと遠い20kmとか30kmぐらいの、そういったところの範囲になりますので、そう

いったところでちょっと特徴の違いが出ていると考えているところになります。 

 あと79ページのほうに戻りますけども、こちらのほう、今回は南北断面と東西断面と、

こういう2断面での評価というところになりましたけども、当然、今、原田さんおっしゃ

られましたように、斜め方向というか45°に振るとか、そういった断面でも、多分恐らく

切ることは可能、ちょっと確認はこれからさせていただきますけども、切って傾向を確認

するということは可能だというふうに考えておりますので、ちょっとその辺り、また今後

検討させていただきまして、また必要に応じて資料のほうに反映をさせていただければと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○石渡委員 原田さん。 

○原田専門職 規制庁、原田です。 

 御説明ありがとうございました。先ほど説明されたことも、資料に追記していただける

と幸いです。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 了解いたしました。以上です。 

○石渡委員 原田さん。 

○原田専門職 規制庁、原田です。 

 次は、花崗岩上面についてコメントいたします。71ページを示してください。 

 御社は、71ページで柱状図が示されているD-8.6孔の地質調査結果とPS検層の結果から、

本サイトの花崗岩上面を地震基盤と設定しているということで、まずはよろしいでしょう
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か。 

○石渡委員 いかがですか。 

○北陸電力（山田） 北陸電力、山田でございます。 

 御認識のとおりでございます。 

○石渡委員 原田さん。 

○原田専門職 規制庁、原田です。 

 ありがとうございます。そのボーリングにつきまして、72ページを示してください。そ

うすると、約400m離れたところのもう1本の大深度ボーリングでは、花崗岩上面がEL-

1.73kmという深度で出てきたとあって、180m異なっています。それで御社は、この違いを

凹凸の範囲内と説明しているのですけど、この両孔をつなぐような反射法地震探査測線と

かもないので、この深度差の要因というのがちょっと分からないのです。それで、まず大

深度ボーリングによるこの花崗岩上面の深度差をどう評価するのかと、まだここに深度差

があると考えて、踏まえて、この深度差によって地震波が増幅するのか、その増幅を考慮

する必要があるのかないのかについて検討して、説明していただきたいと思いますが、い

かがですか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北陸電力（木村） 北陸電力の木村です。 

 今ほど御指摘ありました、71ページのD-8.6項と、72ページのK-13.6孔のこの二つのボ

ーリングで、約180m花崗岩の上面に高度差があるという御指摘だと思いますが、こちらに

つきまして我々のほうで考えている内容について、まずは御説明させていただきます。 

 この二つのボーリングの距離感としましては、水平距離約400mになるのですけども、こ

ういった距離感でこの程度の、180m程度の規模の凹凸というものは、ほかの地域におきま

しても、断層がない場所での基盤ですとか、花崗岩の上面形状を見てみますと、自然に認

められる凹凸であるというふうに考えております。それに加えて、この花崗岩という岩種

は、風化しての細粒化しやすいという特徴もありますので、侵食によりそういった上面が

削られて凹凸ができるということは自然なことであるというふうに考えております。 

 それから、少し形成過程という観点から御説明しますと、35ページをお願いします。35

ページの右側のほうに層序表をおつけしておりますけども、この敷地で見られる花崗岩と

いうのは、一番下の先第三紀というところにあります花崗岩になりまして、これ能登半島
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に分布する花崗岩は、文献等によりますと約2億年前に形成されたものであると、ものに

対比されるというふうに考えております。それから、その上に堆積しております楡原階と

いう、こちらにつきましては、日本海形成の前期の堆積盆に溜まったと考えられる堆積岩

であるというふうに考えておりまして、この花崗岩が日本海形成前期の約2500万年前の年

代に、堆積岩に覆われているということから、この花崗岩とその上の楡原階というのは、

非常に時代のギャップがございます。花崗岩が溜まってから上位の楡原階が堆積するまで

の長い期間に、地表に露出する過程で、浸食等の作用を、その長い期間のうちに浸食で受

けて凹凸が生じて、それを埋めて楡原階の堆積岩がたまったと。そういったことから、こ

ういった凹凸が生じたというふうに考えております。 

 ですので、この敷地で見られるこの2本のボーリングで見られる高度差というのは、自

然な侵食、堆積の過程でできた凹凸であるというふうに評価をしております。 

 以上です。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北陸電力（山田） 北陸電力、山田です。 

 地震動への影響という観点につきまして、ちょっと補足をさせていただきます。 

 今説明ありましたとおり、地質・地質構造の観点からの説明は今のとおりでございます

が、地震基盤の水平性につきましては、敷地周辺で実施した83ページの屈折法地震探査、

こちらの結果の地震基盤が概ね水平であるというようなところ。それから85ページです。

微動アレー探査の結果からも、あの周辺については地震基盤が概ね水平に分布していると

いうところ。概ね1kmぐらいの深さに分布してございまして、D-8.6孔の地震基盤の位置と

概ね整合しているということで、大局的には地震基盤は水平に分布しているということを

考えてございます。 

 また、地震動へ与える影響につきましては、95ページですが、こちら単点微動探査を用

いた敷地内の検討でございますが、こちらのほうで敷地の地震基盤の影響が考えられる周

期2秒程度において、各観測点で顕著な違いがないということから、地震基盤は水平であ

るということが考えられるということ。それから、1.3節の中で地震観測記録による検討

をいろいろさせていただいておりますが、その検討結果からも特異な増幅等は見られない

ということから、花崗岩上面が地震動へ与える影響というのは小さいのないかなというふ

うに考えてございます。 
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 説明は以上です。 

○石渡委員 どうぞ、原田さん。 

○原田専門職 規制庁、原田です。 

 御説明ありがとうございます。その整理については、了解いたしました。そのことにつ

いて追記してください。 

 地震波の検討につきましては、そういった検討もあるのですけど、実際に観測された地

震波、例えば104ページとか、そういうところにある、そういうのに影響がないというこ

ととかもちょっと検討して追記していただければと思います。いかがでしょうか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 地震波への影響につきましては、104ページ以降の記録を使ってという、今御提案等ご

ざいましたけども、ちょっと何ができるかというところも含めまして、一旦こちらのほう

で持ち帰って検討させていただきまして、今後また御説明をさせていただければというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○石渡委員 藤田部長は。 

○北陸電力（藤田） 北陸電力、藤田です。 

 今ほど花崗岩の成因ですとか、そういう地質に関わる部分ですと、あと、それに伴って

の評価で影響ないのかというところですね。そこはしっかり項目立てて、整理して分かり

やすく、今の説明は全てページを飛びながら説明している形になりますので、そこはしっ

かり今のコメントにターゲットを絞った資料をしっかり作って御説明したいと思います。 

 以上です。 

○石渡委員 よろしいでしょうか。ほかにございますか。 

 原田さん。 

○原田専門職 規制庁、原田です。 

 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 続きまして、第3’速度層、第4’速度層の影響検討についてコメントをします。 

 御社は、地震動シミュレーションから第3’速度層、第4’速度層が解放基盤表面での地

震動に与える影響が小さいとしておりますが、この結果というのは、実際の地震観測記録

を用いた検討、例えば104ページ、101ページ以降ですが、104ページとか、そういう結果
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とも整合すると考えておられますか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田でございます。 

 第3’速度層、第4’速度層の結果につきましては、まず解析の検討は、先ほど御説明さ

せていただきましたとおり、63ページ以降にお示ししたことで、こちらの方につきまして

は、解放基盤表面上での地震動への影響はないというような結論をさせていただいてござ

いますけども、じゃあ実観測記録への影響というところになりますと、例えば129ページ、

こちらの方を御確認いただきますと、すみません、131ページになりますが、こちらは1号

機、2号機の原子炉建屋基礎版上に設置した観測記録になりますけども、こちらの方、８

つほど地震観測記録を比較重ね書きさせていただいておりますが、こちらの方を見ますと、

1号機、2号機とも基礎版上の観測記録、ほぼ同じような、最大加速度は同じような値を示

してございますし、応答スペクトルにつきましても、ほぼ同じような傾向、形になってご

ざいますので、こういった実観測記録から見ましても、第3’速度層ですとか、第4’速度

層の影響というのは、ほぼないのではないかというような今考えでございます。 

 あと、その他の地表でも水平アレーの地震観測等を実施してございますし、そういった

ところでもほぼ同じような地震観測記録が得られているというところを確認してございま

すので、そういったところを含めまして、総合的に見ましても、第3’速度層、第4’速度

層につきましては、影響は小さいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○石渡委員 原田さん。 

○原田専門職 規制庁、原田です。 

 御説明ありがとうございました。そうであれば、資料の地震動シミュレーションの結果

からしか書いていないので、地震観測記録を用いた検討も踏まえて影響がないというのを

総合的に評価したということが分かるように、資料を適正化していただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 先ほどの件もそうですけども、今ほど御説明させていただいた内容を、また分かりやす

いように資料のほうを構成して、修正させていただきます。 

 以上です。 
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○石渡委員 原田さん。 

○原田専門職 ありがとうございます。 

 続きまして、地震波の到来ごとの検討についてコメントいたします。117ページをお願

いします。 

 御社は、地表とか地中の水平アレーとか鉛直アレー観測を使って、地震を四つの到来方

向に分割して、それぞれの方向の応答スペクトルの比を取って、大きな構造の影響は方位

によって影響がないとしておりますが、先ほど述べた花崗岩上面とかの不連続とか、第3’

速度層とか第4’速度層の影響を判断するには、粗いように思われるので、的確にそうい

うものの、粗過ぎて影響を確認できていない可能性があると考えております。したがって、

方位をもう少し適切に細かく区分することができないのか、ちょっと検討していただきた

いと思います。 

 その際に地震数が少なくなるので、マグニチュードの下限とか、様々な閾値をちょっと

検討していただいて、地震の検討精度が落ちない程度で、地震数を増やすなりして、そう

いう評価ができないか、検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 今の御指摘の件、了解いたしました。ただ、117ページのほうは御確認いただきたいの

ですけども、能登半島のエリアですね。確かに2007年の能登半島地震ですとか、最近にお

きましては2020年で、能登半島の先端の珠洲のほうでたくさん地震がございまして、発生

しておりまして、そういったところにつきましては多くの地震観測、この117ページの図

では赤色で示している点になりますけども、比較的多くの地震数ございますけども、特に

青色で示した西側の方向をですとか、緑色で示した東側の方向。こちらの方につきまして

はどうしても地震数というのが少ないというところがありますので、この今4方向でやっ

ているものをもう少し細かくというところですが、原田さんからのコメントでもありまし

たように、どうしても地震数が限られて、精度とかそういったところに課題というか、問

題が出てくるようなエリア等ございますので、そういったところも含めまして、今の原田

さんからの御指摘について、今後検討させていただいて、また次回以降、御説明させてい

ただければというふうに思っております。 

 以上です。 

○石渡委員 原田さん。 
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○原田専門職 規制庁、原田です。 

 御説明ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 あと、ちょっと図についてなんですが、118ページお願いします。結果、ここから水平

アレーの比較があるのですけど、対数表示で縦軸が100までになっているので、ちょっと

そのスペクトル比が把握しにくいので、縦軸を0.1から10までにするとか、ちょっと適正

化していただけないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○北陸電力（山田） 北陸電力、山田でございます。 

 承知いたしました。ちょっと見やすいように工夫させていただきます。 

 以上です。 

○石渡委員 原田さん。 

○原田専門職 規制庁、原田です。 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○石渡委員 以上ですか。 

○原田専門職 以上です。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ、岩崎さん。 

○岩崎審査官 原子力規制庁の岩崎です。 

 私からは、地震観測記録の検討について2点ほどコメントさせていただきたいと思いま

す。 

 まずは、震度別の地震観測結果の検討ということで、まず104ページから、応答スペク

トルの比較ということで、114ページまで観測記録の検討をしていただいているのですけ

れども、こちら、いずれのページにおいても周期0.2秒程度より短周期側では、表層地盤

においては増幅傾向があるけれども岩盤中においてはほとんど増幅が見られないとしてい

るのですけれども、一例を挙げさせていただきますと、113ページ御覧いただければと思

います。113ページの石川県能登地方地震のEW成分の比較のところですけれども、こちら

0.2秒から0.5秒のところにおいて、岩盤中と言われているEL-10mでの応答スペクトルはか

なり増幅していることが確認できるかと思います。 

 その上で、まとめのところの140ページのところには、観測記録による地下構造の検討

というところで、地震動への影響を及ぼすような特異な速度構造はないものと評価してい

ると書いているのですけれども、こういった増幅が見られるところに、特に何も触れてお
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らず特異性がないと評価しているのですけども、一部では岩盤中で増幅してございますの

で、この辺も考察なり、詳細に検討していただいた上で、資料にその考察なりを記載いた

だいて、今後説明いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北陸電力（山田） 北陸電力、山田でございます。 

 今、御指摘いただきました0.2秒から0.5秒辺りの水平方向の増幅でございますが、こち

らは資料で165ページお願いします。 

 こちらは逆解析による検討した結果になってございますが、こちらの165ページは、鉛

直アレー地震観測点の伝達関数をお示ししております。左側水平方向でございますが、ち

ょうど下から二つ目の、一番右の列の下から二つ目でございます。例えばこちらですと、

すみません、一番右の列の上から2番目でございます。1298mの大深度から解放基盤辺りの

EL-10mの辺りの伝達関数になりますが、こちらの伝達関数見ますと、今ほどの0.2秒辺り

です。振動数5Hz程度。この辺の伝達関数見ますと、1より大きくなっていると、黒い線で

す。観測のほうで1より大きくなっているということから、この辺り、0.2秒辺りが増幅す

るというのは、観測記録からもそのようになっているというふうに考えてございますので、

こういった考察も資料中に記載して説明させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○石渡委員 岩崎さん。 

○岩崎審査官 岩崎です。 

 御説明ありがとうございます。分かりました。今言っていただいたように、こういうと

ころも関連づけた上で、資料に記載して御説明いただければと思います。 

 もう1点、水平方向の観測記録の検討についてなんですけれども、水平方向の観測記録

の検討については、単点微動観測記録による検討ということで、95ページからやっていた

だいているのと、あともう1点は、地震観測記録による検討ということで、115ページから

検討いただいているのですけども、こちら、いずれも双方ともに特異な傾向は認められな

いとしていますけれども、これ検討結果は事業者としては整合するものと、そういうふう

に考えているということでよろしいですか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 
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○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 95ページの検討と今ほどおっしゃられました116ページ以降の検討については、整合し

ているものというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○石渡委員 岩崎さん。 

○岩崎審査官 原子力規制庁、岩崎です。 

 ありがとうございました。であれば、この辺の総合的に検討して、いずれも水平方向の

地盤の増幅率の検討をいただいて、この辺を総合的に判断していただいたことかと思いま

すので、そういったことも分かるように、まとめにそのような記載をしていただければと

思いますが、いかがでしょうか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 了解いたしました。今後資料のほうに反映させていただきます。 

 以上です。 

○石渡委員 岩崎さん。 

○岩崎審査官 原子力規制庁、岩崎です。 

 よろしくお願いします。私からは以上です。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 野田さん。 

○野田調査官 規制庁、野田ですけど、今、岩崎のほうから2点、震度別の応答スペクト

ル、冒頭にちょっと確認させていただいて、ここは逆解析の結果も御説明いただいたので

すけど、要は我々が確認したいのはそういう結果も踏まえて、地震動に与える影響がある

のかないのか。つまり、地震波の増幅を考慮する必要があるのかないのかというところを、

基準ガイドとの関係で確認したいので、結論はそういったことを明記していただければと

思います。 

 以上です。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 了解いたしました。今ほどの野田さんからのコメントのほうを踏まえまして、資料のほ
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うの適正化というか、検討も含めまして、今後資料のほうに反映させていただきます。 

 以上です。 

○石渡委員 内藤さん。 

○内藤管理官 規制庁、内藤ですけども、そこの部分の説明を、もうちょっときちんと説

明してほしいのですよ。例えば、今165ページの話があって、これで観測記録のほうが一

部周期帯においては、逆解析したものよりも大きくなっていますって話をされていますよ

ね。166ページにいくと、設定した地下構造モデルと逆解析によって推定した地下構造モ

デルで、設定した地下構造モデルは逆解析でも大きいからいいのですという結論になって

いるのだけど、でもそれって実際、これだけの説明だと、じゃあ実際に観測した記録をカ

バーできているのかどうなのかというのは全然分からないですよね。 

 問題なのは、実際に観測した記録をきちんと非保守側にならないような形で計算できる

地下構造モデルが設定できているかどうかなんですよ。皆さんの説明はすごく中途半端に

なっているような感じがしていて、逆解析で大体合っていますと、それをカバーできてい

るからいいのですと言っているとこで止まっちゃっていて、実際の観測記録をカバーでき

ているのかどうなのかというところが分からないのですよね。 

 我々が最後、確認したいのは、実際に観測されている地震動について、地質構造なりそ

ういうのも踏まえた上で、方位別とか速度数の早いところ遅いところが部分的に存在して

いるというものを踏まえても、最後に設定したものでもって解放基盤表面できちんと非保

守的にならないような地震動を計算できるモデルが設定できているかなんですよ。 

 だから、そういう観点で言うと、比較をするのもリアクタービルのところと1号のとこ

ろでしか見ていないのだけど、皆さん設定しようとしているのはリアクタービルのところ

の解放基盤表面の地震動だけなんですか。そうではないですよね。ある程度の耐震重要施

設の広がりを持ったところで、その中で局所的な増幅がない形で、同じような地盤モデル

できちんと計算できるようなモデルが設定できているのですかという観点なので、もうち

ょっとしっかりと説明をしてもらえませんか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北陸電力（山田） 北陸電力、山田でございます。 

 今いただきましたコメントの趣旨は承知いたしました。私から先ほど観測記録等の説明

をさせていただいた点について、もうちょっと補足をさせていただきますが、岩崎さんか



31 

ら震度別の応答スペクトルで0.2秒辺りがちょっと増幅しているという傾向は、165ページ

のほう、こちらは逆解析という話ではなくて、観測記録の伝達関数としても、そういう傾

向が表れていますということで、165ページの黒線を御説明させていただきました。 

 一方で、逆解析のほうは、この黒線に合うようにこの赤い線でモデル化をさせていただ

いたということで、当社としてはこの黒線と赤線は概ね同等であるというふうな判断をし

てございます。 

 一方で、その増幅、大きな増幅を与えるというか、非安全側になっていないかという確

認につきましては、その次のページでございますが、166ページです。減衰のほうの設定

におきましては、安全側の設定をしてございますので、地盤増幅率としては赤線の逆解析

の観測記録に基づく結果に対して、大きな増幅を与えるということを実際に確認したとい

うことでございます。 

 説明、以上でございます。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 どうぞ。 

○北陸電力（藤田） 北陸電力の藤田です。 

 今、補足なりで山田のほうが説明しましたけども、やはり資料を見ていても、そこを説

明したいことに限ってちょっと説明している部分があって、内藤さんおっしゃるように最

終的な、ちゃんとしっかりした非保守的になっていないということをしっかり説明できる

ように、そこは一貫して、そこを意識しながら資料を再整理してきますので、よろしくお

願いいたします。 

○石渡委員 内藤さん、よろしいですか。 

○内藤管理官 よろしくお願いします。 

○石渡委員 ほかにございますか。海田さん。 

○海田審査官 規制庁、海田です。 

 私のほうからは、資料の後半の地震発生層のところについて何点かコメントしたいと思

います。 

 まず204ページをお願いします。これ先ほど御説明あった2007年能登半島地震の震源域

については、震源の上端が浅いと。2kmで、ほかは3kmというところの説明に使ってあるの

ですけれども、ちょっとここで矢印が左の図に書いてあります。この矢印の方向を見ると、

能登半島地震の震源域、能登半島の断層を走向方向から見ていて、奥行が結局よく分から
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ないと。確かにここで段差があるようには見えつつも、奥行が分からないので矢印を、こ

のまた90°振ったほうから示していただいて図示していただきたいなと思います。その趣

旨は、奥行き方向にある、先ほどもちょっとありましたけども、珠洲の地震の震源域の辺

りとか、この辺の辺りまで、このオレンジ色がどこまで伸びるのかというところも確認し

たいからなんですけれども、その点いかがですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 今ほどの海田さんからの御指摘ですが、確かに左図に記載してございます矢印の方向か

ら見た断面図ということになりますので、左の図でいいますと、黄色の楕円で示してある

震源プラスその奥に含まれている珠洲の地震とか、そういったところも重ね描いている状

況になってございますので、おっしゃられますとおり、オレンジのところの範囲で囲んだ

エリアが浅いということが分かるようなということの趣旨で、これと直交するような方向

での断面ですとか、そういったところを今後、図を作成しまして、改めて御説明をさせて

いただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○石渡委員 海田さん。 

○海田審査官 海田です。 

 ではデータ示していただいた上で、このオレンジの範囲というのをまた示していただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。 

 もう一つ、この204ページの図で、もう1点あります。下の断面なのですけど、D10%、

90%が書いてありまして、能登半島のところはそこの部分の赤いと。緑のほうなんです。

これは3kmというところなのですけど、4.8、14.3とありますけれども、これは結局、能登

半島のところを分けて地震発生層上端を設定するんであれば、この緑も、オレンジの範囲

は除いたものでどうなるかというのを示していただきたいと思っています。要は、2kmに

するところと、3kmにするところを分けた上でこの値も示していただきたいのですけれど

も、その点、よろしいでしょうか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 今ほどの海田さんの御指摘、了解いたしました。緑の値を算定した際には、黄色で囲ん

だ範囲の地震数も含めて今算定してございますので、おっしゃられますとおり、黄色の範
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囲を除いた値ですね。そういったところの値も算定しまして今後資料のほうに反映をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石渡委員 海田さん。 

○海田審査官 海田です。 

 では、よろしくお願いします。 

 204ページの図でもう一つだけ。結局、このオレンジの範囲、これがどうなるか分かり

ませんけれども、今後、地震動評価で断層モデルを設定していくときに、この2kmの設定

の範囲でどの断層を評価していくのかというところについても、今後示していただきたい

なと思っています。というのも、この笹波沖断層だけではなくて、ほかの断層もちょっと

含んだような範囲になっておりますので、その辺りも今後示していただきたいのですけれ

ども、よろしいですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 今ほどの御指摘の件ですけども、まず2007年能登半島地震につきましては、これの震源

断層というものは、様々な調査結果で笹波沖断層帯の東部というところは分かってござい

ますので、まず笹波沖断層帯東部につきましては、地震発生層の上端深さ、震源断層の上

端につきましては2kmにするということは考えているところでございますし、また、この

余震の広まりを考慮しまして、笹波沖断層帯の西部につきましても、同様に2kmというふ

うにさせていただくということも検討しているところでございます。 

 あとその他の断層というところにつきましては、今後、先々週にも審査会合をさせてい

ただいてございますけども、まだ敷地周辺の断層の活断層について審査中というところも

ございますので、今後そういったところの審査状況も踏まえまして、また改めて御説明を

させていただければというふうに思ってございますけども。 

 すみません。その説明の段階というのは、この地下構造の審査でというところになりま

すでしょうか。それとも、震源を特定して策定する地震動の審査というところになります

でしょうか。 

○石渡委員 海田さん。 

○海田審査官 海田です。 

 この地下構造の中でやっていただきたいなと思います。ここで一応、地震発生層の上端
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というのはここではこうですというのを示していただきたいなと思っていますので、よろ

しいですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 了解いたしました。また次回以降、整理をして御説明させていただければというふうに

思っております。 

 以上です。 

○石渡委員 海田さん。 

○海田審査官 海田です。 

 では引き続きまして、同じく地震発生層のほうでコメントしたいと思います。228ペー

ジをお願いします。ここに邑知潟断層帯というのが右の表に、一番上にあります。これは

事業者が地震発生層の上端を3kmと評価している領域内にある断層ということなのですけ

れども、これ地震本部では2kmというふうな評価をしているということですが、237ページ

を見ていただくと、これはまとめの表ですね。この地震本部の表では、2kmというところ

は地震基盤深さを参考にしているので、浅めに出ているということで、いろいろな地震の

データとかその他もろもろ検討した上で事業者としては3km～4.4kmというふうに評価して

いるということかなと思います。 

 そういった総合的な評価をするということはいいのですけれども、他方で、これは地震

本部（2014）では確かにこういったことで地震S波速度、地震基盤深さを参考に設定して

いるというふうに書いてあるのですが、地震本部（2020）のほうを見ますと、同じく2km

という設定で、こっちはやっぱり今度は微小地震の発生と地震基盤の深さを参考にして設

定しましたということになっていまして、同じく微小地震のデータも地震本部（2020）の

方では参考にして、やはり2kmというふうに設定しているということですので、今ほどの

ここの説明だけですと、ちょっとその地震本部が2kmと設定していることを上書きすると

いいますか、それとは違う評価を出すというところに当たっては、その説明がちょっと、

少なくとも微小地震のデータの話は不十分ではないかなと思っていますので、そこは検討

していただきたいと思います。 

 つきましては、敷地周辺の地震発生層の上端深さを、この邑知潟も含めて3kmとするの

であれば、こういった地震本部の評価も踏まえて、改めてちょっとトピックとして検討し

ていただきたいなと思いますけれども、よろしいでしょうか。 
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○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田でございます。 

 今ほどの海田さんの御指摘でございますけども、我々としましても2020年版の地震動予

測地図につきましては、S波速度構造と地震基盤深さだけではなくて、微小地震分布も参

考にというような記載がされていることは認識しているところでございますが、一方で、

同じ2020年版では、今回の資料にも記載をさせてございましたが、2014年版と同様な設定

ですというような内容もありますので、そういったところも踏まえまして、我々としまし

ては2014年版の評価をベースに、2020年版も同じ評価をする設定をしているのだろうなと

いうような判断をしまして、今回の資料の記載にさせていただきましたけども、確かにお

っしゃられますとおり2020年版、震源分布の記載もありますので、もう一度その辺り整理

をしまして、資料への反映等も踏まえまして、今後検討させていただければというふうに

思っております。 

 以上です。 

○石渡委員 海田さん。 

○海田審査官 海田です。 

 では、その点よろしくお願いします。 

 それに関連しまして230ページをお願いします。これが邑知潟断層帯の今ほどの震源の

データの話なのですけれども、この検討もちょっと見ますと、かなり広くて、先ほどちょ

っと話題になった2007年能登半島地震のその領域内まで含んでまして、そういったものが

大分影響しているような範囲になっている可能性もありますので、邑知潟を評価するので

あれば、そこの適切な範囲をちょっと絞っていただいて、こういった図もまた今後示して

いただきたいのですけれども、よろしいですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 今、我々のほうで邑知潟断層帯のエリアですね。ここでD10%、D90%の検討をする際に当

たって設定する領域につきましては、なかなか決めるよりどころがないというところで、

推本さんが資料にもお示し、記載をさせていただきましたけども、推本さんでやられてい

る設定範囲、例えば235ページのほうに示してございますけども、こちらのほうは森本・

富樫断層帯の強震動評価の資料に示されているところで、左上のほうに推本さんがやられ

た範囲というのが記載がありますので、今回邑知潟断層帯につきましても、こういった事
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例を参考に230ページでお示しする緑の範囲を設定して御説明をさせていただいていると

ころでございますけども、2007年の能登半島地震の震源域の震源データが重複していると

いうところもございますので、もう少しここのエリアの適切性等につきましても、ちょっ

と検討をして、整理をして、再度御説明のほうを今後させていただければと思います。 

 以上です。 

○石渡委員 海田さん。 

○海田審査官 海田です。 

 では、よろしくお願いします。 

 最後にもう1点、237ページもう一度お願いします。今ほどは上段の邑知潟の話だったん

ですけれども、砺波平野、下の方ですね。砺波平野のほうも同じく推本の範囲と違う、

20kmというところを18kmにしているというところもありますので、これも震源の話とか出

てきています。同じ構図だと思いますので、こちらのほうも同様に検討していただきたい

なと思っています。 

 今は18kmになっていますけれども、仮にもし20kmになるという範囲がもし出てきた場合

には、先ほどと同様に、どの断層のどの部分を20kmにするかとか、18kmにするかというの

をまた、先の話ですけれども、示していただきたいなと思っています。まずはここの20km

と18kmの関係について、邑知潟と同様にしっかりもう一度検討して示していただきたいと

思いますけど、よろしいですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（徳田） 北陸電力の徳田です。 

 了解いたしました。邑知潟断層帯でいただきましたコメントも踏まえまして、砺波平野

断層帯のほうにも展開をしまして、今後、資料の再整理等をさせていただきます。 

 以上です。 

○石渡委員 海田さん。 

○海田審査官 ではよろしくお願いします。私からは以上です。 

○石渡委員 他にございますか。 

 野田さん。 

○野田調査官 原子力規制庁、野田です。 

 技術的な指摘は以上となってまして、他方で今日、初回の会合でもありますし、今後の

資料作成のこともありますので、少し、先ほど管理官からのやり取りの中でもあったので
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すけど、結論の記載方法とか、あとは資料構成について少しコメントさせていただこうと

思います。139ページお願いできますか。 

 ありがとうございます。ここがちょうどまとめになっていて、最後の黄色のところです

か、ここは多分、結論となっているのですけど、こういったところは審査プロセスの改善

の中でも、我々事業者のほうに求めてきていて、それは何かというと、論理構成であると

か、あとそれを支持する根拠というものをしっかり資料中に記載してくださいということ

で、今回の場合でいうと、具体的には各検討結果の整理でありますとか、あとはそれらの

関連づけ、系統立てがなされていないということでございます。 

 例えばこの139ページを例に取って言うと、ここですと敷地の地震基盤以浅の地盤の増

幅特性について、震度別、水平方向、あとは観測の2点間、そういったものを地震波の到

来方向という観点で検討されているというふうに我々は認識しておるのですけど、例えば

そういったことが、このまとめであって、最後の結論のところで書かれていなくて、これ

はなぜかというと、私はやっぱり冒頭にこういった観測記録をどうやって検討するかとい

う検討方針が書かれていないので、したがって、最後のこのまとめとか結論にもそういっ

たことが記載されていないのだと思いますので、ちょっとそういった観点で、これ例示で

すので、ほかのところも見ていただければと思います。 

 あともう1点、192ページ。ここは今日はちょっと議論していない地下構造モデルの妥当

性の確認のところなのですけど、ここも言っている趣旨は同じでして、例えば減衰構造の

妥当性の確認、これは各種検討によって、各深度間で減衰構造の妥当性を確認しているの

だと思うのです、深度ごとに。そうすると、その深度ごとに見ると、減衰構造の妥当性が

確認できますと。同じように、地盤の増幅特性も、速度構造も、確認して、最後、地下構

造モデル全体として妥当性を確認しているという、私なんかはそういった論理構成、流れ

だと思っているのですけど、そういったことが、次のページ、193ページがいいですかね、

こういったまとめであるとか、最後の黄色い結論のところに書かれていないのですよね。 

 多分やった検討の結果と、それを踏まえた結論というところが飛んじゃっているのだと

思うのですよね。そういったところを少し御社として検討した結果、それを踏まえてどう

いう論理構成、あとは検討結果、これが根拠です。根拠によって結論を導いているかとい

うところを、しっかり記載していただければと思いますし、あとは、今日は地下構造評価

ということで、そうですね。すみません、21ページに戻ってもらっていいですか。 

 ありがとうございます。ここは目次で、大きく今日は4項目ですね。地下構造の成層
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性・均質性の評価、あとは地下構造モデル、3.で地下構造モデルの妥当性確認、最後に4.

の地震発生層の設定という、4項目のうち2項目を主に議論させていただいたんですけど、

多分、地震動評価の3要素という観点でいうと、4.の地震発生層の設定が震源特性の設定

の一部、震源特性のパラメータの一部ですし、後はこういった地下構造の成層性・均質性、

あとは地下構造モデルの設定、ここが地震波の伝播特性のうち、ごめんなさい、広義の意

味の地震の伝播特性のうち、震源から地震基盤面までの伝播特性、地震基盤面から解放基

盤面までの増幅特性、多分こういう3要素について議論しているのだと思うのですけど、

そういったこともこの資料には書かれていないので、少しそういった地震動評価の3要素、

これ基準の考え方にも書かれているのですけど、そういった形で少し大所高所からも見て、

今何を議論しているのかということが分かるような資料構成、結論でありますとか、全体

像が分かるような形で書いていただければと思います。 

 あともう1点、資料構成に関して、これは144ページお願いします。ありがとうございま

す。これ今、ここが地震基盤表面の設定になっていて、ここは今、地下構造モデルの設定

のほうに来ちゃっているのですよね。端的に言うと、これは地下構造モデルの設定ではな

くて、その一つ前の地質・地質構造の調査、こっちに入れていただければと思います。そ

の理由は二つあって、一つは、結局ここで地震基盤表面の設定するエビデンスというのは

真ん中のところにいろいろ書かれて、敷地地盤の特徴といって書かれているのですけど、

これは多分ほとんど前の地質・地質構造の調査のところでエビデンスが、根拠があると思

いますし、やはり我々の考え方としては、地質・地質構造のところでちゃんと地震基盤も

そうですし、解放基盤表面も設定した上で、そこの間の地下構造モデルというのを2章に

設定するという、こういう流れで考えているので、この解放基盤表面の設定というのは、

前段の方に入れていただきたいのと。 

 あとやっぱりこの解放基盤表面と地震基盤の設定というのは、地震動評価する上で重要

なところですので、解放基盤表面の設定はこういったことで、項目立てしてもらっている

のですけど、地震基盤のほうも同じようにこういった形で項目立てしていただければと思

います。今、多分72ページですかね。多分、今72ページで、これ大深度ボーリングの調査

結果の中の一つという形で入っちゃっているのですけど、これをしっかり解放基盤表面の

設定と同じように項目立てをお願いできればと思います。 

 私からは少し、資料中のまとめ、結論の書き方でありますとか、あと少し資料構成の話

をさせていただいたのですけど、この点いかがですか。 
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○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（藤田） 北陸電力、藤田です。 

 野田さんのまとめの前までいただいたコメントにつきましては、それぞれ適切に資料修

正なり、再検討をやらせていただきます。 

 今、最後まとめていただいた点ですね、まとめの事例で御説明いただきましたけども、

そこにやはり具体的にいうと、深度別なり、到来方向別とか、いろいろな我々そういう目

的でやったものが、しっかりアウトプットとして書き切れていないといったところは、そ

もそも方針のところにそういったところがちゃんと書かれているのかも含めて、まず書い

た上で、まとめにもそういう方向でしっかり書いた上で総合的な評価を書くというところ

はしっかりやらせていただきたいと思います。 

 あと、我々、先ほど目次の方で野田さんのほうからありましたけども、それぞれこの項

目が震源特性の一部の、発生層のそういうところですとか、この上流側でまず何をやって

いるかというのをしっかり意識して資料を作り込みたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 あと最後、解放基盤面のほうを、地質構造の主立ったデータで評価していますので、そ

ちらの方はしっかり項目を再整理するとか、そこも併せて地震基盤面も併せてしっかり項

目立てるとか、そこも対応させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○石渡委員 野田さん、よろしいですか。どうぞ。 

○野田調査官 規制庁の野田です。 

 まとめ資料の作成も念頭に置きつつ、そういったことをしっかり整理した形で、検討方

針でありますとか、あとその結果、まとめ、結論のところを記載していただければと思い

ます。 

 あと併せて、今日のまとめも先生やらせてもらっていいですか。 

○石渡委員 特にほかに個別の点でなければ、よろしいですか。 

 では、野田さん。 

○野田調査官 規制庁の野田です。 

 そうしましたら、今日の議論のまとめのほうをさせていただければと思います。今日は

四つの評価項目のうち、主に地下構造の成層、均質、あとは地震発生層のところの2点を

中心に議論させていただきました。 
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 それで、成層、均質のところでは主に6点指摘させていただいております。 

 まず3点。一つは、Matsubara et al.（2022）の速度構造の断面図です。ここ、もちろ

ん範囲の違いというのは承知しておるのですけど、少し切ってる断面の方向とかも違いま

すので、そういったところも含めて、少し考察をした上で追記していただければと思いま

す。 

 あと2点目が、大深度ボーリングの花崗岩の上面深度の差です。ここは御社のほうから

地質・地質構造の観点、あとは地震動の観点から御説明いただいたのですけど、少しそう

いったところを項目立てしていただいて、もう一度、御説明をいただければと思います。 

 あとは、3点目のところは、第3’速度層でありますとか、あと第4’速度層の影響検討

ですね。ここは地震観測記録の結果とも整合しているということですし、そういったこと

も踏まえて地震動より与える影響は小さいということでございます。それに加えて基礎版

上の記録でありますとか、スペクトルの御説明もいただきましたので、そういったことも

踏まえて総合的に検討した結果を、資料のほうに記載していただければと思います。 

 まず、ここまで3点いかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北陸電力（藤田） 北陸電力、藤田です。 

 6点のうち、最初3点ということで、Matsubara et al.（2022）につきましては、断面方

向、増やす方向で検討させていただきたいと思います。あと大深度ボーリングにつきまし

ては、2孔の花崗岩上面の差異ですね、それらについて地質構造の発達史ですとか、そこ

も含めまして、あとはその深度への影響、そういうものはどうなのかというところもしっ

かり総合的に評価して説明したいと思います。 

 あと3、第3’速度層と第4’速度層の影響につきましても、いろいろなところに情報が

ばらばらになっている点ありましたので、そこもしっかり総合的に紐づけを行った上で、

影響がないといったところをしっかり御説明できればと思っています。 

 以上です。 

○石渡委員 野田さん、よろしいですか。どうぞ。 

○野田調査官 規制庁、野田です。ありがとうございました。 

 あと残り3点ですか。ここは地震観測記録に基づいた検討の辺りですけど、まず4番目、

地震波の到来方向ごとの検討につきましては、少し到来方向、再区分するでありますとか、
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あとはそもそも観測できている地震数が少ないというところは承知しておりますので、少

し地震数を増やす。もちろんこれは精度とか信頼性を確保した上ですけど、そういったこ

とも踏まえて、追加の検討をお願いできればと思います。 

 あと5点目は、震度別の応答スペクトルのところです。ここは特異な傾向がないという

ことですけど、少し、今日、逆解析の話もありましたし、あとはそこから安全側のモデル

が設定できているかという話もありましたので、ちょっとそういったところも含めて、再

度御検討いただければと思います。 

 あと6点目は、水平方向の観測記録です。微動の観測記録、あとは地震観測記録、こう

いったものの検討結果が整合していることでありますとか、あとはこういった二つの検討

結果からも、特異性がないということにつきまして、資料に追記をいただければと思いま

す。この3点はいかがでしょうか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（藤田） 北陸電力の藤田です。 

 6点のうちの4点目につきましては、観測記録、先ほど徳田が言ったように、記録数が少

し少ないところはあるのですけども、まず地震規模をどのぐらいまで織り込むかとか、そ

ういったところも少し検討した上で、追加できるかどうかも含めて検討していきたいと思

っております。 

 5番目の震度別応答スペクトル、さっきも少し議論ありましたけども、あの逆解析の話

ですとか、モデルの安全性、妥当性ですね、そういったところも含めて安全性が確保でき

ているところをしっかり説明できるように、こちらも総合的に評価していきたいと思いま

す。 

 最後の点につきましても、二つのその特異性がないということを説明できるように、説

明していきたいと思いますので、しっかり対応していきます。 

 以上です。 

○石渡委員 野田さん、よろしいですか。どうぞ。 

○野田調査官 規制庁、野田です。 

 ありがとうございました。 

 あと残りが地震発生層の設定のところ、ここは主に3点指摘させていただきました。一

つは敷地周辺の地震の震源深さの分布図です。これにつきましては二つ、北西－南北方向

の断面の分布図でありますとか、あとは2007年能登半島地震の震源域を除いたD10%、D90%
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の分布図を示していただければと思います。 

 あと2点目は、地震発生層の深さの評価のところで、地震本部と異なるところですね。

これは上端でいえば邑知潟ですし、下端でいえば砺波平野・呉羽山のところです。こうい

ったところにつきましては、御社がもし今御説明いただいているものを維持する、妥当で

あるということでありましたら、そういったことを科学的に御説明いただければと思いま

す。 

 あと最後が、地震動評価において、敷地周辺の地震発生層、今、上端3km、下端18kmと

されているのですけど、これとは異なる深さを設定するものがあるかと思いますので、そ

ういったものの対象断層につきまして、地震動評価ではなくて、こちらの地下構造のほう

でもしっかり提示いただければと思います。 

 以上3点、いかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北陸電力（藤田） 北陸電力、藤田です。 

 地震発生層につきまして、3点まとめていただきまして、ありがとうございます。 

 まず1点目の能登半島地震、図面でいいますと黄色の部分です。それがはっきり90°の

方向から見てどの範囲まで入っているのかということが分かるような図面、しっかりつけ

て御説明したいと思います。 

 あと、次の2点目の発生層につきましては、地震本部のほうから二つの断層について、

我々の評価と異なる結果が出ております。我々としても推本さんのほうでどういった根拠

からやっているかというのを、さらに深掘りして確認した上で、我々の持っているデータ

と比較して、それをしっかり科学的に我々のほうが正しいのだということが言えるのかど

うか、しっかり再評価して御説明したいと思います。前回の海域の話もありましたけれど

も、主要な文献ですので、そういった位置づけも含めましてしっかり検討したいと思って

おります。 

 最後、地震発生層3km、18km、あるいはそれ以外に設定する場合はそれぞれどの断層が

それに対応するのかという個々の対応につきましても、再整理して御説明したいと思いま

す。 

 以上です。 

○石渡委員 野田さん。 
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○野田調査官 規制庁、野田です。 

 藤田さん、ありがとうございました。地震本部のところは、今お話がありましたとおり、

前回、海域の活断層のときの海士岬沖の北端ですね。あそこと基本的に我々、考えている

ことは同じで、スタンスは同じですので、そういったことを踏まえて再度御検討いただけ

ればと思います。 

 私からは、以上でございます。 

○石渡委員 一応まとめが終わりましたけれども、何かほかに気がついたところ。 

 大島部長。 

○大島部長 原子力規制部長、大島でございます。 

 時間、大分超過していますので手短にコメントだけさせていただきますけれども、審査

官のほうから個別のところ指摘ありましたし、それから全体的な資料構成もありましたけ

れども、ちょっと気になっているのは、最終的には地下構造モデルをしっかりと適切なも

の、要は保守性をしっかりと見込んだ上で、不確かさも見込んだ上で、しっかりとしたモ

デルをつくってもらわなければいけないと。大深度ボーリング、よくやっていただいてい

るので、一定程度データ出ているというふうには思っていますけれども、特に花崗岩のと

ころの評価というのは、ほかの先ほどモデルの話ではありましたけれども、概して均質だ

し、特異性はないのだろうというのは、多分そうなのだと思いますけれども、やはりモデ

ルとの整合とか、地震観測との多少の増幅しているのか、していないのかというところと

の兼ね合いで見たときに、その花崗岩なり、ほかの岩質なりが、本当に悪さをしていない

のかどうかというところ。先ほど説明あったので、定性的な説明は確かに分かるのですけ

れども、それをこのサイトに適用、本当にできるのかどうか。 

 一方で、地震観測記録からの説明になってしまうと、これニワトリ卵が一歩間違うとひ

っくり返るので、地震構造も踏まえた上で観測記録は、整合的だといってくれるのは構わ

ないですけれども、地震観測記録があるから地層はいいのだってやっちゃうと、どっちが

どっちだか分からなくなりますから、そういうところも含めて気をつけてください。 

 それから、特に論点になるところというのは、個別にしっかりと論理構成をつくってく

ださい。検討の流れのところで書いてあるのですけれども、そこの中でよく使われている

のが、総合的に評価をしますと。じゃあ何を総合的に評価しているのかというのが書かれ

ていないから、我々も判断がつかないというところがありますので、それぞれ個別のまと

めのところについて先ほど野田のほうから指摘ありましたけれども、個々の、特に論点に
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なるところというのは、しっかりと資料として充実をさせてもらいたいと思います。 

 それから最後に、地震発生層のときの地震本部のところの話で、我々から指摘をしたと

きに、いや新しいのも見ていますという発言はあったのですけれども、私が見る限り資料

上は全くないと思います。 

 資料に書いていないものは、検討したのかどうか我々は判断つきません。外から見ても

判断がつきません。これ一歩間違うと、最新知見を無視しているのではないかと見られる

ので、こういうところは丁寧に資料作り、対応していただきたいと思います。 

 以上です。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北陸電力（小田） 北陸電力の小田でございます。 

 大島部長、コメントどうもありがとうございます。まず2点目から、この論理構成の記

載が不十分というのは、これ野田さんのほうからも御指摘いただいたとおりで、これはや

っぱり黄色四角のところで結論を書いておりますけども、ここがなぜそこに至ったのかと

いうことをもう少し丁寧にしっかり記載するようなところを心がけてまいりたいと思って

おります。この点は承知いたしました。 

 もう一つ、やはり大深度ボーリングの花崗岩上面の深度差が180mあるというところ、こ

れは我々もすごく、すごくとは言いません、気にしておるところでございまして、記載は

なくて、今日口頭で説明しましたけども、そこをもう少し、一般論ではなく、あの時点で

どうなんだということをしっかり検討した上で、そのようなことも含めて記載をさせてい

ただきたいと思います。 

 また、途中でそれが地震動に対してどういう影響があるのかというようなところの御指

摘もございましたので、そういうところも含めて記載をしてまいりたいと思っております。 

 あと推本の評価についての記載についても、これ前回の海士岬沖断層帯の北端のところ

でも御指摘いただきまして、これは重々承知しております。この点の、今少し修正の方向

を考えたいと思いますが、やはり推本の評価というのは、重要性というのは我々も認識し

ておりますので、そういうことも踏まえて、これから資料の修正等をしっかりしてまいり

たいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○石渡委員 部長、よろしいですか。 

○大島部長 よろしくお願いいたします。 
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○石渡委員 大分時間超過しましたが、ほかにございますか。特になければこの辺にした

いと思います。 

 私からちょっと一言だけ申し上げると、特に地震基盤の部分、花崗岩の上面ですね。あ

れはやっぱりこの地域というのは基本的に花崗岩の上面というのはかなり凸凹していると

思うのです。地表に花崗岩が露出して高い山になっているところも近くにはあるわけです

から。それが、多少凸凹があっても地震波の電波にはあまり効かないのだというところを

ちゃんと説明していただく必要があると思うのです。そこのところはよろしくお願いしま

す。 

 特にこのページもそうだし、この一つ前にもう一つの穴がありますね。ここでその花崗

岩の上面のところで非常に速度コントラストがあるのですよ。だからやっぱりそこのとこ

ろはかなり重要な物理的な境界になっているので、そこのところが、例えば400mの間で

200mぐらい坂になっているか、あるいは段差があるのかということになると、地震波の伝

播に対して、ある程度影響があるのではないかなという感じもするので、その辺、きちん

とした説明をしていただきたいと思います。よろしいですか。 

○北陸電力（小田） 北陸電力の小田でございます。 

 先生、コメントありがとうございます。花崗岩上面、先ほどから何度か御指摘いただい

ております。これが地震への影響、地震波の伝播への影響ということで、しっかりその辺

りも含めて整理してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○石渡委員 あと204ページを開けていただけますか。ここに能登半島地震が起こった後、

2007年より後の余震を含めた地震の分布がざーっと書いてあるのですけど、その次のペー

ジです、205ページを見ると、これは地震が起こる前の分布ですね、これは。これ非常に

興味深い図で、やはり地震が起きる前の微小地震というのは、この能登半島地震の震源域

でもかなり深かったのですよ、基本的に。それはやはり地震が起きるとかなり浅いところ

まで起きるようになっているというようなこともございます。 

 これ、能登半島地震というのは2007年に起きたわけですけども、ほかの断層でもし地震

が起きる場合、やはり同じようなことが起きるのではないかというふうに考えられますよ

ね。ですから、その辺の取扱いというのも、検討をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 よろしいですか。 

 どうぞ。 
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○北陸電力（藤田） 北陸電力の藤田です。 

 2007年の地震分布の前後でこういった傾向が見られるということで、先生コメントいた

だきましたけども、そこも含めてほかの断層であった場合はどうなんだというところも含

めて検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○石渡委員 よろしくお願いします。 

 特にほかになければ、この辺にしたいと思います。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 志賀原子力発電所2号炉の地下構造評価につきましては、本日の指摘事項を踏まえて引

き続き審議をすることといたします。 

 それでは、北陸電力については以上にします。 

 次の議題2につきましては、1時半、13時30分より再開をいたします。では、北陸電力は

以上とします。 

（休憩 北陸電力退室 電源開発入室） 

○石渡委員 それでは、時間になりましたので再開いたします。 

 次は、電源開発から大間原子力発電所の敷地の地質・地質構造について説明をお願いし

ます。 

 御発言、御説明の際は挙手をしていただいて、お名前をおっしゃってから御発言、御説

明ください。どうぞ。 

○電源開発（杉山） 電源開発、杉山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の審査会合で御審議いただきます事項は、大間原子力発電所の敷地の地質・地質構

造のうち、シームS-11の評価方針についてでございます。 

 2022年、昨年4月の審査会合での御指摘等を踏まえまして、シームS-11の基準適合性に

係る評価の方針について見直しを行いました。これについて、本日、御説明したいと思い

ます。具体的な内容につきましては担当者より御説明させていただきます。 

 また、これが終わりましたら、シームS-11の評価方針の審議に引き続きまして、当社、

大間原子力発電所の地震・津波に係る検討状況及び今後の工程について、別途、担当者よ

り御説明させていただきたいと存じております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○石渡委員 どうぞ。 

○電源開発（三宮） 電源開発の三宮です。本日はよろしくお願いいたします。 
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 それでは、右肩に資料2-1と記載してございますシームS-11の評価方針の資料の御説明

に入ります。まず、(1)ページを御覧ください。本日の評価方針の概要に当たる部分を、

(1)ページ～(13)ページまでの括弧つきのページで御説明いたします。 

 まず、(1)ページが指摘事項となっておりまして、昨年4月の審査会合でいただいた指摘

事項を表にまとめてございます。本日は、指摘事項のうち評価方針の論理構成に関わるも

のについて、具体的には表の左側ナンバーでS2-151から (2) ページにございますS2-155

及びS2-161について、表の右に記載してございます掲載ページで御説明いたします。 

 (3)ページを御覧ください。はじめにということで、本日の資料での説明の全体像をま

ずお示しします。(3)ページの一番上の四角書きです。まず、審査経緯としましては前回

審査会合では、後期更新世に生じた変状は、第三条の評価対象外ではないので、S-11全体

として、第三条への適合性を示すこととなりました。 

 これを受けまして、基準適合性評価上のS-11の定義です。S-11は、重要施設基礎地盤側

面に露頭します。このため、第三条に適合するためには、シームS-11が将来活動する可能

性のある断層等に該当しないことを示す必要があります。S-11の基準適合性評価では、S-

11は設置許可基準規則の解釈別記1「3」に記載された断層等であり、粘土質の薄層のある

部分、ない部分全てをS-11とします。 

 その上でシームS-11の活動性評価です。S-11の活動性評価は、後期更新世以降の活動の

有無の評価を変位基準との関係を用いた手法、具体的には上載地層法、断層切断関係また

は鉱物脈法により行います。 

 S-11は、後期更新世以降の活動がないcf-3断層に切断されています。よって後期更新世

以降の活動は認められません。 

 一方で、シームS-11の一部の箇所には、変状が認められ、上載地層であるM1面段丘堆積

物に変位を及ぼしています。よって、この箇所では後期更新世以降の活動を否定できませ

ん。 

 これらを踏まえまして、一番下、S-11の活動性評価上の課題です。S-11は、場所により

後期更新世以降の活動履歴は異なっています。このため、S-11全体としては活動性を判断

できません。 

 (4)ページが、この課題への対応策をお示ししております。対応策としましては、後期

更新世以降の活動履歴が同じになるよう対処することで、S-11全体として活動性評価でき

るようにします。そのために変状有り/後期更新世以降の活動なしを認定できる箇所での
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シームS-11の性状を検討していきます。 

 具体的には、(ⅰ)～(ⅲ)の順に検討を行いまして、まず、(ⅰ)としまして、S-11の性状

を把握する調査分析項目を網羅的に選定します。(ⅱ)で変位基準により変状有り/活動な

しを認定できる箇所を選定します。(ⅲ)で(ⅱ)で選定した箇所において、(ⅰ)で選定した

調査分析項目により、各性状を把握します。 

 性状の違いを確認の上、変状有り/後期更新世以降の活動なしを差別化するための指標

を検討します。差別化するための指標の検討が終わりましたら、次に敷地全体で展開して

いきます。敷地全体を対象に、性状の違いに基づき、変状有り/活動なしを認定できる箇

所と同様の性状を有する部分の分布を検討します。 

 まず(ⅳ）番目として、重要施設基礎地盤側面付近を含む敷地全体のS-11についてⅰで

選定した調査分析項目による性状を各調査位置で把握します。 

 (ⅴ)番目として、(ⅳ)で把握した性状とⅲの性状とを比較しまして、指標の確からしさ

を検証します。各調査位置のシームS-11の性状が変状有り/活動なしを認定できる箇所の

うち、どちらの箇所と同様の性状を有するかを判断します。 

 (ⅵ)番目で判断した結果をもちまして、敷地全体を対象として変状有りと認定できる箇

所と同様の性状を有する部分、後期更新世以降の活動なしと認定できる箇所と同様の性状

を有する部分の分布をそれぞれお示しします。 

 最後に変状有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分に対して、工学的対処を講

じます。 

 その上で、S-11の基準適合性評価です。S-11全体として、変位基準との関係により、S-

11が基準に適合することをお示ししていきます。 

 (5)ページお願いします。次に、主な変更内容です。(5)ページは、前回審査会合からの

主な変更内容を大きく三つお示ししております。 

 まず一つ目としましては、変更前では地質学的観点から、粘土質の薄層有りの部分のみ

をS-11としていました。変更後は、基準適合性評価の観点から、粘土質の薄層のある部分、

ない部分全てをS-11とします。 

 二つ目としまして、変更前は変状の成因に着目し、強風化部を指標とし、後期更新世以

降の活動の有無について検討していました。変更後は、変位基準により変状有り/活動な

しを認定できる箇所において網羅的に選定した調査分析項目により、S-11の性状を把握し

ます。次に敷地全体を対象に、性状の違いに基づき、変状有り/活動なしを認定できる箇
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所と同様の性状を有する部分の分布を検討いたします。 

 三つ目としまして、変更前はS-11をcf-3断層に切断された箇所以深と変状が分布する地

表付近に区分し、おのおのを個別に評価していました。その上で、深部のシームS-11は、

後期更新世以降の活動はなく、第三条に適合すると評価していました。 

 変更後は、シームS-11のうち、変状有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分に

対して、工学的対処を講じます。その上で、S-11全体として、変位基準との関係により、

S-11が基準に適合することをお示しします。 

 (6)ページをお願いします。次に個別の変更点です。まず、指摘事項S2-151に対する変

更点です。 

 ページの下側に、前回会合と今回御説明での考え方を図に示しております。まず、変更

前は、左側の図に示しますとおり、①シームS-11有り（粘土質の薄層有り）、②シームな

し（細粒凝灰岩有り）、③シームなし（細粒凝灰岩なし）から成る層準を総称してシーム

S-11層準（FT5-3）とし、そのうち①のみをS-11としていました。 

 変更後としましては右側の図に示しますとおり、S-11の基準適合性評価では、S-11は解

釈別記1に記載された断層等であり、粘土質の薄層の有る部分/ない部分全てをS-11といた

します。 

 二つ目の変更点としましては、変更前は、重要施設設置位置付近の地質断面図では①の

部分のみをシームとして表示していました。変更後は粘土質の薄層なしの部分も含めて、

全てS-11として表示いたします。 

 (7)ページが、それぞれ平面図・断面図での示し方をお示ししています。まず、上段左

右に並べてございます平面図を御覧ください。平面図では変更前は粘土質の薄層有りの部

分のみをシームS-11の分布領域として表示しておりましたが、右側、今回御説明では、粘

土質の薄層なしの部分も含めて、全てS-11として表示します。 

 下段の断面図では、前回会合では、粘土質の薄層有りの部分のみを表示しておりました

が、今回御説明の部分は、粘土質の薄層なしの部分も含めて、全てS-11として表示いたし

ます。 

 (8)ページをお願いします。次に指摘事項S2-154に対する変更点です。ページ中央に概

念断面図をお示ししております。変更前は、後期更新世に生じた変状の形成に関与したシ

ームS-11の最新面をps-1とし、ps-1の付随事象として、変状の形成に関与した低角の変位

を伴う不連続面をpd系としていました。このうちps-1を代表として評価していました。 
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 変更後は粘土質の薄層の有る部分/ない部分全てをS-11として活動性を評価します。こ

のため、ps-1及びpd系を取りやめます。 

 (9)ページをお願いします。次にシームS-11の基準適合性評価の概要をお示しします。

まず、評価に当たりまして前提としまして、S-11の基準適合性評価では、粘土質の薄層の

有る部分/ない部分全てをS-11といたします。その考え方をフローの図で示してございま

す。下にございますフロー図を御覧ください。 

 本資料では、シームS-11の基準適合性評価の考え方については、大きく三つ、3章、4章、

5章に分けて御説明いたします。まず3章では、変位基準が確認できる箇所でのS-11の活動

性評価を行います。その上で4章では、S-11の活動性評価上の課題を抽出いたします。5章

では抽出した課題への対応策を検討していきます。 

 本日、メインで御説明したい部分としましては、フロー図の中で大きく四角枠で示して

おります5章の部分になります。5章の課題への対応策については、大きく六つのステップ

を踏みます。まず、(ⅰ)～(ⅲ)の順で変位基準により変状有り/活動なしで認定できる箇

所での指標の検討を行います。 

 具体的には、(ⅰ)でシームS-11の性状を把握する調査分析項目の選定を行いまして、

(ⅱ)で変状有り/活動なしを認定できる箇所の選定を行います。(ⅲ)で変状有り/活動なし

を差別化するための指標を検討します。 

 ここまでで指標の検討が終わりましたら、次に敷地全体への展開です。具体的には(ⅳ)

～(ⅵ)のステップです。まずⅳとしましては、重要施設基礎地盤側面付近を含む敷地全体

のシームS-11の性状を把握します。 

 (ⅴ)で、各調査位置での性状が変状有り/活動なしを認定できる箇所のどちらと同様か

を判断します。 

 (ⅵ)で、敷地全体を対象とした変状有り/活動なしを認定できる箇所と同様の性状を有

する部分の分布の提示を行います。 

 ここまでの手順を踏みまして最後に変状有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部

分に対して、工学的対処を実施いたします。 

 その上でフローの一番下です。シームS-11全体として基準への適合をすることをお示し

していきます。なお、評価方針に基づく調査分析結果については、今後、御説明を予定し

ております。 

 以降の(10)ページ～(13)ページでは、5章の課題への対応策、具体的には手順のⅰから
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ⅵの各プロセスでポイントとなってくるページを本編資料から抜粋して添付してございま

す。 

 (10)ページをお願いします。まず、調査分析項目の選定です。変状有り/活動なしを認

定できる箇所のS-11の性状を検討します。検討に当たり、下の表でお示ししますとおり、

シームS-11の性状を巨視的、具体的には露頭コア観察のレベルから微視的（各種分析）な

スケールで把握できるよう、断層の詳細性状の調査で用いられる調査分析項目のうち、性

状を差別化する可能性があるものを網羅的に選定して表にまとめてございます。表の一番

左のカラムが調査分析項目を巨視的から微視的に示しておりまして、その隣に調査分析に

より得られるデータ、その一番右側の列に、調査分析結果から把握できる性状を整理して

ございます。 

 (11)ページをお願いします。次に、変状有り/活動なしを認定できる箇所の選定です。

まず、変状有りと認定できる箇所の選定の考え方です。変状有りと認定できる箇所は、シ

ームS-11がM1面段丘堆積物に変位を及ぼしている箇所になります。具体的にはTs-8トレン

チ～Ts-6法面間で確認されます。ただし、Ts-8トレンチでは変状が認められるものの、S-

11はM1面段丘堆積物と接していません。このため、シームS-11とM1面段丘堆積物との関係

を直接確認できません。 

 以上より、変状有りと認定できる箇所として、位置図にピンクの丸で示しております。

①Ts-6付近と、②Ts-7付近の2か所を選定いたしました。 

 次に活動なしと認定できる箇所の選定の考え方です。活動なしと認定できる箇所はS-11

がcf-3断層に切断されている箇所になります。このような箇所としましては、位置図で左

上から右下に分布、黒の一点鎖線で分布してございますcf-3断層付近がそれに当たります。

選定した場所としては位置図に緑丸で示しております。③Tf-5(a)付近とcf-3断層の北端

④Tf-5(b)付近、南端の⑤Tf-4付近及びそれらの中間に位置するボーリング孔の⑥cf-301、

302付近です。 

 これら4か所のシームS-11には、粘土質の薄層のある部分とない部分があります。また、

S-11の上下盤の岩盤には新鮮部と風化部があります。これらの地質性状は、S-11の性状に

違いを与える可能性があります。このため、これら4か所を選定することで、活動なしと

認定できる箇所の地質性状を網羅的に確認できると考えます。 

 以上より、活動なしと認定できる箇所としまして位置図に緑で示しております③～⑥の

4か所を選定いたします。 
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 次に(12)ページをお願いします。差別化するための指標の検討に入ります。今回、調査

分析結果例を表に示してございます。表の一番左側の列に網羅的に選定した調査分析項目

を巨視的から微視的に整理してございます。 

 その右の列にピンク色で示している部分が変状有りと認定できる箇所の2地点、さらに

右側に黄緑色で示しております後期更新世以降の活動なしと認定できる箇所の4地点を一

覧表で整理してございます。性状の違いを確認の上、変状有り/活動なしを差別化するた

めの指標を検討していきます。 

 本資料では、変状有り/活動なしを認定できる箇所のうち、各1か所、具体的には変状有

りのほうは①Ts-6付近、活動なしのほうは③Tf-5(a)付近でのこれまでの調査分析結果を

例として表に示してございます。 

 これらの各調査・分析結果の詳細につきましては、補足説明資料の(5)章に整理してご

ざいます。その他の調査分析結果につきましては、表中にグレーで網かけにしている部分

でして、これらにつきましては、次回、御説明することを考えてございます。 

 こちらの結果を見ますと、今時点で差別化の見通しのある性状としましては、大きく五

つの調査・分析項目が考えられます。巨視的なほうからいきますと、まず露頭地質観察を

行って得られる変状の有無。次にCT画像観察を行って得られる内部構造による変位変形の

有無。複合面構造による上盤の変位方向。三つ目が条線観察を行って得られます最新面上

の条線による変位方向及び上書き関係。四つ目が薄片観察を行って得られます微細な複合

面構造による最新面付近の詳細な変位センス。最後に、SEM観察を行って得られます最新

面上の鉱物の形状による変位の有無が、今後、差別化の見通しのある性状として考えてご

ざいます。 

 (13)ページをお願いします。差別化するための指標の検討が終わりましたら、敷地全体

への展開に入ります。変状有り/後期更新世以降の活動なしを認定できる箇所で把握した

S-11の性状の違いに基づき、工学的対処を講じる部分を以下の順に検討します。 

 重要施設基礎地盤側面付近を含む敷地全体のS-11について、選定した調査分析項目によ

る選定を下の平面図に白丸で示している箇所で、変状が認められる部分から順に各調査位

置で把握していきます。 

 各調査位置で把握した性状と、変状有り/活動なしを認定できる箇所での性状等を比較

しまして、指標の確からしさを検証します。各調査位置のS-11の性状が変状有り/活動な

しを認定できる箇所のうち、どちらの箇所と同様の性状を有するかを判断します。 
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 判断した結果をもちまして、変状有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分、活

動なしと認定できる箇所と同様の性状を有する部分の分布をお示しします。 

 以上が概要の御説明となります。 

 次に1ページをお願いします。本編資料の中身に入ります。 

 まず目次ですが、本資料は大きく二つ、本編資料と、その後ろに補足説明資料をつけて

おりまして、本編資料は1章～5章で構成されています。S-11の基準適合性評価に関する考

え方については、3章～5章をメインで御説明いたします。それのために前段となるような

概要の部分を1章、2章でまとめているというような資料構成となってございます。 

 では、2ページからが、1章、敷地の地質・地質構造の概要になります。 

 3ページをお願いします。まず敷地の地形です。敷地に分布する海成段丘面は、H4面、

M1面及びM3面です。 

 4ページからが敷地の地質・地質構造です。 

 5ページをお願いします。左下の地質平面図でお示ししますように、敷地の地質は大間

層及び易国間層、大畑層並びにそれらを覆う第四系から構成されます。右下の地質断面図

でお示ししますように、大間層及び易国間層はおおむね平行成層を成します。 

 6ページが断層・シームの分布です。敷地内にはcf断層系、sF断層系及びdF断層系に区

分される複数の断層並びにシームが分布します。 

 7ページからがシームの概要になります。 

 8ページをお願いします。まずシームの定義です。シームは易国間層の細粒凝灰岩及び

大間層の酸性凝灰岩に狭在する層理面に平行な粘土質の薄層をいいます。敷地内には、シ

ームS-1～11、Omの12枚のシームがございます。 

 9ページをお願いします。シームの分布です。地質断面図に赤線でお示ししていますよ

うに、シームは盆状に分布する易国間層及び大間層中に地質境界を横切ることなく分布し

ます。よって、シームは、地下深部には連続せず、震源として考慮する活断層ではござい

ません。 

 10ページが、シームと重要施設との位置関係です。シームS-11は重要施設基礎地盤側面

に露頭します。このため、第三条対象となります。シームS-1～10、Omは重要施設基礎地

盤に露頭しません。このため、第四条対象となります。 

 11ページからが、2章、基準適合性評価上のシームS-11の定義です。 

 12ページをお願いします。まず定義ですが、シームS-11の基準適合性評価では、シーム
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S-11は規則の解釈別記1「3」に記載された断層等であり、粘土質の薄層の有る部分/ない

部分全てをS-11とします。 

 次に13ページをお願いします。この定義を踏まえましたS-11の説明を記載してございま

す。まず、シームS-11は12枚のシームのうちの1枚です。シームS-11は断面図にお示しし

ますように、層理面に平行に分布します。層序的位置では、易国間層の凝灰角礫岩上面か

ら約7～8m上位にあることが多いです。シームS-11は、右下のコア写真に示しますように、

細粒凝灰岩（粘土質の薄層有り/なし）または粗粒凝灰岩等から成ります。 

 14ページからが、S-11の活動性評価です。 

 まず15ページで、シームS-11の活動性評価に適用できる変位基準について御説明いたし

ます。変位基準としては大きく三つございます。一つ目が、上載地層です。敷地に分布す

る海成段丘面は、H4面、M1面及びM3面です。このうち、M1面及びM3面では、段丘堆積物が

S-11を覆い、S-11との関係が確認できます。M1面段丘堆積物を覆うローム層下部中に洞爺

火山灰降下層準を確認しております。よって、M1面段丘堆積物は、後期更新世に堆積した

海成堆積物であると判断され、変位基準として適用できます。 

 二つ目が断層に関してです。敷地内には、cf、sF及びdF断層系に区分される複数の断層

が認められます。このうち、cf-3断層のみ、S-11との関係が確認できます。cf-3断層は上

載地層であるM1面段丘堆積物に変位を及ぼしていません。よってcf-3断層は、後期更新世

以降の活動はないと判断され、変位基準として適用できます。 

 最後に鉱物脈についてです。敷地内には、シームS-11の最新面を横断する粘土鉱物が複

数認められます。粘土鉱物の構成鉱物として、スメクタイトは確認されます。スメクタイ

トは、Ts-6法面において、M1面段丘堆積物中には認められません。よって、スメクタイト

は後期更新世より古い時代に、熱水変質作用により生成したと考えられます。なお、スメ

クタイトがイライト/スメクタイト混合層鉱物である可能性も含め、今後、変位基準とし

て適用可能か否かを検討していきます。 

 それぞれの判断根拠につきましては、補足説明資料の(1)章～(3)章にそれぞれ整理して

ございます。 

 16ページからが、S-11の活動性評価に入ります。 

 17ページをお願いします。まず、断層切断関係による活動性評価です。シームS-11は

cf-3断層に切断されています。よって後期更新世以降の活動は認められません。 

 18ページをお願いします。次に上載地層法による活動性評価です。シームS-11の一部の
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箇所には、後期更新世に生じた変状が認められ、上載地層であるM1面段丘堆積物に変位を

及ぼしています。よって、この箇所では後期更新世以降の活動を否定できません。 

 ここまでの結果をまとめたのが19ページで、シームS-11の活動性評価のまとめになりま

す。 

 続いて、これらを踏まえた活動性評価上の課題をお示しします。 

 21ページをお願いします。シームS-11の活動性評価上の課題です。S-11は、場所により

後期更新世以降の活動履歴は異なっています。このため、シームS-11全体としては活動性

を判断できません。 

 次のページからがこの課題への対応策になります。 

 23ページを御覧ください。まず、課題への対応策としましては、後期更新世以降の活動

履歴が同じになるよう対処することで、S-11全体として活動性評価できるようにします。

そのための検討手順を下の箱書き、(ⅰ)～(ⅵ)でお示ししています。 

 まず、検討手順の(ⅰ)～(ⅲ)で、変位基準により、変状有り/活動なしを認定できる箇

所での指標の検討を行います。 

 次に、敷地全体への展開として検討手順(ⅳ)～(ⅵ)の順に検討を行っていきます。 

 最後に、変状有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分に対して、工学的対処を

講じます。なお、評価方針に基づく調査・分析結果については、今後、御説明いたします。 

 それでは、検討手順の(ⅰ)～(ⅵ)の具体的なページが24ページ以降になります。 

 24ページをお願いします。まず一つ、(ⅰ)として調査・分析項目の選定です。表にお示

しします調査・分析項目を網羅的に選定いたしました。 

 25ページをお願いします。次に2番目として変状有り/活動なしを認定できる箇所の選定

です。位置図にお示ししますとおり、変状有りと認定できる箇所としては、ピンクでお示

しする2か所、活動なしと認定できる箇所としては緑でお示しします4か所の計6か所を選

定いたします。 

 26ページをお願いします。先ほど選定したそれぞれの箇所でのシームS-11と変位基準と

の関係をお示しします。まず26ページは変状有りと認定できる箇所のうち、①Ts-6付近の

例です。①Ts-6付近では、変状が認められ、S-11は上載地層であるM1面段丘堆積物に変位

を及ぼしています。よってこの箇所におけるシームS-11は、後期更新世以降の活動を否定

できません。この箇所の法面全体のスケッチ、あと、法面写真につきましては、補足説明

資料の(4)章に整理してございます。 
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 同じように、②の箇所～⑥の箇所についても27ページ以降に整理してございます。まず

27ページが②Ts-7付近です。次に28ページが、活動なしと認定できる箇所のうち③Tf-

5(a)付近の御説明になります。29ページが④Tf-5(b)付近、続いて30ページが⑤Tf-4付近、

最後に31ページが⑥cf-301、302付近を御説明してございます。 

 次に、32ページをお願いします。手順としては三つ目、変状有り/活動なしを差別化す

るための指標の検討です。調査・分析結果例を表に示してございます。表にお示ししてい

る調査・分析項目のうち、露頭の地質観察、CT、条線、薄片、SEM観察の五つの調査・分

析項目で差別化の見通しのある性状が得られると考えてございます。 

 33ページが差別化の見通しのある性状のうち、条線を例としまして、応力場との関係か

ら条線の形成時期を検討する方針をお示ししてございます。 

 条線の方向は、下の左側2枚の条線写真でお示ししています変状有りと認定できる箇所

では、N-S系、右側2枚の条線写真をお示ししています活動なしと認定できる箇所では、

NE-SW系等であり、違いが認められます。また、条線の方向の違いにより、条線の上書き

による新旧関係が認められます。 

 これらの条線は異なる時期・方向の応力で形成された可能性があります。このため、応

力逆解析から条線が形成された際の応力を推定いたします。推定した応力の方向と、中～

後期中新世以降の広域応力場等を比較しまして、条線の形成時期を検討いたします。 

 続いて34ページをお願いします。差別化するための指標の検討が終わりましたら、敷地

全体へ展開いたします。平面図で、白丸で示している各位置でシームS-11の性状を検討い

たしまして、変状有り/後期更新世以降の活動なしを認定できる箇所のうち、どちらの箇

所と同様の性状を有するかを判断します。判断した結果をもちまして、変状有りと認定で

きる箇所と同様性状を有する部分、活動なしと認定できる箇所と同様の性状を有する部分

のそれぞれの分布を今後、御説明していきます。 

 ここまでが本編資料の御説明です。 

 35ページからが補足説明資料です。本資料では、評価方針を説明する上で必要となる根

拠資料を取りまとめてございます。具体的には36ページの目次を御覧ください。大きく三

つを今回掲載してございます。一つ目が、S-11の活動性評価に適用できる変位基準に関す

る補足説明でして、(1)章～(3)章で上載地層、断層、鉱物脈に関するそれぞれの補足説明

を取りまとめてございます。 

 二つ目が変状有り/活動なしを認定できる箇所の選定に関する補足説明としまして、法
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面スケッチ、写真というものを整理してございます。 

 三つ目としては、分析結果等をまとめております。(5)章で選定した箇所における調査

分析結果をそれぞれお示ししておりまして、(6)章が条線の形成時期に関する補足説明を

取りまとめてございます。こちら、適宜、御参照いただければと思います。 

 本日の説明は以上となります。 

○石渡委員 それでは、質疑に入ります。御発言の際は挙手をしていただいて、お名前を

おっしゃってから御発言ください。どなたからでもどうぞ。 

 佐藤さん。 

○佐藤審査官 規制庁の佐藤でございます。御説明ありがとうございました。 

 これまでの会合における主な論点は、このシームS-11の活動性評価であるというふうに

認識してございます。それでちょっとページをお開けいただきたいんですが(3)ページで

すね、抜粋版の(3)ページを御覧ください。 

 それで、このシームは、後期更新世以降の活動がないと確認されている敷地内に分布す

るcf-3断層、これに切られているので、後期更新世以降の活動は認められないとするもの

の、一方で、このシームの地表付近の一部に変状が認められて、上載層でありますところ

のこのM1面段丘堆積物に変位を及ぼしていることから、電源開発は前回の会合で、このシ

ームを深部のシームと、それから地表付近のシームと、こういうふうに区分して、それぞ

れ評価を行っていたというのが前回の会合での評価でした。 

 これに対しまして、我々審査チームからは、このシームの地表付近に認められる変状の

成因は、ノンテクトニックな要因で形成された非構造性のものと判断されるとして、第三

条の評価対象としないとする電源開発の評価には、これ、受け入れられないと、こういう

ふうに申し上げました。 

 それで、変状は、第三条の評価対象でありまして、深部とその地表付近のシーム等をそ

れぞれ分けて、規則とか解釈への適合性を示すものではなくて、このシーム全体を活動性

評価の対象として取り扱い、その上で、将来活動する可能性のある断層等に該当するのか

どうかを示すべきではないかと、こういう指摘を行ったわけであります。その際、まずは

次回の会合で改めて検討し直した評価方針について説明をしてくださいという、こういう

ふうに求めていたところでございます。 

 前回会合から1年半以上、1年半ぐらいですかちょうど時間要しておりますけども、本日

は電源開発からそのコメント回答として、再検討した評価方針が示されたというふうなこ
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とでございますので、この内容について、以降、我々から確認と指摘を行いたいというふ

うに考えてございます。 

 ひとまず、私からは以上でございます。 

○石渡委員 今の点について何かございますか。よろしいですか。 

 どうぞ。 

○藤川審査官 原子力規制庁の藤川です。 

 私から、(6)ページを開いていただいて、(6)ページで御説明のありましたシームS-11の

評価対象領域の見直しについて確認をさせていただきたいと思います。 

 (6)ページは、指摘事項としてコメントNo.S2-151に対する回答があるんですが、事業者

は、前回の審査会合におきましてシームS-11の活動性評価を行うに当たり、シームS-11層

準(FT5-3)を粘土質の薄層の有無によって、(6)の左下にも図で示してございますが、①～

③として分けて評価してまして、まず、この①で書いているこの粘土質の薄層が認められ

る部分というのを①として、②として粘土質の薄層が認められず、細粒凝灰岩のみ認めら

れる部分というのをつくっていて、次に③としては粘土質の薄層が認められない部分と区

分して、そのうちの①のみをシームS-11と呼ぶというふうに言って、これらを活動性評価

の対象としておりました。 

 これに対して、前回会合では(7)ページのほうをちょっと開いていただきますと、これ、

(7)ページの左のほうの図を見ていただきますと、前回の①のところだけシームS-11とす

るというふうにしますと、平面図を見ると、このハッチングのところを見ますと、平面図

では孤立した領域みたいなところがあると、飛び地のようになっているといったものもあ

りますし、また、その左下のほうを見ますと、このシームS-11が宙に浮いてるような断面

図になっているという、記載の不自然さがあるというふうなことから、このような状態で

どのような活動性評価を行うかというのが不明確であったため、さっき言ったこの①～③

まで含めてシームS-11全体として評価対象領域として考慮すべきじゃないかといったこと

を言っていたのが、もう一回、(6)ページに戻ってもらうと、コメントNo.S2-151で指摘し

ていた内容の趣旨でございました。 

 今回の上記の指摘に対して、今回、事業者は、これ、(6)ページの変更後、右下の図で

も示しておりますとおり、粘土質の薄層有る部分/ない部分全てをシームS-11として取り

扱いまして、もう一回、(7)ページのほうを見ていただきますと、(7)ページの右のような、

今回御説明と書いているほうの図を見ると、シームS-11全体としてハッチングの箇所も全
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体的に見直して、断面図のほうを見直したということで、我々の指摘、シームS-11全体と

して適合性評価を示すといった方針に今回見直されたということで、ちょっとここをまず

議論の前提となる部分なので、ちょっと改めて確認したいんですけれども、我々の認識と

齟齬はないか、電源開発からちょっと御回答をお願いします。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○電源開発（三宮） 電源開発、三宮です。 

 先ほど御指摘いただきました認識と齟齬はございません。(6)ページでお示ししていま

す、今回、御説明のとおり、全ての部分に関しまして、右下の水色のハッチで帯を書いて

いますが、全てをS-11として今回取り扱うようにしてございます。 

○石渡委員 藤川さん。 

○藤川審査官 規制庁、藤川です。 

 分かりました。今の話、ちょっと(3)ページとかを開いてもらうと、今回(3)ページ～

(4)ページにかけて全体の論理構成、説明があったんですが、ここのシームS-11の定義と

いうのがずれていると、今後ちょっとまた議論にならないので、基準適合性上、議論の前

提条件の中の大事な部分ということで、改めて確認させていただきました。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 佐藤さん。 

○佐藤審査官 佐藤です。 

 私からは、今、藤川から確認があったように、まず評価の前提となる評価対象領域とい

うふうなことで確認をさせていただきましたけども、私のほうから評価方針全体の流れに

ついて幾つかコメント、確認をさせていただきたいというふうに思ってございます。 

 抜粋版の(9)ページを御覧ください。先ほど三宮さんから、粘土質の薄層有り/なしの部

分含めて、これ、全てシームS-11全体として評価対象領域として取り扱うという、こうい

う方針に変更しましたという御説明がありました。 

 後期更新世以降の活動が認められないと判断できる箇所がある一方で、このシームの地

表付近には一部に認められるこの変状が、上載層であるM1面段丘堆積物に変位を及ぼして

いる箇所も存在するということから、シームS-11全体としての現状の評価においては、こ

れ、将来活動する可能性のある断層等に該当するというのが、我々、審査チームの認識な
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んですけども、電源開発さんもまず同じ認識があるのか、その点をまず確認させていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発の井下でございます。 

 今、佐藤審査官がおっしゃった認識で間違いございません。 

 以上です。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤審査官 佐藤です。 

 それがゆえにということなんですけども、この(9)ページに示されているとおり、この

変位基準を使って、変状有りと、それから、活動性なしを認定できる箇所において、シー

ムS-11の性状を検討して、次に敷地全体を対象に、その性状の違いに基づいて、変状有り

と、それから、活動性なしを認定できる箇所と同様の性状を有する場所の分布の検討を行

い、変状有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分に対して、工学的処置を講じる

としています。そして、最終的にシームS-11全体として、変位基準との関係によって、こ

のシームが基準に適合するというふうなことを示すという、こういう方針をうたわれてい

るわけです。 

 この本日説明があったこの評価方針については、審査チームからのこれまでのコメント

の内容を踏まえられて検討していること、それから、変状有りと認定できる箇所と、それ

から敷地内で同様の性状を有する部分に対して、工学的処置を講じるという、こういう対

処方針も示されていることなどから、従前の評価方針と比べて大きく方向転換が図られて

いるというふうなこともありまして、審査チームとしては評価の方向性については一定程

度の理解はできるかなというふうなところでございます。 

 しかしながら、変状有りと、それから、活動性なしを差別化する箇所のシームS-11の性

状を検討して、差別化するための調査・分析項目とか、それによって得られる数値データ

から指標を定めて、差別化に関して総合的な判断が必要であること、それから、工学的処

置を講じる範囲の判断に当たっては、考え方とか、その方向性が本日の資料には記載がな

かったというふうなこともありますし、本日説明がありましたとおり、指標を定めた後、

いきなり敷地全体に展開するというふうなことよりも、段階的にこれ、議論を進めていく

ことが適切なんじゃないかなというふうに我々は考えています。 
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 したがいまして、これ、本日、我々の大きなメッセージなんですけども、これに限るに

尽きるんですが、以降でもう少し詳しい確認とか指摘を行っていきたいというふうに考え

てございます。 

 それでは、今ほど申し上げた変状有りと、それから、活動なしとする領域を差別化する

ための指標の抽出、選択ということで、幾つか確認をさせていただきたいと思います。 

 抜粋版の(10)ページをお願いいたします。今ほど述べましたように、電源開発は変状有

りと、それから、後期更新世以降の活動なしを認定できる箇所のシームS-11の性状を検討

するに当たりまして、このシームの性状を巨視的、マクロから、微視的、ミクロなスケー

ルで把握して、断層の詳細性状の調査で用いられる調査・分析項目のうち、性状を差別化

できる可能性があるものを網羅的に選択したというふうにして(10)ページに記載されてい

るわけです。 

 しかしながら、この項目、調査の項目全てに対して調査・分析を敷地内全てのボーリン

グコアを用いて行うというふうになると、相当程度の時間と労力を要することが想定され

ます。また、現時点でこれらの項目は差別化の指標として全て採用できるのかというふう

なことについても、十分な見通しが得られているというふうなことは言えないわけです。

したがいまして、指標化のできない項目も当然出てくる可能性もあり得るわけです。 

 したがって、電源開発は変位基準によって変状有りと、それから、後期更新世以降の活

動なしを認定できる箇所として、抜粋版の(11)ページですか、6か所、変状有りと認定で

きる箇所2か所と、それから活動なしと認定できる箇所4か所ですか、6か所を選定して、

これらを差別化する指標を検討するというふうにしておるんですけども、まずは、(12)ペ

ージ、抜粋版を御覧ください。 

 まずは、例えば、それぞれ1か所ずつ選定してリスト化している項目全てに対して調

査・分析を行って、指標化できる、あるいは、その可能性のある項目について、より確度

の高い項目を抽出するなどの評価を行って、我々、審査チームと一定程度の共通認識を持

つ必要があるのではないかなというふうに考えております。この段階で1回説明を求めた

いというふうに考えておりますけども、いかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発の井下でございます。 

 先ほど、先ほど佐藤審査官から御助言、御指摘がありました点、(12)ページのところで
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すけども、まず、指標を我々もきっちり把握して、これでいくというところをお示しした

いということは、先ほど三宮から話がありました。 

 それで、我々としては、ここに6か所ありますので、6か所という考えもありましたけど

も、今、佐藤審査官からおっしゃっていただいたとおり、まず先行してこの2か所、番号

で言いますと①と③、ここにつきましてまだグレーのところがありますので、ここ、全て

出た段階でお示し、資料化して御説明したいというふうに考えております。できれば年内

ぐらいを目途で御説明できればというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤審査官 佐藤でございます。 

 そうしていただいたほうが手戻りもないし、我々と、やっぱりさっき申し上げたとおり、

一定程度の共通認識を持つというのが大事なことだと思うんで、そのようにお願いできれ

ばと思います。 

 例えば、これ、仮に第一段階の評価ということにしましょう。その上で、次に、次のス

テップということなんですけども、先ほど抽出した項目に対して、電源開発が言ってるよ

うに、6か所の調査分析を行って、これらの指標について、変状有りと、それから、活動

性なしを差別化する上で、十分なものであるのかどうかについて議論をしたいというふう

に考えていますけども、いかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○電源開発（三宮） 電源開発の三宮です。 

 2か所の次に6か所について、より確度の高いものに指標もなると思いますので、そのよ

うな順番でさせていただければと考えてございます。 

 以上です。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤審査官 規制庁、佐藤です。 

 これを例えば第二段階の評価としましょう。そうしますと、今度は調査データの充足性

というところがやや懸念があるかなというところでコメントをしたいと思うんですけども、

6か所から仮の差別化する指標と、それから、その根拠について、その理由について審議

した後、それが敷地全体に展開できるかどうか、敷地全体のボーリングコアを用いて調
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査・分析するというふうなことになるんですけども、今般の検討を行うに当たって、今の

現在の調査密度で、変状有りと、それから、活動なしを判断できる、いわゆる線引きでき

るだけのデータというのは得られているとお考えでしょうか、どうでしょうか、この辺り、

いかがですか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○電源開発（持田） 電源開発の持田です。 

 基本的には(13)ページに調査位置を示していますけれども、こういったデータでただい

ま佐藤審査官より御指摘がありました変状有り/後期更新世以降の活動なしといったとこ

ろの評価というのは、基本的には十分できるというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤審査官 佐藤です。 

 (13)ページなんですけども、今ほど持田さんから説明あったように、追加のボーリング

位置も図面には、これ、もう反映されているようですけども、掘削済みのボーリングデー

タでは、変状を生じている箇所から離れた敷地境界の南側でも、これ、粘土質の薄層が確

認されている箇所もたしかあったように思います。そういった観点も踏まえれば、これ、

最終的に工学的処置を講じる範囲の判断する上では、これ、データの充足性というのが論

点になる可能性があります。 

 それから、重要施設の周辺におきましても、これ、十分であるかどうかということも論

点になり得ると思いますので、これはもう必要な検討を電源開発で進めていただきたいと

いうふうに思います。 

 それから、変状有りと認定できる箇所と、それから同様の性状を有する部分に対して、

工学的処置を講じますというふうにしているんですが、このシームS-11に着目した、これ、

平面的な観点だけではなくて、例えばシームS-11周辺部の地盤の風化部の厚さを把握する

とか、深さ方向、鉛直方向、こういった観点の検討も必要なのではないかなというふうに

思っていますけども、その評価においても調査データは充足しているかどうかについては、

これ、御社において検討をしていただきたいというふうに思うんですが、この点、いかが

ですか。 

○石渡委員 どうぞ。 
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○電源開発（持田） 電源開発の持田です。 

 ただいま佐藤さんから指摘のございました風化に関するところですね。平面的なもの以

外にということで、これにつきましては(10)ページに先ほどの表がございますけれども、

この中で、例えばですけれども、風化を含んでいる項目としましては、上から5行目の色

調の観察、あと、その下の針貫入試験とか、あと、帯磁率も一部風化変質の程度というこ

とで評価できる項目として入れてありまして、このページのタイトルが、ちょっとシーム

S-11の性状ということで、あまりシームS-11、例えばその11よりも上盤とか下盤のところ

まで含んだことがちょっと分かりにくい表現になっておりましたので、ちょっと言葉足ら

ずだったんですけれども、実際には、そのシームの上下盤を含んで風化に関する調査も行

います。 

 それと、その前段のベースとして一番上の行の露頭の地質観察、これ、ボーリングコア

の柱状図も一緒なんですけれども、基本的に風化区分をきちんとしてやりますので、今、

御指摘の点については評価の中で十分検討したいというふうに考えてございます。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤審査官 佐藤です。 

 その点の検討は御社においてしっかり検討していただきたいというふうにコメントを申

し上げておきます。 

 そうしますと、先ほど申し上げたように、第二段階の評価まで進めたところで今度は変

状を生じている箇所というのは、これ、今までの御社からの説明ですと、地質調査による

観察事実から敷地の限られた範囲内に分布するという説明を受けています。この段階、こ

の断面では、まずは、その変状を生じている箇所の周辺のデータ、6か所を先行させつつ、

並行して調査箇所をさらに増やす等の必要な対応を行っていただいて、差別化する指標の

確度を確認した上で、変状有り/活動性なしとする領域のこの適切性、これを議論したい

というふうに考えていますけども、いかがでしょうか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○電源開発（持田） 電源開発の持田です。 

 ただいま御指摘のありましたところにつきましては、(13)ページになります。この中で、

ちょうどこの図面のオレンジで塗っています平面の中の一番右端のほうですね。ボーリン

グがいっぱい入ってるところですけれども、ここで大きく三つのトレンチがございます。

我々、Ts-6法面、Ts-7トレンチ、Ts-8トレンチと言ってまして、このトレンチが変状有り
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としているところに満遍なく入っておりまして、ただ、それだけではなくて、この今の図

のトレンチの形の間に小さな丸が内挿する形で群列ボーリングとして入っておりまして、

その変状有り/後期更新世以降の活動なしの境界を調べる目的で入れておりますので、こ

ういったデータも加味して御説明に使いたいというふうに考えております。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤審査官 佐藤でございます。 

 そうしますと、この段階である程度は変状有りと、それから、活動なしとする領域の明

確化というのがかなり見えてくるような感じにはなるのではないかなというふうに思いま

す。これ、仮に第三段階の評価というふうにしておきましょうか。 

 そうしますと、もう最後の段階で、これ、重要施設側面を含めた敷地全体の評価という

ふうなところに展開していくわけですけども、先ほど確定した第三段階の評価で確定、ほ

ぼほぼ見えてきた差別化する指標を用いて、変状有りと、それから、活動性なしとする領

域について、これが確定した上で、工学的処置を講ずる、変状有りと認定できる範囲の区

分に関する方針についても、これ、説明を求めたいというふうに思っていますけども、い

かがでしょうか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発、井下でございます。 

 最後、工学的対処でどこをやるかというところをきっちりお示しすることが、これの目

的の一つかと考えてございますので、今後の審査の中で御説明させていただきます。 

 以上です。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤審査官 佐藤でございます。 

 そうすると、これ、仮に第四段階の評価と言っておきましょうか。そうすると、今ほど

述べてきたように、第一段階から第四段階の評価と、ステップを追って評価結果を御説明

いただきたいという、こういうメッセージなんですけども、そうはいっても、これ、第一

段階の評価結果を見ないとなかなかその後の第二、第三、第四という評価、これ、今リジ

ットに決める必要はないんですけども、第一段階の結果というのをまずはお見せいただい

て、この場で議論するということが大事ですので、まず、そこに注力をしていただいて、

結果をお見せいただきたいというふうに思いますが、この点、いかがでしょうか。 

○石渡委員 どうぞ。 
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○電源開発（井下） 電源開発、井下ございます。 

 先ほど来、議論させていただいていますように、まず指標のところで最初、御提案いた

だきましたの2か所のところの全データをしっかり示すことによって、どれが差別化でき

るか、その差別化の内容がどう基準適合性につながるのか、その辺りをしっかり資料に落

とし込んだ上で御説明、議論させていただければと考えてございます。 

 以上でございます。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤審査官 はい。その点、重要なポイントとなりますので、ひとつよろしくお願いい

たします。 

 私からのコメントは以上になります。 

○石渡委員 それでは、今の点について、ほかに何かございますか。 

 よろしいですかね。 

 それでは、続いて電源開発から大間原子力発電所の地震・津波関係に係る検討状況及び

今後の工程についての説明をお願いいたします。 

 どうぞ。 

○電源開発（中村） 電源開発の中村でございます。 

 それでは、資料2-2の大間原子力発電所地震・津波関係に係る検討状況及び今後の工程

についての資料に沿って御説明させていただきます。 

 それでは、資料の2ページを御覧ください。審査状況や資料の準備状況を踏まえた当社

の希望スケジュールとなっております。表中、記号などの凡例ですけれども、下三角印が

ヒアリングを、星印が審査会合、現地調査としております。ピンク線は、各審査項目に対

する調査・分析、解析・評価などの検討期間を示しております。 

 まず、今後の審議においては、先ほど、今、議論しております敷地の地質、あと、地震

動ですね。そういったものを優先しまして、津波についても並行して御説明したいと考え

ております。 

 それでは、審査項目ごとに御説明していきます。 

 敷地の地質のうちシームS-11の評価につきましては、本日の方針の審議内容を踏まえて、

まずは2か所、そういったところの変状有り/後期更新世以降の活動なしを差別化するため

の指標から12月下旬よりヒアリングで御説明する予定です。 

 初回は先ほど議論ありましたように変状有り/後期更新世以降の活動なしを差別化する
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ための指標の妥当性、あと、その指標がどうであれば基準適合しているかというところを

説明できるかについてやって、説明いたします。その後、調査分析結果、あと、6か所な

どを示した上で、変状有り/後期更新世以降の活動なしの分布と段階的に御説明しまして

工学的対処についても順に説明していくことで考えてございます。 

 続いて地震動でございます。隆起域を考慮した仮想的な断層による地震の評価方針につ

きましては、11月上旬にヒアリングで御説明する予定です。 

 その後、F-14断層・奥尻3連動の地震動評価と合わせて、会合で御審議いただいた上で、

仮想的な断層による地震の解析及び地震動評価を実施後、その評価結果について説明する

予定としております。 

 海洋プレート内地震につきましては、2022年3月16日に発生した福島県沖の地震に関す

る知見を踏まえた地震動の評価について、先ほどの仮想的な断層による地震の解析及び地

震動評価を実施している期間中の2024年1月以降に御説明する予定です。 

 また、震源を特定せず策定する地震動についても、仮想的な断層による地震の解析及び

地震動評価を実施してる期間中の12月上旬から説明に入らせていただければと思います。 

 最後に津波です。津波の組合せにつきましては、10月下旬にヒアリングにて御説明する

予定としております。基準津波は、津波の組合せの審議に続いて説明する予定です。 

 説明は以上でございます。 

○石渡委員 それでは、今のスケジュール案について何かございますか。 

 三井さん。 

○三井調査官 原子力規制庁の三井です。 

 私からはちょっと幾つかコメントをさせていただきたいんですけども、今、御説明いた

だいたスケジュールの中で、まず、最優先で進めるものというのは、この表の一番上にあ

るシームS-11の評価でございまして、今日の前段で議論をさせていただいてきましたとお

り、今日、当初御説明いただいた段階よりも、より段階を踏んで評価をすべきというお話

をさせていただきまして、まずは第一段階の代表地点の2地点の評価結果で指標の見通し

を立ててもらうという話があったかと思うんですけども、その話が、先ほどの話だと12月

ぐらいには第一弾の結果をお示しできるというようなお話もあったかと思うんですけども、

そういったお話を踏まえて、あとは、ちょっとこの表を見ると、年内は月ごとのスケジュ

ールになってるんですけど、来年以降も、1月以降のスケジュールの部分が若干粗い形に

なっているので、ちょっと本日の議論を踏まえて、あとは来年以降のスケジュールも、も
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うちょっと細分化した形でより現実的な形で線引きをしていただきたいというのが1点目

なんですけども、その辺、大丈夫ですか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発の井下でございます。 

 少し1点確認させてください。それは、今、これまで何回か御説明をさせていただきま

した工程についてですね、以前。そのときも至近3か月をこのような形でお見せして、あ

とはちょっと前段の審査の状況によって、どういうスケジュールかというところが分かり

かねるというところがありましたので、我々としては、今回、これまでと同様に、次どう

いう順番でやっていくかということを御理解いただこうという形で、一応このような形に

していただきましたが、今、三井調査官からの御発言ですと、この1月以降についても同

じような、この前段と同じようなイメージの工程を示すということを依頼されているとい

う解釈でよろしいでしょうか。 

○石渡委員 三井さん。 

○三井調査官 原子力規制庁の三井です。 

 理解としてはそのとおりなんですけれども、ちょっとあんまりその先まで月に分けてス

ケジュールを立ててもらってもあんまりその先を読めないというのはおっしゃるとおりだ

と思うんで、例えば、今、1月以降という形、例えば1月～3月までとか、年度内とか、も

うちょっと実現可能な範囲でもうちょっと細分化してほしいというお願いです。だから、

例えば6月とか7月とか、ずっと月ごとに線引きしてくれという意味ではなくて、もうちょ

っと1月以降の部分をもう少し可能な範囲で充実してほしいという趣旨です。 

○石渡委員 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発の井下でございます。 

 ということは、年度内というところが御希望というところで解釈いたしました。それで

よろしいでしょうか。 

○石渡委員 三井さん。 

○三井調査官 三井です。 

 年度内という限定はしないんですけど、そこはもう本当にそちらのほうで、いや、どう

しても月ごとに分けることが難しいというお話であれば、そこはもうしようがないんです

けど、一つの目標としては年度内というのがあるかなというところもあるんで、そこを含
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めてちょっと再検討していただけますかというお願いです。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発、井下でございます。 

 こちらのほうで検討させていただきます。 

 以上です。 

○石渡委員 どうぞ。部長。 

○大島部長 大島でございます。 

 基本的にもうちょっと細かくというか、3か月単位ぐらいでいいのかなという感じはし

ているんですけども、ちょっと私自身、気にしてるのは現地調査をしなければいけない、

特にシームについては、そこのところは、多分、雪の関係もあって、ある程度、時間がた

たないといけない、それまでに何を優先順位として議論しておかなきゃいけないのかとい

うところ、一方で、現地調査にあんまり関係ないのは、少し後送りも考慮するとか、そう

いう優先順位を見る上で、ちょっとより分かりやすく、今だと同時並行でずらっと何か書

かれているので、ちょっとそこのところはもう少し優先順位が分かるような形にしていた

だいたほうがいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。 

○石渡委員 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発、井下でございます。 

 大島部長のおっしゃってること、承知いたしました。シームS-11で現地調査、我々もマ

イルストーンを打っておりますが、例えば、先ほど、大間はどうしても雪が降るところで、

気温も下がるというところで、なかなか冬季に露頭のところの現地調査というのはなかな

か難しいかなというところもあります。 

 ただ、今し方、先ほどのお話ですと、シームのお話ですと、まず指標のところが重要だ

ということで、指標につきましては、先ほども説明がありましたように、当該地点のボー

リングコアを取ってシームのところを調査・分析に用いて、上下の岩盤を風化度を指標と

して何ができるかというのを見ると、あとは、それを用いて薄片を作ったりすると、そう

いうのにつきましては、室内でも対応可能とかも考えられますので、またそれは今後我々

がどういうデータを見せるかによって何を御覧いただきたいかということは定まってくる

かと思いますけれども、現地調査であれば、そういうところが案として考えられますし、

ちょっと我々のほうで少し検討しましてお示ししたいというふうに思います。 
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 以上です。 

○石渡委員 大島部長、よろしいですか。 

○大島部長 規制部長の大島でございます。 

 ありがとうございます。コアなどを見るという部分もありますし、一方で、露頭の観察

とか、そういうところも必要なところがあるというふうに認識してますので、その辺、ど

ういう形でやるのか、これからの議論の進展によって、当然、スケジュールを変えていく

ことになると思いますので、その点はよろしくお願いします。 

 ちょっと今その話になったので、後でコメントしようかと思ってたんで、先にしますけ

れども、先ほどからの議論を聞いていて少し気になっているのは、いわゆる工学的措置、

多分、はつるんだと思うんです、排除するんだと思うんですけれども、その範囲をどうす

るかというのは、要は御承知のとおり、耐震重要施設などに影響がないようにするのはど

こまでなんだということになるということです。 

 一方で、御説明されているとおり、S-11全体で見たときに、きれいに何かが見えている

というわけではないという中で、何かすごい理想的には今言われている段階、佐藤のほう

からも段階論を言ってますけれども、段階を踏んでいってきれいに説明し切れるのかとい

うのは、そもそも変状がなぜ起こって、どういう要因で起こっているのかというのがまだ

科学的に十分合意形成されていない中で、なかなか厳しいんじゃないかと。一方で、動い

てないところと、動いているところの差別化をした上で、十分保守的なところで範囲、線

を引いていくと、もちろん深さ方向も引いていくということになるんだと思っているので、

そういうことを議論をさせていただきながらやらないと、いわゆる、いろいろこれまで言

われてますけど、審査プロセスの中では言われてますけれども、なるべく後戻りをしない

議論をさせていただきたい。 

 図面で言うと何ページですかね、13ページ辺りを出していただければいいんだと思いま

すけども、これ、全体、敷地全体で今範囲を示していただいているところだと思います。

これで言うと、要は右下のところの範囲というのは一定程度動いていると。じゃあその範

囲がどこまで、この図で言うと左側のほうに寄っていくのか、それから、海岸のほうの線

はどこで引けるのかというところを差別化してもらうということになるので、要は動いて

ないと、確実に動いてないんだという線を我々は引いてもらいたいと。 

 そのためにどうするのか、要は動いてないところと、動いているところの間を引くんで

はなくて、あくまでも動いてないと確実に思えるところで範囲を区切っていくということ
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なので、それが見極められるデータを、多分、いろんな何個かの指標を見ながら、違って

いるということをやるんだと思うので、そういうことも踏まえながら、ちょっと、さも間

違うと、この指標で変状がしているか、してないかが分かるんだみたいなことを我々、求

めてないですし、多分、それをやると恐ろしい時間になってしまうと。それは結果的に、

科学的にいいかもしれないですけども、我々は工学的な措置をされることに対しての妥当

性を見ればいいだけですので、ちょっとそこの部分は常に気をつけながら、我々も議論を

させていただきたいと思ってますし、説明のほうも気をつけていただければと思ってます。 

 以上です。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発の井下でございます。 

 大島部長がおっしゃっていただいたところ、理解しました。やはり変状して、活動がな

いところで我々もどこが線引きできるかというところは一番重要なファクターとなります。

それを工学的対処を行うことによって、敷地のシームS-11が活動性なしというふうに我々

として考えられるというところが、そこはやっぱり今回の一番のポイントかと思ってます。

そこをきちっと、先ほど一足飛びの話がございましたけど、そうではなくて、きちっと段

階を踏んで、規制庁、規制委員会側と我々のほうも相互認識を持って着実に進めていくこ

とによって、手戻りをなく、効率的な審査をできるように、我々も検討してまいります。

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○大島部長 よろしくお願いいたします。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 三井さん。 

○三井調査官 すみません、またちょっとスケジュールの話に戻らせていただきますけど

も、今ちょっとS-11のお話を主たる議論の内容でさせていただいたんですけども、それ以

外にも、例えばS-11のほうの評価を待っていると、ちょっと時間がたってしまうので、進

められる項目については進めていきたいという思いがありまして、例えば、この中で言い

ますと、地震動評価の中の内陸地殻内地震の評価でF-14断層と奥尻3連動の地震動評価の

コメント回答だとか、あと、隆起再現断層の地震動評価とか、あと、津波評価の組合せ、

地震と地震以外の津波の組合せ評価とかについては、並行して審査はできるんじゃないか
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なというふうに思っていますので、要するに、できるところについては、並行して進めて

いきましょうということでお願いしたいんですけども、その辺りはいかがですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発、井下でございます。 

 ありがとうございます。我々、各分野ごとでメンバーをそろえて準備してございますの

で、これは当然それを考慮した形で、今、お示しさせていただいております。当然、我々

としては、シーム、地震動を優先して、津波も遅れないように、きっちり準備をしてヒア

リングに臨むところで準備を進めてまいりますので、引き続きよろしくお願いします。 

 以上です。 

○石渡委員 三井さん。 

○三井調査官 認識は同じだと思うので、じゃあ、それで今後もよろしくお願いします。 

 私からは以上になります。 

○石渡委員 ほかにございますか。大体よろしいですか。 

 それでは、岩田さん、まとめをお願いできますか。 

○岩田調査官 規制庁の岩田です。 

 本日は、これまでの指摘事項に対しまして、まず、シームS-11の定義を見直すとともに、

シームを一体としての評価をするということについて反映されておりまして、評価方針を

見直すということでございましたので、これについては確認させていただきました。 

 その上で、シームS-11の活動性評価に当たっての方針につきましては、変状有りと活動

性なしの部分を区分するための指標を作成して、さらに、それらを総合的に判断した上で、

工学的措置を講じるといったような基本的な方向性については、我々としても一定程度で

理解をしたところでございます。 

 ただし、具体的な進め方については、先ほどコメントさせていただいたように、スケジ

ュールを含めましてですけれども、もう少し段階的に審議を進めるべきではないかという

ようなコメントをさせていただいたところでございます。 

 まず、具体的には、第1段階というふうに申し上げましたけれども、変状有り/活動性な

しの部分のそれぞれ1か所について、全ての項目について調査・分析を行った上で、指標

化に当たっての確度の高い項目を抽出するなどによって、どのような指標を設定するとい

うことを、まずは共通認識を持った上で審議を進めるべきではないかということで、その

時点で説明することを求めたというのが第1段階目でございました。 
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 次に、第2段階目といたしましては、先ほど御説明いただいた6か所に展開いたしまして、

第1段階での抽出した指標が十分であるのかどうかといったところを、その時点で説明を

求めたところでございます。 

 また、その際に、データの充足性について、例えばで申し上げますと、先ほども話があ

りましたけれども、敷地の南側とかにも。いわゆる粘土の薄層が確認されている部分なん

かもありますので、最終的に工学的措置を講じる際の判断の際に論点になる可能性もあり

ますので、しっかり重要施設の周辺も含めではございますけれども、必要があれば検討し

ておいていただきたいということを申し上げました。 

 さらに、シームS-11に着目した平面的な観点のみならず、深さ方向についても指標とな

るようなデータが十分であるかということについても検討していくことを求めたところで

ございます。 

 これについては、持田さんから(10)にはその部分も少し入っているというような回答が

ございましたけれども、その辺りは少し整理をしていただければと思います。 

 次に、第3段階目と申し上げましたけれども、変状有り/活動性なしの判断をする指標の

確度が十分にあるかどうかという点に加えまして、6か所の場所に加えて、プラスアルフ

ァを必要があれば検討していただきたいということを申し上げたと思いますけれども、変

状有り/活動性なしの領域の適切性について説明するということを求めた次第でございま

す。 

 ただ、先ほどもお聞きましたけれども、ここは南側というような割とまだ先入観を持っ

てやっていらっしゃるかと思いますけれども、最終的には指標をもって判断をするという

ことになるので、全体を俯瞰した上で、最終的にデータが足りなくならないように、これ

はあらかじめ御検討いただけたらと思います。 

 あと最後に、第4段階目といたしましては、変状有り/活動性なしの領域を確定した上で、

工学的措置を講じる範囲の区分はどこでするのか、先ほど部長からもありましたけれども、

それについての説明を求めたところでございます。 

 ただし、これも先ほど部長からコメントがありましたけれども、これらの段階について

は、現時点、我々が想定しているものでありますので、まずはやはり第1段階目の調査・

分析を行った結果をお示ししていただくということが重要かと思います。これは先ほど12

月ぐらいという御返事いただきましたので、その辺りも含めまして作業を進めていただき

たいと思いますし、審議の進捗によっては、今後のステージ、変更する可能性もあります
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ので、そこは柔軟に対応していただけたらと思います。 

 以上がシームS-11に関する点でございます。 

 あと最後に、スケジュールの話がございましたけれども、先ほど何点か確認事項があり

ましたが、我々も、例えば現地調査の話かありましたが、今回、第4段階ぐらいで確認を

させていただくということになると、今のスケジュールで想定されているように、最後に

1回、全部を見るといったような形ではなくなる可能性もありますので、もう少し、先ほ

ど、雪のシーズンという話もありましたが、どういうことが何ができるかというのは物理

的にはありますけれども、どの段階で何を確認すべきかということは、しっかり議論した

上で、必要に応じて、1回だけじゃない可能性もありますので、そこは一定程度の予見性

を持ったスケジュールを出していただいたほうがお互いによろしいんじゃないかというこ

とで、この辺については御検討いただきたいということでございます。 

 また、最後に、地震動評価、津波評価については、これは資料の準備状況によりますけ

れども、全体の優先順位を考えつつ説明を行っていただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 すみません。少し長くなりましたけれども、本日の審議に関しましては、以上の認識で

ございますけれども、電源開発からはコメントや確認事項があればお願いいたします。 

○石渡委員 いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発、井下でございます。 

 1点だけ確認させてください。スケジュールの話で、最初、S-11の話になったかと思い

ます。私、どっちかと言えば、時期の話をしておったのですが、議論させていただく中で、

それよりもS-11、本日議論させていただいて、少し議論のステップを踏むというところが、

ちょっとこの審査資料と変わっているところがございます。 

 ですから、御要望としましては、そこを踏まえますと、先ほど、岩田調査官からも、予

見性を持って現地調査、今日の議論を踏まえて、どういうのをお見せすれば、一番理解が

深められるかという観点で、今、お示ししている工程を少し見直さないといけないという

ところがありましたので、そこをしっかり今日の議論を踏まえてお見せすることで御理解

を深められるというところで考えておけばよろしいということですかね。 

石渡委員 岩田さん。 

○岩田調査官 規制庁の岩田です。 
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 まさに御認識のとおりで、第1段階を進めていただくとともに、今後、じゃあどういう

ことが、どういう時期にできるのかということをお互いに共通認識を持ちながら進めてい

くということが重要だと思いますので、そういう意味では、今、出していただいている線

表を少し見直していただくとともに、次には、じゃあ何が見れるのか、それはどういう時

期なのかということについても、お互いしっかり認識を持って進めさせていただければと

思います。 

 以上でございます。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 内藤さん。 

○内藤管理官 規制庁、内藤ですけども、このスケジュールの話には、先ほど電源開発か

らもありましたように、大間の地域を考えると、冬場って現地へ行っても、何も見れなく

なっちゃっているんですよ。そうすると、春先から秋の間で現地で物を見るということを

考えなきゃいけないという中で、そうすると、じゃあ一番直近で行こうと思うと、多分、

春になってからという状況になると思うんです。じゃあ、春に見に行くというふうに仮定

をすると、それまでにどこまで進められますかと。 

 そうすると、今、電発が考えているスケジュール感としては、ここまでは行って、ここ

までは春の段階で見れるということで、そこから先はちょっと難しいので、じゃあ、秋ま

での段階でどこまで進めるという作業仮説を置いた上で、秋にどこまでだったら見れます

かというのが見えるような形で、作業過程という形にも入ってくるんですけれども、そう

いう形でスケジューリングを見せていただきたいということです。 

 そうすると、その間に地震とか津波とか、別チームでやっていられるからという形で、

間に入れていきますということなんですけれども、どこのところで入れ込めそうなのかと

いうのが見えてくると思うので、そういう形で全体のスケジュールとして、どういうはめ

込みが、今想定されるのかというのが、先が見えるような形で示していただきたいと思い

ます。 

○石渡委員 どうぞ。 

○電源開発（井下） 電源開発、井下でございます。 

 内藤管理官がおっしゃったこと理解しましたので、今日の議論を踏まえまして、シーム

S-11、また、その他、どこに準備できるかということをお見せして御理解いただけるよう

な形で御説明させていただきます。 
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 以上です。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 ほかに何かございますか。大体よろしいですかね。 

 電源開発のほうから何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 大間原子力発電所の敷地の地質・地質構造につきましては、本日の指摘事項を踏まえて、

引き続き審議をすることといたします。 

 それでは、電源開発については以上といたします。 

 次の議題に入る前に座席の入替え等がございますので、ここで一旦休憩とします。3時5

分に再開します。 

 電源開発は以上といたします。 

（休憩 電源開発退室 北海道電力入室） 

○石渡委員 それでは、時間になりましたので、再開いたします。 

 次は北海道電力から、泊発電所3号炉の津波評価について説明をお願いします。 

 御発言、御説明の際は挙手をしていただいて、お名前をおっしゃってから御発言、御説

明ください。 

 どうぞ。 

○北海道電力（原田） 北海道電力の原田でございます。 

 泊発電所3号炉の津波評価に関しましては、本年3月24日、第1128回審査会合において御

指摘いただいた事項を踏まえまして、地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の組合

せ評価について検討を進めてきております。本日の審査会合におきましては、水位上昇側

の波源の選定結果と水位下降側につきましては、その評価方針について御説明させていた

だきます。 

 資料の説明は、青木よりさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北海道電力（青木） 北海道電力の青木です。 

 資料3-1を用いまして、組合せ評価のうち、水位上昇側に関わるコメント回答について、

北海道電力、青木のほうから説明させていただきます。 

 ページをめくっていただいて2ページ目をお願いいたします。こちらでは本資料の説明
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範囲をまとめたものになっております。資料の中央に津波評価全体の検討フローを掲載し

てございます。このうち地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の組合せについて、

本資料においてコメント回答させていただきます。 

 では、3ページをお願いいたします。こちらでは令和5年3月24日において、前回審査会

合をさせていただきました。その際の指摘事項をまとめております。具体的には指摘事項

のNo,33と34、この二つのうち水位上昇側について今回御説明させていただきます。なお、

指摘事項No,33、34に関わる水位下降側については、今後説明させていただきます。 

 ページをめくっていただいて4ページ目をお願いいたします。ここでは今回の資料の説

明概要について1ページでまとめたものになっております。 

 まず経緯からですが、地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の組合せ評価におい

て、地震津波の最大ケースではない波源、水位下降側の最大ケースと陸上地すべり（川白）

に伴う津波の組合せの評価結果が水位上昇側の最大ケースになります波源の入れ替わりが

生じたケースが大きくございました。そのため、泊発電所の波源の特徴を踏まえた津波の

組合せ評価を行いまして、敷地に対して最も大きな影響を及ぼす波源として水位上昇量が

最大となる波源を今回選定いたしました。 

 また、泊発電所の波源の特徴につきましては、大きいところとしまして、地震以外の要

因に伴う津波として、陸上地すべり（川白）に伴う津波の水位上昇量が大きいといった特

徴がございます。そのため、地震に伴う津波の最大ケースではない波源であっても、川白

に伴う津波と重なると、組合せ後の水位上昇側の最大ケースになる場合がございます。 

 また、津波の水位が最大となる波源の選定方針です。この選定に当たっては、泊発電所

の波源の特徴を踏まえまして、地震に伴う津波の第1波、第2波と陸上地すべり（川白）に

伴う津波の第1波、これはピークが重なる波源を網羅的に抽出しております。その上で、

水位の高さに着目したアスペリティ位置などのパラメータスタディを行いまして、ピーク

の水位が高い波源を選定し、組合せ評価を実施しております。なお、陸上地すべり（川白）

に伴う津波の第2波以降の影響については、別途確認しているところでございます。 

 これらの検討に加えて、地震に伴う津波のうち、川白に伴う津波とピークが重ならない

けれども、水位が高い波源についても組合せ評価を実施しております。これらの組合せ評

価により、全波源の中から津波の水位上昇量が最大となる波源を網羅的に選定できると考

えております。 

 その選定結果になりますが、今回のピークが重なる波源の組合せ評価を行った結果、地
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震に伴う津波として水位下降側の最大ケースでありました波源を対象にパラメータスタデ

ィを行ったことで、組合せ後の水位上昇量が最大となる波源を今回選定いたしました。ま

た、その結果として、水位上昇量の最大値が記載の例のとおり更新しております。 

 ページを移りまして6ページをお願いいたします。こちらは目次になっております。 

 この構成についての説明が7ページになっております。7ページでは、1章の本日の説明

概要における流れを整理しておりまして、川白の第1波の組合せ評価、指摘事項No.33-1が

組合せ評価における主要な指摘事項への回答になるため、指摘事項No.33-1に関する評価

の全体像を説明いたします。その後に今回の説明の要点として、各指摘事項の回答のまと

めを順番に説明させていただきます。 

 続いて8ページをお願いいたします。これは泊発電所の波源の特徴についてまとめたも

のになっております。日本海東縁部に想定される地震に伴う津波については、波源からの

入射波、こちらは第1波と呼ぶものに加えて、岩内側からの反射波（第2波）が発生しまし

て、この入射波と反射波の二つのピークが連続して発生するという特徴がございます。ま

た、地震に伴う津波の波源位置の変動を考慮することによって、敷地に津波が到達する時

間、ピークの発生時間が変化するという特徴もございます。また、三つ目の矢羽根、地震

以外の要因に伴う津波としては、川白の第1波のピークの水位が高いと。これらの特徴よ

り、地震に伴う津波の泊発電所への津波到達時間の変化により、地震に伴う津波の第1波、

第2波のピークと川白第1波のピークが重なる場合には、組合せ評価の水位が高くなるとい

うところがございます。 

 続きまして9ページで検討経緯をまとめております。一つ目のポチですが、地震に伴う

津波と川白に伴う津波の組合せ評価においては、先行サイトの実績も踏まえまして、泊発

電所においても地震に伴う津波の最大ケースと川白の組合せ評価を実施してございます。 

 その結果は、しかし、地震に伴う津波の最大ケースではない波源、具体的には水位下降

側の最大ケースと川白に伴う津波の組合せ評価結果が組合せ後の水位上昇側の最大ケース

になります「波源の入れ替わり」といった現象が多くございました。この「波源の入れ替

わり」については、泊発電所の波源の特徴により生じたものと考えております。具体的に

は、このピークが重なるかどうかの違いにより、「波源の入れ替わり」が生じました。 

 一つ目の矢羽根ですが、地震津波の上昇側の最大ケースとして選定された波源のピーク

と川白のピークについては重ならない結果になっております。ですが、一方、地震津波の

下降側の最大ケースとして選定された波源のピークと川白のピークが重なるといった結果
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で、この重なる、重ならないの結果がそれぞれ異なる結果になっております。 

 9ページ中の一番下段に結論を書いておりまして、以上を踏まえると、地震に伴う津波

と川白に伴う津波の組合せ評価を検討するに当たっては、地震に伴う津波の最大ケースで

はない波源であっても、そのピークは川白に伴う津波のピークと重なると、組合せ評価と

しては水位が高くなることを考慮する必要があるというところを確認しております。 

 続きまして10ページをお願いいたします。ここでは組合せ評価の検討方針についてです。

川白に伴う津波のピークと地震に伴う津波のピークが重なる場合には、組合せ評価の水位

が高くなるため、組合せ評価では「ピークが重なるかどうか」に着目する必要がございま

す。なお、ピークが重ならなくても、地震に伴う津波のうち水位が高い波源であれば、組

合せとしても水位が高くなる可能性があるため、「地震に伴う津波の水位」についても着

目しております。 

 以上を踏まえまして、「ピークが重なるかどうか」に着目したAの組合せ評価と「水位」

に着目したBの組合せ評価、これらの二つにより網羅的に敷地に対して大きな影響を及ぼ

す波源が選定できるものと考えております。 

 11ページ、検討フローをお願いいたします。先ほど説明した検討方針を踏まえまして、

Aの組合せ評価、Bの組合せ評価から水位が最大となるケースが組合せ評価の最大ケースの

波源として選定しております。 

 なお、Bの組合せ評価については、これまでの審査会合で説明した内容でありますので、

今回はAの組合せ評価を指摘事項No.33-1のコメント回答として主に説明させていただきま

す。 

 ページを移りまして、14ページをお願いいたします。14ページ以降では、指摘事項

No.33-1の回答のまとめというところで、先ほどまで説明してきたAの組合せ評価に関する

内容になります。14ページは検討方針になります。 

 川白の第1波と重なるのは地震に伴う津波の2波と1波であることから、これらを組合せ

評価の対象としております。なお、川白の2波以降の影響については3章のほうで整理して

おります。 

 二つ目のポチですが、各断層パターンの波源位置、東西方向位置や矩形・くの字モデル

を変動させることで位相が変動いたします。これにより、各断層パターンを検討対象波源

として、位相に影響する断層パラメータを変動させた検討により、川白の第1波のピーク

と地震に伴う津波の2波・1波のピークが重なる波源をまず特定いたします。その波源を特
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定した上で、水位に影響する断層パラメータを変動させた検討を行いまして、2波と1波の

ピークの水位が高くなる波源を選定して、組合せ評価を実施していきます。 

 続きまして15ページをお願いいたします。こちらは検討結果になります。今回の指摘事

項No.33-1の回答として実施しましたAの組合せ評価の結果は、前回の審査会合で説明しま

した評価結果を上回るケースが多く、概ね地震に伴う津波の第2波、波源地を東に移動さ

せた検討の断層パターン7の波源が選定されております。そのケースが下段の表における

黄色ハッチングのケースに該当しております。 

 この要因としましては、断層パターン7のアスペリティ位置という断層パラメータの変

動を考慮したことで、具体的には「de」というものからde南20、30というところに変動さ

せたところで、地震に伴う津波のピークの水位が高くなって組合せ評価の水位が高くなっ

たためと考えております。 

 続いて16ページをお願いいたします。16ページでは、前回の審査会合における評価結果

をまとめております。評価としてはBの組合せ評価の最大ケースをまとめたものになって

おります。下表におけるグレーハッチングの箇所が前回の15ページにおける黄色ハッチン

グのケースに置き換わったというところを更新されたというところを説明するものになっ

ております。 

 続いて17ページをお願いいたします。最後の結論になりますが、津波の水位が最大とな

る波源の選定としては、地震に伴う津波の最大ケースではない波源であっても、川白に伴

う津波と重なる場合には、組合せ後の水位上昇が最後ケースになる特徴があるため、前回

の評価結果に今回の指摘事項No.33-11の回答として実施したAの組合せ評価を追加するこ

とで、全波源の中から津波の水位上昇量を臍帯になる波源を網羅的に選定しております。 

 下段の箱書きの中ですが、選定の結果というところで、Aの組合せ評価とBの組合せ評価

を実施することで、全波源の中から津波の水位上昇量が最大となる波源を網羅的に選定し

ております。 

 また、今回の指摘事項No.33-1の回答として実施したAの組合せ評価にてアスペリティ値

などのパラメータスタディを行い、組合せ後の水位上昇度が最大となる波源を選定いたし

ました。その結果、水位上昇量の最大値を更新しております。 

 続いて18ページをお願いいたします。ここでは川白の2波以降の組合せ評価の影響とい

うところで、指摘事項No.33-2の回答をまとめたページになっております。左上の箱書き

に検討方針を記載しております。川白の第2波以降については、川白の第1波と比較して水
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位が低く、ピークが重なったとしても水位が高くならないことを示すという方針としてお

ります。 

 なお、影響が大きいと考えられる組合せとしましては、川白の2波と地震津波の2波の組

合せ、また、川白の4波と地震津波の4波の組合せを対象に検討しております。 

 左下の青書きのところに検討フローを書いておりまして、まず最初に、①重なる波源を

選定しております。その後、②組合せとして線形足し合わせによる影響の確認を行ってお

ります。そこで影響が小さいと言い切れない場合には、組合せの同一波動場による影響確

認を行った上で、最終的な結論というところで、第2波以降の影響が小さいことを示して、

川白1波を対象とした組合せ評価の最大ケースが妥当であるというところを示すことを目

的にしております。 

 その結果が19ページになっております。川白2波以降の組合せ評価結果を上段に記載し

ておりまして、川白1波の組合せ評価の当社における最大ケースと言っているものについ

ては、下段のところの表にまとめております。これらを比較したところ、2波以降のほう

が水位が小さく、2波以降の影響が小さいというところを確認しております。その結果、

川白1波を対象とした組合せ評価より得られた組合せ評価の最大ケース、一番下に書いて

いるものが妥当であるというところを確認しております。 

 続いて20ページをお願いいたします。ここでは指摘事項No.34番の敷地に対して最も影

響を及ぼす波源の選定に関する回答になります。 

 敷地に対して大きな影響を及ぼす波源については、二つの矢羽根で示すところより、地

形モデルごとの最大ケースを選定するという考えにしております。一つ目の矢羽根ですが、

泊発電所の波源の特徴、様々な方向から津波が伝播するというところより、防波堤の損傷

の有無によって水位に及ぼす影響が異なり、地形モデルごとに各評価項目の最大ケースと

して選定される波源が異なります。 

 また、基準津波の策定後に実施する施設への影響評価においては、評価値の大きい波源

を選定することは安全側の評価につながるため、地形モデルごとの最大ケースを「敷地に

対して大きな影響を及ぼす波源」に選定しております。この考え方の整理に当たっては、

先行サイトの評価も参考にしております。 

 21ページをお願いいたします。ここでは敷地に対して大きな影響を及ぼす波源について

まとめております。具体的には四つの地形モデルを当社では検討しておりまして、四つの

地形モデルと防波堤前面上昇側から放水口までの四つの評価項目に対して、4×4のマトリ
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ックスで最大ケースを「敷地に対して大きな及ぼす波源」に選定しております。 

 続いて23ページをお願いいたします。ここまで説明した内容は1章の本日の説明概要と

いうところで概要を説明したところになります。 

 2章以降の内容につきましては、1章で説明し切れなかったところを中心に説明させてい

ただきます。 

 25ページをお願いいたします。ここでは2章というところで、川白1波の組合せ評価に関

する検討フローについてここで補足させていただきます。下段のところの青書きのところ

に検討フローを記載しております。大きいフローとしましては、まず(1)というところで、

ピークが重なる波源を特定するというところで、位相の観点の検討を先に実施しておりま

す。 

 その後、(2)というところで、ピークの水位が高くなる波源の選定を行いまして、組合

せ評価をやっていくという水位の観点の検討を(2)で実施しております。 

 また、(1)の中の検討の流れとしましては、まず①というところで検討の対象波源とい

うところで、どの断層パターンを対象にするかを整理しております。その後、②というと

ころで、波源位置（東西方向位置）の設定範囲を整理しております。その上で③、ピーク

が重なる波源を特定しております。 

 続きまして(2)の水位の観点の検討では、④概略検討としましては、東西方向位置と矩

形・くの字モデルのパラメータの影響を見た上で水位が高くなる波源を選定しております。

その後、⑤詳細検討では、アスペリティ値と断層面上縁深さの検討をして、ピークの水位

が高くなる波源を選定し、その後、⑥の組合せ評価の対象にしているという流れになって

おります。 

 続きまして26ページをお願いいたします。各断層パラメータの変動を考慮した場合にお

いて、ここでは水位時刻歴波形の位相や水位に与える影響について、この表のとおり整理

しております。 

 表中の中央に水位時刻歴波形を掲載しております。ここでは断層パラメータを変動させ

た場合における波形に与える影響を水位時刻歴波形として整理しておりまして、その波形

から位相に及ぼす影響があるかないか、水位に及ぼす影響があるかないかというところを

判断しております。 

 内容については27ページのほうを参照願います。こちらは(1)の箱書きの中ですが、位

相の観点の検討というところになります。一つ目の矢羽根ですが、波源位置（東西方向位
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置と矩形・くの字モデル）の変動を考慮することで、位相が変動いたします。これは波源

位置と泊発電所との距離に応じて、津波が泊発電所へ到達する時刻が変わるためでありま

して、位相に大きい影響をおよぼす断層パラメータについては、東西方向位置と矩形・く

の字モデルの違いであると考えております。 

 以上より、これらの断層パラメータの変動を考慮することで、ピークが重なる波源を特

定いたします。 

 続いて(2)の水位の観点の検討についてです。全ての断層パラメータが水位に影響を与

えることから、網羅的に「東西方向位置、矩形・くの字モデル、アスペリティ位置、断層

面上縁深さ」の変動を考慮して、ピークの水位が高くなる波源を選定していきます。具体

的には概略検討と詳細検討のツーステップで検討しておりまして、概略検討では、(1)で

検討したパラメータであります東西方向位置と矩形・くの字モデルの影響を見ております。

その後の詳細検討では、残りの断層パラメータでありますアスペリティ位置と断層面上縁

深さを対象に、水位の観点から影響の大きい断層パラメータを抽出しているというところ

になります。 

 続いて28ページをお願いいたします。ここではアスペリティ位置の検討対象について整

理しております。アスペリティ位置の変動については、泊発電所に正対する位置にした場

合にピークの水位が大きくなるというところから、de付近（de～ef）というところを考慮

しております。「de～ef」から外れる「ab～gh」といった南北に大きく振った変動につい

ては、アスペリティ位置と発電所との距離が遠くなることでピークの水位が小さくなると

いうところから、検討対象とはしておりません。 

 続きまして32ページをお願いいたします。ここから具体的に(1)のピークが重なる波源

の特定に関する整理になります。その最初の検討の第1段というところで、①の検討対象

波源についてです。ここでは断層パターンの違いによる影響を整理しておりまして、断層

パターンの違いによって、水位時刻歴波形が大きく異なるというところをまとめておりま

して、なので断層パターンごとの5～8を対象にしているというところを32ページ、33ペー

ジにかけてまとめたものになっております。詳細については割愛させていただきます。 

 35ページをお願いいたします。②というところで波源位置の設定範囲について整理して

おります。この整理範囲については、日本海東縁部に想定される地震伴う津波の評価と同

様にしておりまして、その結果より東西の移動量をこちらの下表のとおりまとめておりま

す。こちらも詳細については、過去の審査と同様の内容であるというところで割愛させて
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いただきます。 

 続いて37ページをお願いいたします。ここから具体的にピークが重なる波源の特定の検

討方法に移っていきます。上段テキストボックスの二つ目のポチですが、東西方向位置を

25km変動させた場合には水位時刻歴波形の位相が約150秒変動するというところを確認し

ております。こちらは換算しますと、東西5kmずらすと30秒変動するというところが分か

っているところになっております。 

 そこから左下のテキストボックスですが、東西方向位置を5km変動させた場合に30秒変

動するというところを踏まえた上で、地震に伴う津波の2波と1波のピークの発生時刻から

どの程度東西方向位置を変動させて場合に、川白の1波の組合せ時間範囲に入るかという

ところを検討して、東西の移動量を設定しております。 

 続いて38ページをお願いいたします。ここでは「矩形・くの字モデル」に関する位相の

ずれの程度をまとめております。「矩形・くの字モデル」の違いによって、水位時刻歴波

形の位相に約60秒の差が発生することを踏まえた上で、「くの字モデル」のピークが重な

る波源位置を設定しております。 

 これらの設定の結果が39ページになっていきます。39ページ、上段では、地震に伴う津

波の2波と川白の1波のピークが重なる波源の選定した、特定した結果になっております。

その結果は断層パターンごと7の「矩形モデル」の東へ何kmと書いているものが重なる波

源として抽出された結果になっております。 

 一方、下段の地震に伴う津波の第1波と陸上地すべり（川白）第1波の重なる波源につい

ては、下段の表に記載しているとおり、断層パターン5～8の「矩形モデル・くの字モデル」

のそれぞれにおいて重なるという結果が得られております。また、こちらにおける黄色ハ

ッチングで示したところが重なる東西方向位置になっております。 

 続きまして41ページ、ここからはピークが重なる波源のバックデータになっております

ので、詳細割愛させていただきまして、ページ飛びまして49ページをお願いいたします。

ここまででピークが重なる波源を特定しましたので、ここからは概略検討というところで、

水位の観点の検討を実施しております。 

 49ページでは、概略検討の結果、49ページ以降で概略検討の結果を掲載しておりますが、

内容としては、東西方向位置、矩形・くの字モデルの違い、断層パターンについて、変動

の影響を検討して、水位が多くなる波源を選定しております。そのエビデンスに該当する

ところが、それぞれ東西方向位置は50ページ、矩形・くの字は51ページ、断層パターンは
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52ページというところになっておりまして、内容については、方針としては、水位が大き

くなるものを選定しているというところになりますので、詳細の説明は割愛させていただ

きます。 

 その結果が53ページになっておりまして、地震津波の第2波が重なるものについては、

断層パターン5と7の二つのケースが選定されまして、下段の地震津波の第1波の西移動の

ケースのケースについては、下段の3ケースが選定される結果になっております。 

 次いで55ページをお願いいたします。ここからは詳細検討の内容になっております。考

え方は先ほどの概略検討と同様でして、対象になるパラメータが異なっているというとこ

ろで、詳細検討では、「アスペリティ値」と「断層面上縁深さ」のそれぞれの変動を考慮

しまして、水位が高くなる波源を選定しております。 

 56ページ、57ページがそれぞれのエビデンスになっておりまして、結果をまとめたもの

が58ページになっております。 

 こちらは地震に伴う津波の第2波、東移動では記載している三つの波源のケースを選定

しております。また、地震に伴う津波の第1波の西移動については、下段の三つのケース

を対象に選定しております。合計六つのケースを対象に組合せ評価を実施しております。 

 次60ページをお願いいたします。ここでは組合せ評価のうち、地震津波の第2波（東移

動）についてまとめたものになっております。組合せ評価としては、組合せの時間差であ

りますTs～Ts+Tdという範囲の中で5秒ピッチで変動を考慮した組合せ評価を実施しており

ます。その結果、得られた最大ケースをこの表の黄色ハッチングで示しているところにな

っております。この第2波（東移動）の組合せ評価結果のうち、断層パターン7の波源が概

ね最終的な組合せ評価の最大ケースとなっております。 

 その考察をしたものが61ページになっております。61ページ上段のテキストボックスの

二つ目のポチですが、断層パターン7の「アスペリティ値」の変動を考慮しまして、deと

いうものからde南へ20、30というところに変動させたことで地震津波のピークの水位が高

くなりまして、組合せ評価の水位が高くなったという考察を記載しております。 

 中央に波形を並べておりますが、左側がアスペリティ値:deのもの、右側がde南20のも

のになっております。こちらのピークの水位を確認していただくと、アスペリティ値を変

動させたことで、ピークの水位が大きくなっているというところが分かるかと思います。 

 続きまして62ページをお願いいたします。こちらでは組合せ評価のうち、地震に伴う津

波の第1波の西移動させた結果についてまとめたものになっております。こちらは結果と
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して、組合せ評価上の最大ケースにならないというところで、影響は小さいというところ

で、説明は割愛させていただきます。 

 続いて65ページをお願いいたします。こちらは2章の第1波の組合せ評価のまとめになっ

ておりまして、これをまとめたものが66ページから69ページになっておりますが、この内

容については、1章の説明概要の際に説明した内容と同じでありますので、説明としては

割愛させていただきます。 

 続きまして、70ページ以降をお願いいたします。ここから3章になりまして、川白の2波

以降の影響について整理したものになっております。 

 72ページをお願いいたします。72ページでは、川白の水位時刻歴波形用いて整理したも

のになっております。内容については後述させていただきます。 

 73ページでは、地震津波の波形を並べたものになっております。 

 それを分析したものが74ページ下側のテキストボックスになっております。74ページの

下側のテキストですが、川白1波のピークの水位については、全ての「評価項目」・「地

形モデル」において最大でありまして、川白の第1波を対象とした組合せ評価結果より、

泊発電所に対して一番大きいケースというところで、最大ケースが選定できると考えられ

ますが、一部のケースにおいては、2波以降と1波のピークの水位の差が大きくないという

状況も認められます。 

 なお、地震津波の2波、4波については、ピークとして水位が大きい波源であるというと

ころを踏まえて、影響が大きいと考えられる組合せとして、2波と2波、4波と4波の組合せ

について検討していきます。 

 続いて77ページをお願いいたします。こちらは2波以降の検討に対する検討方針、検討

フローになっておりまして、この内容についても1章で説明済みですので割愛させていた

だきます。 

 78ページをお願いいたします。ここでは重なる波源の選定の結果のうち、3号取水口と

1、2号炉取水口の結果になっております。 

 結論から説明させていただきますと、一番下側の表中に結論を書いておりまして、2波

と2波の組合せにおいては断層パターン5～8というものが重なる波源として抽出しており

ます。その考え方、選定した理由というところですが、表中央に水位時刻歴波形を並べて

おりますが、こちらの波源を西に移動させた場合に、黒色の矢印のところが紫色の②の川

白の2波の組合せ時間範囲に入るというところを踏まえて、重なる波源として選定してお
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ります。 

 また、4波と4波については、波形としては一番東に寄せて、位相が早い波形を載せてお

りますので、この波形が直接④の紫のハッチングの範囲に入っているかどうかという基準

より選定しております。その結果が断層パターン5と7の波源が重なる波源として抽出した

ものになっております。 

 79ページをお願いいたします。ここでは放水口についてまとめたものになっております。

先ほどの取水口との違いというところで、放水口では、4波と4波の組合せとして重なる波

源がないというところが違いになっております。 

 80ページをお願いいたします。ここでは組合せ評価のうち、線形足し合わせによる影響

確認を実施しております。こちらは表中で川白1波の組合せ評価と2波以降の評価結果を比

較しておりまして、そのうち黄色ハッチングをかけているところが第2波以降の影響が小

さいと言い切れない波源のケースというところで、健全地形モデル1、2号取水口について

は、同一波動場の検討対象として後段の検討に移っております。 

 83ページをお願いいたします。健全地形モデルの1、2号取水口のケースを対象に統一波

動場で実施した結果を83ページで掲載してございます。左上が2波と2波の組合せ、右上が

4波と4波の組合せになっております。これと中央に掲載してございます組合せ評価の最大

ケース、1波の組合せ評価結果と比較しますと、2波以降の検討の結果のほうが水位が小さ

いというところで、結論としては、川白の2波以降の影響が小さく、組合せ評価の最大ケ

ース、1波を対象とした組合せ評価結果が妥当であるというところを確認しております。 

 84、85については、2波2波、4波4波の組合せの伝播状況をまとめたものになっておりま

す。詳細については割愛させていただきます。 

 また、87以降、こちらはまとめになりますが、このまとめについても、1章で説明した

内容になりますので、飛ばさせていただきます。 

 また、90ページをお願いいたします。こちらの4章の敷地に対して大きな影響を及ぼす

波源の指摘事項No.34についてですが、こちらは1章の回答、説明した内容が、ほぼほぼコ

メント回答に該当しておりますので、詳細な内容については割愛させていただきます。 

 また、ページ飛びまして98ページをお願いいたします。ここでは水位下降側については、

今後説明予定としておりますが、そのうち今後の方針について98ページと99ページの2ペ

ージにかけて整理しております。 

 98ページの左上のテキストボックスですが、耐津波設計では、基準津波による「貯留堰
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を下回る時間」に対して、容量が確保できることを示す予定となっております。水位下降

側の時間評価としましては、一時的な水位上昇による水位回復を見込まないことで安全側

の評価となるように「貯留堰を下回る時間」を用いております。また、基準津波の選定方

針としましては、ガイドに基づきまして、「施設最も大きい影響を及ぼす波源」というの

を選定する必要がありますので、「貯留堰を下回る時間」の最大ケースを選定していきま

す。 

 また、99ページをお願いいたします。これまで説明してきた内容と方針を変更している

ところがございますので、その変更点をまとめたものが99ページになっております。右下

に波形を載せておりますが、従来の評価ではパルスを考慮しない時間、貯留堰を下回る継

続時間といったものを評価しておりましたが、これに対して安全側の評価になるように

「貯留堰を下回る時間」に評価を変更しております。 

 また、左下のところですが、3号炉取水口の水位下降量の扱いについても注記しており

ます。取水口前面に貯留堰を設置することで取水性を確保するため、下降量の最大ケース

については、基準津波の選定対象としないという方針を考えております。 

 以上で資料3-1について説明させていただきました。 

 また、今回、資料3-2については補足の内容になりますので、詳細な説明は割愛させて

いただきます。 

 最後に、資料3-3というところで残されている審査上の論点とその作業方針、作業スケ

ジュールについてまとめておりますが、この修正内容については、今回、水位下降側を今

後説明予定にしましたので、それに合わせて内容を修正したというところで、詳細な説明

については割愛させていただきます。 

 以上で資料全体の説明を終わらせていただきます。 

○石渡委員 それでは、質疑に入ります。どなたからでもどうぞ。 

 谷さん。 

○谷審査官 規制庁地震・津波審査部門の谷です。 

 説明、ありがとうございました。今回は地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の

評価のうち、評価結果としては水位上昇側の評価結果というのを確認するものです。 

 水位上昇側なんですけれども、11ページをお願いします。11ページの青四角の下側、B

としているもの、前回までは地震に伴う津波の最大ケース、これ18ケースを検討対象波源

として組合せ評価を行っていたと。前回の検討では課題があって、それは何かというと、
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日本海東縁部の津波として単独では津波水位が最大ではなくても、陸上地すべり（川白）

とのピークが重なることで、組合せ評価において影響が大きくなる波源、こういったもの

を選定できていない可能性があると。だから前回会合では追加説明を求めていました。 

 それに対して、10ページのほうが分かりやすいですね、10ページの青四角囲みのAのほ

うですね。Aとして記載している、ピークが重なる波源の組合せ評価、この評価を実施し

ていると、追加検討が行われているという説明が、まずありました。 

 あと、18ページをお願いします。ここで説明していますけれども、陸上地すべり（川

白）、これは前回第1波のピークだけを考慮していたんですけれども、これも上昇側の2波

以降による影響についても今回は確認しましたということで説明がありました。 

 今ほどの説明について何点か確認していきたいと思います。ほとんどが事実関係の確認

なので、簡潔に答えもらったらと思います。 

 まず、1点なんですけれども、評価に当たっての考え方の確認をしたいと思いますけれ

ども、追加検討では、泊サイトの津波の特徴として、まず、陸上地すべり（川白）の水位

がこれが大きいと、6m程度最大でありますと。もう1点は、日本海東縁部津波の岩内湾か

らの反射波と重なることなどによって水位が大きくなる。こういった特徴もあると。そう

いった特徴は、これまでも説明があったものですけれども、この特徴を踏まえて検討して

いるということかと思います。 

 検討内容なんですけれども、先ほどの10ページのAのところに書いているとおり、検討

対象波源は前回会合では限られた波源を対象としていたんですけれども、今回は地震に伴

う津波の全波源を検討対象としているということ。そして、その方法としては、陸上地す

べりの津波と水位のピークが重なる日本海東縁部の波源をまず特定すると。ピーク同士が

重なるものをまず特定すると。そのピーク同士が重なる波源に対して水位に影響する断層

パラメータを変動させた検討を行っていると、そういったことをすることで、大きな水位

のものを特定しているということと理解しています。 

 つまり、日本海東縁部津波の全波源を対象にしていると。陸上地すべり（川白）とピー

クが重なるものを見つけ出す。さらに水位が大きくなるパラメータのものを抽出している

ということで、これによって組合せで大きくなる波源が網羅的に検討できている。だから

波源選定が妥当であるといった説明かと思うんですけど、そういうふうに私は説明を聞い

て理解したんですけど、認識は合っていますでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 
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 どうぞ。 

○北海道電力（青木） 北海道電力の青木です。 

 先に結論からいいますと、認識としては同じと考えております。 

 資料の11ページをお願いいたします。前回の会合で説明した内容については、主にこの

フローのうち下段側に該当するところになっております。具体的な検討としましては、最

初にピークの水位が高くなるものを検討しまして、それが地震津波単独の最大ケースとし

て選定しておりました。その最大ケースを対象に位相をずらして、ピークが重なるかどう

かという検討をしたものが、右側に移っていくB-2の組合せ評価に該当するところでした。

その際に対象とする波源というところを限定しておりまして、地震津波としてピークが大

きいものというものを限定してやっておりましたが、そうすると、重ならないという結果

が出てきたというところが前回までの結果になっております。 

 そこから上段のところで、本当に組合せ評価として大きくなるものは何かというところ

を考えたところ、ピークが重なった上で、重なりつつ、さらにピークの水位が高いものと

いうものが泊として一番大きくなる可能性があるというところで、今回Aの評価を追加し

たものになっております。 

 この二つの観点で検討したところから、一番大きいケースを選んできているというとこ

ろで、網羅的な波源選定ができており、組合せ評価として一番大きい波源が選定できたと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○石渡委員 谷さん。 

○谷審査官 谷です。 

 丁寧に回答、ありがとうございました。認識としては一緒ということですね。 

 続いてなんですけど、検討結果について、これも本当に事実確認ですけれど、前回の検

討結果というのが16ページにあると。今回の検討結果が15ページにありますよと。15ペー

ジなんですけれども、比べて見ないと分からんですが、前回会合と比較すると、今回、追

加検討をやって波源を選び直した。その結果、ほとんどの地形モデル、評価点で断層パタ

ーン7の波源が敷地に対して影響が大きな津波となるということ。そして、その水位の値

としては、防波堤前面で話をしますと、前回会合の評価水位としては16ページの左から2

列目、地形モデル①で発生した14.11mという数値だったんですけれども、今回は15ページ

では表の一番右側、地形モデル③で発生していて15.68mとなるということで、前回と比べ
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て1.6m程度増加したということかなと思うんですけど、その辺は正しいですよね。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 どうぞ。 

○北海道電力（青木） 北海道電力の青木です。 

 御認識、谷さんのおっしゃるとおりでして、16ページのものが前回のもの、そこから15

ページの黄色ハッチングで更新して、水位が大きくなったというところになっております。 

 以上です。 

○石渡委員 谷さん。 

○谷審査官 谷です。 

 確認できました。 

 前回の会合の説明と比較して、評価水位が大きくなった要因というのは、断層パターン

7という波源は、前回も選ばれていたんですけれども、なぜ水位が高くなったかというと、

詳細検討といったことを実施していると。その結果で、特にアスペリティ位置と、61ペー

ジで分析していて、アスペリティ位置、あるいは、加えて断層上縁深さについて、水位が

高くなるパラメータを特定したものだということかと思います。 

 要するに、断層パターン7というのは、これまでも選ばれていたんですけれども、今回、

北海道電力が説明する詳細検討を実施した、これによって水位が高くなったということで

よろしいですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北海道電力（青木） 北海道電力の青木です。 

 断層パターン7については、従来の評価からも選ばれておりまして、それに対して今回、

アスペリティ位置というパラメータを細かく影響を見て水位が大きくなるものを選定した

というところになっております。認識について相違はございません。 

 以上です。 

○石渡委員 谷さん。 

○谷審査官 谷です。 

 ありがとうございます。 

 確認、最後ですけど、陸上地すべり（川白）の第2波以降の影響についてなんですけど、

77ページをお願いします。77ページの右側の時刻歴波形、上側が地震に伴う津波、下側が

陸上地すべり（川白）ということなんですけれども、上側の日本海東縁部というのは、第
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1波だけじゃなくて2波も4波もピークが高いケースもあると。そういうこともあって、こ

れらの水位のピークというのは陸上地すべりのそれぞれの2波のピークだとか、4波のピー

クと一部重なっていくということも考えられることから、この二つが組み合わさる2波と4

波にも着目して、その影響を確認しているという説明かと思います。 

 その確認としては、手順としては、ここに書いているように、各断層パターンにおいて

敷地に最も近づけた波源、これが時刻歴波形の上の地震に伴う津波ですね。これは敷地に

最も近づけた波源というのは、水位が大きな波源であると。それと、陸上地すべりの水位

をまずは線形足し合わせをした評価値で影響を確認すると。 

 その評価値が80ページにあって、まずこれで確認しましたよと。このうち、線形足し合

わせでは、影響を判断できない波源、これは80ページの黄色でハッチングされているもの

ですね。これに対しては、80ページの黄色のハッチングというのは、線形足し合わせをし

た結果が下側の表、第1波による一体計算と同程度、もしくは超えるものということなん

ですけど、そういったものについては、一体計算まで実施して確認していると。その一体

計算の確認結果が83ページにあって、いずれも陸上地すべりの第2波以降というのは、組

合せ評価で陸上地すべり（川白）の1波と比べると影響が大きくないということを示して

いるということかと思うんですけど、そういう認識でよろしいですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北海道電力（青木） 北海道電力の青木です。 

 認識については相違はございません。また、説明していただいた内容については、谷さ

んのおっしゃるとおりになっておりますので、今回、説明としての繰り返しは避けさせて

いただきます。認識としては同じです。 

 以上です。 

○石渡委員 谷さん。 

○谷審査官 谷です。 

 今ほどの確認で、水位上昇側の評価の考え方や評価結果というのが確認できました。泊

サイトに来襲する津波の特徴により生じる波源の入れ替わりの要因をしっかりと考慮した

検討を実施しているということかと思います。 

 そして、組合せ評価において水位が高くなる津波として、陸上地すべり（川白）の第1

波と重なる日本海東縁部の波源の位置、断層パターン、そしてパラメータを網羅的に検討

して特定している。その上で組合せ評価における水位上昇側というのを評価しているとい



93 

うことで、組合せ評価において影響が大きな波源が選定されているという北海道電力の説

明は理解しました。よって、今回の検討により、水位上昇側の組合せ評価は適切に行われ

ていると考えます。 

 続いてのコメントをしたいと思います。92ページをお願いします。92ページ以降は敷地

に対して大きな影響を及ぼす波源の選定といったことで説明があります。92ページで説明

があるように、泊発電所の特徴としては、様々な方向から津波が伝播するといったことか

ら、地震に伴う津波と陸上地すべり（川白）に伴う津波の組合せ評価は、防波堤の損傷状

態によって水位に及ぼす影響が異なると。93ページのように、これは各地形モデル、各評

価項目、評価地点の最大の波源が一覧になっていますけれども、こういった地形モデル、

評価項目ごとに最大のケースとして選定される波源が異なるということですね。そのよう

な理由で地形モデル、評価地点ごとの最大の波源を敷地に対して大きな影響を及ぼす波源

として選定するということを説明しています。つまり、これはこの表に出ている各評価項

目、各地形モデルで最大になっている波源は全て選定しますよといった説明だということ

です。 

 ここで説明にあるような、泊発電所の特徴や評価結果を踏まえて、敷地に対して影響の

大きくなる可能性の波源は網羅して選定すると。それは事業者の考えは理解できました。 

 よって、94ページに示されていますけれども、水位上昇側に関しては、敷地に対して大

きな影響を及ぼす波源というのは、この94ページの波源A～波源Hとしている8ケースの波

源が選定されているという考えを理解いたしました。これは分かりましたというコメント

なので、特に回答は必要ありません。 

 私のほうからは以上です。 

○石渡委員 今の谷さんのコメントについて何かございますか。よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 佐口さん。 

○佐口審査官 規制庁、地震・津波審査部門の佐口です。 

 私のほうからは水位下降側の今後の方針ということで、この部分について確認とコメン

トをさせていただきたいと思います。 

 98ページをお願いできますでしょうか。もう既に示されています。ありがとうございま

す。 

 今回の御説明では、水位下降側の評価、これにつきましては、安全側の評価となるよう
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にこれまでのパルスを考慮した時間等から貯留堰を下回る時間に変更して評価を行うとい

う形で、評価方針を変更されるという御説明がありました。 

 98ページの右側にあるように、この評価方針の変更についてなんですけれども、日本海

東縁部に想定される地震に伴う津波の上昇側の第2波、これは岩内側からの反射してきた

津波というものと、それから第4波、同じ上昇側の第4波、これは積丹半島北西部から伝播

した津波の、この間で一時的な水位上昇による水位回復というものは、全て見込まないと。

つまり考慮しないということで、3号炉貯留堰の天端高さ、これを下回る時間を算定する

という御説明で、つまり、これはこれまでより保守的な評価ということになるような考え

方ということに今回変更されたという理解で、まずよろしいですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北海道電力（青木） 北海道電力の青木です。 

 99ページをお願いいたします。右下に波形を描いておりまして、従来の評価では貯留堰

を下回る時間、継続時間、パルスを考慮しない時間というものに対して、この時間が長く

なるほうがより安全側の評価につながるというところで、貯留堰を下回る時間に選定する

方針に変更したというところになっております。なので認識に相違はないと考えておりま

す。 

 以上です。 

○石渡委員 佐口さん。 

○佐口審査官 規制庁、佐口です。 

 御説明、ありがとうございました。今、御説明があったとおり、我々もこの方針を変更

する、今後これに従って評価をしていくということは理解をしましたので。ただ、少し今

日割愛されたのですけれども、資料3-3ですかね。映さなくていいです。これについて変

更があって、それはなぜかというと、今回、こういった評価方針の変更に伴って、水位下

降側というのが、少し地震に伴う津波の評価から再検討しているというのも、ヒアリング

を通して確認はさせていただいているところなんですけれども、今後、98ページの左です

ね、すみません、1ページ戻って、ありがとうございます。ここに示されているような変

更した基準津波の選定方針、これに基づいて地震に伴う津波の評価結果ですとか、それか

ら、当然、組合せの評価結果についても説明を行っていただきたいと思います。 

 当然、その際にですけれども、97ページにもありますように、これまでコメントさせて

いただいたとおり、組合せ後の水位に影響の大きい波源が選定できているのかについて根
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拠を明確にして説明を行っていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北海道電力（青木） 北海道電力の青木です。 

 この水位下降側の時間の取り方を変更したことに伴いまして、従来説明しておりました

地震に伴う津波の単独の日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の評価についても変更

点が生じますので、その点についても説明させていただきます。 

 また、97ページの指摘事項というところで残っております組合せ評価として水位下降側

に対して大きい波源が選定できているのかという点についても、今後説明させていただき

たいと考えております。 

 以上です。 

○石渡委員 佐口さん。 

○佐口審査官 規制庁、佐口です。 

 じゃあ、その点はよろしくお願いいたします。 

 それで、今後の話といいますか、津波評価全体にも関係してくる話ですので、少しだけ

最後に確認をさせていただきたいんですけども、今回の説明の内容ではないんですけれど

も、実は先月末に産総研、産業技術総合研究所、ここの地質調査総合センター、ここから

積丹半島付近の海底地質図というのが発行されているということを我々としては確認を今

しているんですけれども、これは当然、海底地質図で、その中には幾つも活断層とかがト

レースされているわけなんですけども、ちょっと確認をさせていただきたいのは、これは

北海道電力としてですけれども、海底地質図が発行されたということについて認識をされ

ているのかということと、それから、その内容というのは既に確認等をされているのかと

いうのを確認をさせてください。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北海道電力（松村） 北海道電力の松村です。 

 今、佐口さんからございました産総研さんの海底地質図に関しましては、我々も把握し

てございます。内容については、これから泊サイトに影響があるかないかということを含

めて検討させていただきまして、この先、説明させていただければと考えてございます。 

 以上です。 
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○石渡委員 佐口さん。 

○佐口審査官 規制庁、佐口です。 

 今、確認をされているというところで、内容につきましては、特に我々としてはこれま

で御社が説明されてきた、特に海域の活断層評価、これとの違いがあるのかないのかとか、

また、もし違いがあるのであれば、その違いをどう考えるのかということ、それから、ま

た、その違いが先ほど御説明がありましたけど、これまでの評価に影響があるのか、ない

のかということもきちんと整理をして、今後御説明していただきたいと思いますので、よ

ろしいでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

○北海道電力（松村） 北海道電力の松村です。 

 承知いたしました。 

○石渡委員 佐口さん。 

○佐口審査官 規制庁、佐口です。 

 じゃあ、その点も加えて、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 ほかにございますか。大体よろしいですか。 

 名倉さん。まとめですか。 

○名倉調整官 規制庁の名倉です。 

 まとめに入る前に、1点だけちょっと分かりにくい部分がありますので、確認させてい

ただきたいと思います。実は地震による津波と陸上地すべりによる津波の組合せの評価っ

て、最初に結果が出てから1年程度たっています。今回、このサイトのサイト条件、サイ

トに襲来する津波の状況と、それから波源、こういったものが複雑に絡み合って評価を難

しくしていたと。それで時間がかかったということなんですけれども、泊発電所の襲来す

る津波の特徴、波源の特徴について、少し補足した説明をしていただきたいと思います。 

 資料としては3-1の資料の8ページをお開きください。ここにある程度凝縮して書いては

いるんですけれども、まず、一つ目の矢羽根のところで、このサイトに襲来する津波とし

て、日本海東縁部の津波はこれは支配的なんですけれども、この津波が、まず第1波とし

て敷地に直接到達する。その第1波が岩内湾の奥で反射をして、それが敷地に到達すると、

それが第2波になると。これが連続して発生するとしているんですが、波形を見ると、大

体5、6分になっているんですけど、これは波源によらず、大体第1波と第2波の間というの
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は5分から7分ぐらい、これぐらいの間という理解でよろしいでしょうか。 

○石渡委員 

 どうぞ。 

○北海道電力（青木） 北海道電力の青木です。 

 8ページですと、一つの波形しか示しておりませんが、ほかのケースにおいても、1波か

ら2波の間は概ね5分から7分ぐらいで連続して発生しているという特徴があるというとこ

ろを確認してございます。 

 以上です。 

○石渡委員 名倉さん。 

○名倉調整官 規制庁の名倉です。 

 大体ほかのサイトでいくと、地震による津波というのは大体波源はあまり動かないので、

これに対して、例えば、9ページのところの陸上地すべりによる津波の組合せ時間範囲と

いうことで、日本海東縁部の地震による継続時間のほぼ長さの範囲で、2分程度以内です

けど、これで大体地すべりとの組合せの時間を動かすということをやっているんですけれ

ども、このサイトについては、8ページの左側の図を見ていただくと、地震に伴う津波の

日本海東縁部の波源は非常に泊発電所に近い、近いんだけれども、非常に分布範囲という

か、不確かさじゃないんですけど、多様性があってということなんですけども、これでど

ういう多様性があって、どれぐらい敷地に対しての到達時間に遠い場合と近い場合で差す

があるかということについて説明をお願いしたいんですが。 

○石渡委員 どうぞ。 

○北海道電力（青木） 北海道電力の青木です。 

 日本海東縁部の地震に伴う津波については、波源の位置というものが、こちらの御覧の

8ページで言いますところの水色で塗っている東西に幅を持っている範囲というふうに日

本海東縁部の評価において説明してございます。 

 この幅を持つ東西の範囲のうちに、どこでも日本海東縁部に伴う津波の地震が発生する

という想定の基になっております。ここで東西にずらした場合に、どのような波形の影響

があるかというところなんですけれど、具体的なページ番号で言いますと、37ページをお

願いいたします。 

 ここでは東西方向位置25kmずらした場合に、位相時間にどれぐらいずれが生じるかとい

うものを整理したものになっております。こちらは実際の例としては25kmずらすと、150
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秒ずれてくるというところになりまして、こちらは東西5kmで換算すると、約30秒という

関係性になってございます。そこから日本海東縁部の地震がどの範囲で発生するかという

ところが、ページを戻りまして、35ページというところで整理してございます。 

 こちら例が複数ありますので、一番左上の断層パターン5、矩形モデルの例でいいます

と、西方向に45km、東方向に30kmずれる幅があるというところで、先ほどの東西5kmに対

して30秒というところを換算していくと、東西に対して、単純に足し算になるんですけど、

75km変動幅があって、それに対して掛ける5分の30をすると、時間がずれてくるというと

ころになります。 

○石渡委員 名倉さん。 

○名倉調整官 規制庁の名倉です。 

 35ページのところで、これは断層によって動く幅というのはちょっと違ってくるんです

けれども、大体50kmから100km弱ぐらいの間で範囲が変動しますので、そういう意味では、

時間としては、5kmで30秒ということなので、10倍で300秒、5分から10分ぐらいの間で変

動するということになります。 

 そういう観点で8ページを見ると、第1波と第2波の間が、本来、これはほかのサイトよ

りも短くて、かつ、ほかのサイトでは動かないんですね、あまり。それに対して、このサ

イトでいくと、日本海東縁部の波源の東西位置の不確かさというか、変動幅があるので、

その分、到達する時間に5分から10分の遅れ、もしくは進みというものが発生するので、

そういう意味で、陸上地すべりのところは、ほとんど時間的にはあまり動かないんだけれ

ども、地震による津波のほうが第1波と第2波の5分という短い間にもかかわらず、これが

かなり動くと。それによって陸上地すべり第1波のピークが非常に高いものと組み合わせ

るものとして、いろいろな波源、いろんなパラメータが逆に考えられてしまう。だから、

どれと組み合わせた、どういうパラメータであれば影響が大きいのかということを慎重に

探さなくてはいけなかったということだったというふうに思います。 

 普通、ほかのサイトでいくと、地震単独による影響が大きい波源を探せば、ほとんどそ

れが動くことがないと。大体それでもう決まってしまっていたんですけど、このサイトに

とっては、そうではなかった。だから、この特徴を見つけて探しにいかなくてはいけなか

った。それによって、今回、1年という期間がかかってしまったということになるかと思

います。これが本当に1年で合理的な期間だったのかどうかというのは、今、振り返って

みると、もう少し波源とか波形の分析をもっと早めに、しっかりその特徴をつかんでいれ
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ば、初期の段階でこれをやっていれば、これがもう少し短くなったんではないかというふ

うに考えられる部分はあるんですけれども、今回、時間がかかった要因は、このサイトの

波源、それと、そこから来襲する津波、この特徴がかなり大きかったということがあるか

と思います。 

 こういったことが、この資料にもうちょっとしっかり表現されるように、取りまとめ資

料を今後作成する上では、もう少し軽重をつけて、なぜ、ここのサイト条件でここまでや

らなくちゃいけなかったのかということがしっかり分かるように資料を整理して作成いた

だきたいなと、取りまとめ資料を整理していただきたいというふうに考えております。 

 いかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北海道電力（室田） 北海道電力の室田でございます。 

 今、名倉さんのほうからコメントございましたように、泊サイトは津波の来襲の仕方が

非常に複雑でということもありますので、先行サイトさんと比較して、かなり複雑なこと

をやっているということでございますので、それが泊サイト固有であるということがまと

め資料で分かるように丁寧に説明させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○石渡委員 名倉さん。 

○名倉調整官 規制庁の名倉です。 

 ということで、ある程度、このサイトの特徴等につきましては、共通の理解になったと

いうことで、これについては今後しっかりと整理をしていただければと思います。 

 それでは、私のほうから取りまとめに入らせていただきたいと思います。 

 今、画面に映しますけれども、本日、審査会合で議論させていただきました内容といた

しましては、上昇側の波源の選定の妥当性、それから、基準津波策定に当たっての波源の

選定の妥当性、それから水位下降側につきましては、本日、方針を変更したという旨の報

告がございました。 

 それで、今、画面に映しておりますけれども、審議結果ということで、①、②というこ

とで、①は確認した内容、②につきましては、指摘事項、これを掲示しております。 

 まず①です。地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の組合せのうち、水位上昇側

については以下の内容を確認した。2項目ございます。まず、1項目めです。 
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 陸上地すべり（川白）の水位のピークと重なる日本海東縁部の波源の位置及び断層パタ

ーン並びに水位に影響する断層パラメータを網羅的に検討して特定した上で、組合せ評価

における上昇側の水位を評価することで、組合せ評価において影響が大きな波源を適切に

選定していることを確認した。 

 二つ目の確認内容です。組合せ評価の結果、敷地に対して大きな影響を及ぼす波源とし

て8波源を選定していることを確認した。 

 続きまして、指摘事項②ということで、水位下降側については変更した基準津波の選定

方針に基づき、地震に伴う津波（下降）側の評価結果及び地震以外の要因に伴う津波との

組合せ評価結果を説明すること。その際は、波源選定の妥当性について根拠を明確にして

説明すること。 

 それから、ここには表現をしておりませんけれども、今年の9月に産総研から発刊され

ました海底地質図の内容に関しまして、事業者はこれまで説明した活断層評価との違い等

を整理して説明することについても、本日言及させていただきました。 

 本日の審議結果としては以上ですけれども、事業者のほうから、この内容に関しまして

質問、もしくはコメント等がありましたら、お願いしたいと思います。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○北海道電力（松村） 北海道電力の松村です。 

 指摘事項について、当方、了解いたしました。 

 以上です。 

○石渡委員 内藤さん。 

○内藤管理官 規制庁、内藤ですけれども。 

 今、映しているやつの①、これだと、確認したという形で、さっきも審査官のほうから

も話がありましたけども、概ね妥当な検討がなされている、上昇側についてはという形の

はずですので、①の最後、「以下の内容を確認した」で終わっているんですけど、「確認

し、概ね妥当な検討がなされていると評価した」というのを入れないと、上昇側が終わっ

た形に合意事項とならないので、入れたいと思うんですけれども。 

○石渡委員 上昇側については、概ね妥当な検討がされたというふうに私も思いますけど、 

よろしいですか。 

○大島部長 すみません。 
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○石渡委員 じゃあ、これでまとめについて、文書化したものについて、お互い了解をし

たということだと思いますが。 

 ほかに何かございますか。よろしいですか。 

 北海道電力側から何かございますか。どうぞ。 

○北海道電力（原田） 北海道電力の原田でございます。 

 御審議、ありがとうございました。今ほど、確認していただいた内容、特に最後に名倉

調整官から泊サイトの特徴ということで確認していただいた内容、我々も御説明させてい

ただくときに、泊サイトの特徴というのをお話しさせていただいていたんですけれど、検

討する中で、それをどのように評価に生かしていったらいいのかというのが、本当に大変

な状況がありました。そういう意味でいうと、いろいろなシミュレーションをしながら、

結果からこういうふうな見方もあるのかというのは、後追いで見直したのも事実でござい

ます。そういうようなところを、しっかり資料に残しておくということを御指摘いただき

まして、ありがとうございます。反映させていただきます。 

 それと、あと、今日の概ね理解できましたというようなところも、お話の際に谷審査官

から、丁寧に我々のやってきた内容を繰り返すような形でレビューいただきました。 

 我々として資料をまとめる上で、そういうようなレビューに沿った資料として整理する

のが最も分かりやすいのだなというようなところも受け止めたところでございます。 

 これから下降側の整理をさせていただきますので、参考にさせていただきながら、分か

やすい資料の作成に努めさせていただきます。 

 私からは以上でございます。 

○石渡委員 それでは、今日はこの辺にしたいと思いますが、よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 泊発電所3号炉の基準津波の策定における地震に伴う津波と地震以外の要因による津波

の組合せ評価のうち、水位上昇側については、これで概ね妥当な検討がなされているとい

うふうに評価をいたします。 

 ただし、今日、今ほど、コメントがあったように、まとめ資料を作成する場合は、もう

少し記述を充実させていただく必要があるというふうに考えますので、その点はよろしく

お願いいたします。 

 また、今後は水位下降側の評価結果については、引き続き審議を行うことといたします。

あと、先ほどあったように、産総研から出た海底地質図についても、しっかりそちらでま
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とめていただいて、その結果を持ってきていただきたいというふうに思います。 

以上で本日の議事を終了します。 

 最後に、事務局から事務連絡をお願いします。 

○内藤管理官 事務局の内藤です。 

 原子力発電所の地震等に関する会合につきましては、来週は10月26日に木曜日に開催を

予定しております。詳細はホームページの案内を御確認ください。 

 事務局からは以上です。 

○石渡委員 それでは、以上をもちまして、第1199回審査会合を閉会いたします。 

 

 


